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　【0】はじめに

　［1］私たちはこの「原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究」をテーマとする総合研究に

おいて、いわばそのすべてが釈尊の伝記資料ともいうべきパ・漢の原始仏教聖典を時系列に

したがって編集しなおすことによって、釈尊の生涯と釈尊教団の形成史を描き出したいと考

えている。そしてそれはただ単なる歴史的事項の羅列だけではなく、釈尊や比丘たちの生活

もリアルに再現したものでなければならないとも考えている。

　そのためには釈尊とその弟子たちが、毎日を、あるいは 1年をどのような周期で、どのよ

うに暮らしていたかということを明らかにすることが必須の条件となる。具体的にいえば、

釈尊とその弟子たちの衣食住がどのようなものであり、遊行や雨安居がどのように行われて

いたのかなどということであるが、これらについての細部はまた別の機会に論じることにし

て、本稿ではその根底にある生活方法の基本を考えてみることにしたい。ただし遊行につい

ては本稿の内容と密接に係わるため、若干詳しくふれた。

　［2］ところで本論文の題目は三題噺的なものになったが、それは、日本の学界では、釈

尊の生涯の最初期には比丘たちは、当時のジャイナ教徒やアージーヴァカ教徒など沙門と呼

ばれる宗教者たちやバラモン教の遍歴者たちが等しく行っていた一処不住の「遊行」を常と

して、山谷の洞窟・樹下などに1人で住していたのであったが、やがて「僧院」が建設され

ると集団的な定住が始まり、それによって「サンガ」が形成されたという考え方が通説になっ

ているように思われるので（1）、本論文はこれに反論を加えることを通して、上記の主題に

迫ってみようとするものだからである。

（1）それぞれニュアンスは若干異なるけれども、次のような著名な仏教学者がものされた著書ある

いは論文の文章を一読されれば了解されるであろう。発表された年次にしたがって紹介する。
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同じ著者のものはもっとも早いものの次に掲げる。

「種々な名称で呼ばれる出家者、すなわち普行出家（paribbAjaka）、比丘（bhikkhu）、沙門

（samaNa）、行者（yati）、遁世者（saMnyAsin）等と呼ばれていた出家者たちが、宗教的修

道と出家（無家庭）と遊行（無住所）とを共通な生活原則として、いわゆる一般社会の信施の

食によって生きていた。……出家としての行法について、すなわち、一処無住の遊行を続ける

ことや、雨期に一所に安住して生活することや、それらについての種々な外面的な行法等がほ

とんど共通のものたらざるを得なかった。」佐藤密雄『原始仏教教団の研究』（山喜房仏書林

　1963.3.31）p.119

「仏陀時代においては、これらの各派の相互交渉は多く、また彼らの間には各派の別を示すよ

うな外形的な区別はなかった。その絶えざる遊行中には、各派の出家者がしばしば同一の休息

所や会堂で相会し、談じあったのであった。」同上　p.122

　「この出家遊行の生活は、ブッダ時代の他の宗教者の生活となんら異なった形式のものでは

なかった。」早島鏡正『初期仏教と社会生活』（岩波書店　1964.6.30）p.057

　「本来比丘たちは遊行生活がたてまえであった。このことは、晩年の仏陀が老齢と病をおし

て、遊行生活をつづけたことからも明らかである。このように遊行生活がたてまえであるが、

しかし僧園や精舎ができると、僧園の管理や精舎の維持のために、その住処に常住する比丘が

できるようになった。」平川彰『原始仏教の研究』（春秋社　1964.7.31）p.311

　「かような比丘衆の団体生活の発展は、3ヶ月の一時的な定住地としての AvAsaと ArAmaを、

半永久的定住地の性格へ変える種々の契機を与えることになった。

　自由な遊行生活の古い理念は、比丘によって捨てられなかったが、他のセクトの乞食僧のよ

うに遊行者であることをやめ、安居の後の遊行期の終わりに（次の安居に）、再び前の AvAsa

または ArAmaに戻って居住する習慣となった。従って１つの AvAsaで安居の間共住したもの

(samAna-saMvAsaka) は、習慣的に他の AvAsaで共住した者 (nAnA-saMvAsaka) から区別された。

かくして AvAsaに属する比丘の１団（AvAsika）は、四方から集まった比丘の偶然的なグルー

プではなくて、同じ AvAsaの慣習的な居住者の団体となった。このため、この AvAsikaは単位

を構成して saMghaと呼ばれた。……

　要するに遊行者から定住への生活へのこの移行は、緩慢ではあるが、初期の僧伽において形

成された。」塚本啓祥『初期仏教教団史の研究』（山喜房仏書林　1966.3.31）pp.307~309

　「出家者の居住の場所としての「住処」（AvAsa）も「園」（ArAma）も、安居（雨期の定住）

の期間中の一時的な住処にすぎなかったが、やがて、この三ヶ月の「共住」（共同生活）は、

出家者たちの団体生活を発展させていった。……かような出家者の団体生活の発展は、三ヶ月

の一時的な定住地としての「住処」と「園」を、半永久的定住地の性格へ変える種々の契機を

与えることになった。

　自由な遊行生活の古い理念は、出家者によって捨てられなかったが、他の教団の乞食者のよ

うに遊行者であることをやめ、……このため、かれらは単位を構成して saMghaと呼ばれたの

である。

　かようにして、仏教やジャイナ教は、初期の遊行生活から、saMghaや gaNaにおける修行

僧としての生活へと移行する傾向にあった。」塚本啓祥「仏教・ジャイナ教の発生基盤とその

形成」（『東北大学文学部研究年報』32　1983.3.30）pp.029~030

　「（Sn. v.628,Dhp. v.404;Sn. v.639,Dhp. v.415,Sn. 640, Dhp.v.416 やジャイナ教聖
典の Utt.の句を紹介ないしは注記して）これは、バラモン教における遍歴行者（parivrAjaka, 

saMnyAsin）の理想を受けているのであり、精舎ができる以前の釈尊や仏弟子たちもこのよう

な生活をしていたのであり、仏教修行者の最初期の姿が示されている。」『原始仏教の成立』

（「中村元選集」第 12巻　1969.11.30）p.224、『原始仏教の成立』（「中村元選集　決定

版」第 14巻　1992.11.30）p.184
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「最初期の仏教修行者たちは、遊行しつつ山窟や、森林や、樹下や、墓地など、人里を遠く離

れた幽静な場所を求めて、瞑想の修行に専心していたことが知られている。仏教学者の研究に

よると、このような出家の形態は、仏教成立の比較的初期の段階で終わったらしい。出家者た

ちは、やがて村落近くに住み、さらには、在俗信徒が寄進建立した僧院に起居して、同行の出

家者とともに、共同生活を送るようになる。仏教出家者の修行共同体は、「サンガ」

（SaGgha）と呼ばれる。この語は、もともと「集い」を意味する普通名詞であったが、後に

固有名詞化して、仏教出家修行者教団を指すようになった。」石井米雄『上座部仏教の政治社

会学』（創文社　1975.6.20）pp.015~016

「そもそも釈尊は当時の反バラモン教的な沙門（Skt.SramaNa, P.samaNa）の１人として、基

本的に遊行生活を送りながら、修行し悟りサンガを作り、また一般信者を教化した。」森祖道

『仏教・インド思想辞典』「遊行」の項（春秋社　1987.4.10）p.473

「仏教教団が拡大し、各地で精舎（vihAra「竹林精舎」「祇園精舎」など）が建てられるよう

になると、釈尊はじめ修行僧たちは、今までの遊行不定住生活から、精舎定住生活へ移行する

ようになった。」阿部慈園『頭陀の研究』（春秋社　2001.3.20）p.007

　［3］確かに釈尊が成道され、教化をはじめられた最初の数年間は僧院は建設されていな

かったし、その主な活動の地は王舎城周辺であったから、山谷の洞窟や樹下に住することが

多かったであろう（1）。また僧院が建設された以降も、釈尊や主立った直弟子たちの多くは、

絶えず遊行をされたであろうことは疑いえない。しかしながらそれらがジャイナ教徒やバラ

モン教の遍歴者（parivrAjaka）の行う遍歴と同じような遊行であったかというと疑問を感じ

ざるを得ない。

　またサンガは、僧院が建設されたことによって集団生活が行われるようになり、その結果

自然形成的に成立したというような、無自覚的なものであったであろうか。サンガは仏教徒

が帰依すべき「三宝」の１つとして把握され、この運営規則を集めた「律蔵」は、釈尊の教

えを3つに分類した三蔵の、もし論蔵をここから除外するとすれば、経蔵と並ぶ二蔵の１つ

として、釈尊の教えの主要な領域を占めているのであって、これらの重要欠くべからざる要

素であるサンガが自然の成り行きによって、あるいは外的な要因に促されて形成されたとは

到底考えられない。また律蔵の「　度」のように整備された、サンガの運営規則のようなも

のが他の宗教に存在しない限り、もし彼らが形成していた集団がサンガと呼ばれることがあっ

たとしても、仏教の「サンガ」をそれらと同様であったと認識することは誤りであるといわ

なければならないであろう。

　さらに僧院における生活が仏道の修行に益のないものであり、ある意味では堕落であった

とするなら、釈尊ははたしてその建設を認められたであろうか。とするならば、僧院建設の

意味も改めて考えてみることが必要であろう。

（1）釈尊が活動された地域で洞窟のあるような山地があるのは、ガンジス河南岸のマガダの王

舎城の近辺とアンガ地方のみである。

　［4］本論文は上記のような問題意識をもって、釈尊や仏弟子たちの生活の基本が遊行に

あったのか定住にあったのか、僧院が何のために、いつごろ、どのような経緯で建設され、

そしてサンガはどのような意図をもって、いつごろ、どのように形成されたのかということ

を論じようとするものである。
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　なお本稿では、日本語では同じく「遊行」と表現されても、後に形成された四住期の中の

第４住期に相当するバラモンの遍歴期にある修行者（parivrAjaka）やジャイナ教の修行者の

行う「遍歴」と、釈尊や仏教の出家修行者の行う「遊行」とは異なると考えるので、この両

者を厳密に区別するために pari-√vraj=vajati「歩く」「旅する」「到達する」に由来する

語は「遍歴」と訳し、√car=carati「行く」「歩く」に由来する語、あるいはそれに類する

語は「遊行」と訳することにする（1）。したがって煩瑣になり恐縮であるが、これらに相当

する部分にはすべてに原語を付すこととする。

　またこのような翻訳部分のみでなく、著者自身の用語としても「遍歴」と「遊行」を使い

分けることになるが、前者はただ独りで、明確な目的と目的地をもたない、一処不住の「旅」

をいい、後者は必ずしも独りにこだわらず、目的と目的地が明確であって、また一定の場所

に長居することも厭わない「旅」を意味させることをお断りしておきたい。言葉を換えてい

えば、前者は行雲流水のごとき「放浪」「漂泊」とでもいうべきであり、後者は「旅行」と

でもいうべきであって、英語で言えば前者は wander,roam という語に相当し、後者は

journey,travel に相当するというべきであろう。

（1）例えば中村元博士は SN.001-003-001 の翻訳において、‘sato bhikkhu paribbaje’が含

まれる文章を「修行僧は気をつけながら遍歴すべきである」と訳され、SN.009-004（vol.
Ⅰ　 p.199）の冒頭の部分に含まれる‘cArikaM pakkamiMsu’を、「遍歴に出かけた」と訳

されているが、本稿では前者は「遍歴」と訳し、後者はこれを「遊行に出かけた」と訳すと

いうことである。

　【1】釈尊は遍歴されたか

　［0］上記のように通説においては、釈尊を含めた最初期の仏教の修行者たちは、ジャイ

ナ教の修行者や、後にヒンドゥー教において四住期としてまとめられたなかの第４住期のバ

ラモン教の遍歴者（parivrAjaka）と同様に、「遍歴」をもっぱらにしていたと考えられてい

るのであるが、筆者はこれに賛成しない。まず釈尊について調べてみよう。

　［1］「はじめに」の［2］の註の中でも紹介した塚本啓祥博士の「仏教・ジャイナ教の発

生基盤とその形成」（『東北大学文学部研究年報』32　1983.3.30）という論文において博士は、

仏教とジャイナ教が共通の地盤から出発したことを証明されるために、釈尊が60人の弟子

たちに、「遊行せよ、2人していくなかれ」と檄を飛ばされ、布教に出されたという事績と、

ヴァルダマーナが出家して2年2ヶ月の後に遊行生活に入って、12年以上継続したという

AyAraGgaの文章を紹介することから論を始められている。小論もこれに倣って、このこと

から論を始めることにしよう。

　［1-1］博士は次のようにいわれる。

　『律蔵』大品の伝えるところによれば、ゴータマ・ブッダは、バーラーナシーの鹿野

苑における最初の説法（初転法輪）ののちに、弟子として阿羅漢（arahant；煩悩を断っ

た聖者）となったものが60名に達したときに、彼らに対して、
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比丘らよ、汝等は天と人の一切の束縛から脱した。比丘らよ、多くの人々の利益のた

め、多くの人々の安楽のため、世間の憐愍のため、天と人との義利・利益・安楽のた

めに遊行せよ。それぞれ2人で行ってはいけない。

tumhe pi bhikkhave muttA sabbapAsehi ye dibbA ye ca mAnusA. caratha 

bhikkhave cArikaM bahujanahitAya bahujanasukhAya lokAnukampAya atthAya 

hitAya sukhAya devamanussAnaM, mA ekena dve agamittha.　（MahAvagga,Ⅰ　 .
11.1）

と教誡して、比丘らが遊行すべきこと、2人して共に出かけてはならない（＝寂静行）

ことを規定している。これは最初期の仏教僧伽の在り方、比丘の生活様式を端的に規定

したものである。しかし、この遊行者としての比丘の生活規定は、必ずしも仏教特有の

ものではなかったと考えられる。ブッダの出家の動機となったことを描く四門出遊の伝

説において、四相の一に遊行乞食者たる比丘が数えられているのは、伝説の史実性はと

もかくも、仏教以前にすでに遊行者が存在していたことを示唆する。

　これはジャイナ教においても同様である。AyAr.1.8.（SU.254）によれば、沙門・世
尊（samaNe bhagavaM; VaddhamAna）は出家して二年二ヶ月ののち、遊行生活に入り

（vavaie）、十二年以上継続したという。したがって、原始仏教・ジャイナ教の古聖典

に現れる「修行者」の名称とその用例を取り上げ、両宗教発生の基礎を解明する手掛か

りを得ることからはじめよう（1）。

と。

　確かに「律蔵」の記述においては、このように釈尊は初転法輪ののち弟子たちを「2人し

て共に行くな」と諸国に派遣され、自らは6年間修行したウルヴェーラーに戻られた、とさ

れている。しかし弟子たちを遊行に出し、自らはウルヴェーラーに遊行されたのは教化とい

うはっきりした目的があったからである。博士が引用された文章のすぐ後に、『律蔵』大品

には次のように記されている。

　　　比丘らよ、初めもよく、中ほどもよく、終わりもよく、義理・文句の具わった法を説

け（desetha dhammaM）。ことごとくが円満した清らかな梵行を明かにせよ

（pakAsetha）。私は法を説くために（dhammadesanAya）ウルヴェーラーに還ろう（2）。

と。

　このように弟子たちを諸国に派遣したのは布教のためであり、自らがウルヴェーラーに赴

かれたのも、おそらくは出家した後の6年間の苦行の間に何らかの関係があり、気がかりと

なっていたウルヴェーラ・カッサパら三迦葉を教化されようとされたからであって、けっし

て行く先を定めない、一処不住の、一つの場所に1日もしくは長くとも5日しかとどまって

はならないというジャイナ教やバラモン教の遍歴者のような「遍歴」の旅に出られたわけで

はなかった。

　そしてウルヴェーラーに到着された釈尊は、おそらくその後少なくとも1年間はウルヴェー

ラーに滞在されたものと考えられる。なぜなら鹿野苑を出発されたのは雨期が終った直後で

あったが（3）、ウルヴェーラーにおいてウルヴェーラ・カッサパを教化して弟子とされるま

でに、

　　　かの螺髻梵志たちは、寒冷の冬の夜（sItAsu hemantikAsu rattisu）、八日祭と次の
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八日祭との間、雪降る頃に（himapAtasamaye）尼蓮禅河においてあるいは沈み、ある

いは浮いて、浮き沈みをなした（4）。

と記されているように「冬」を過ごし、また

　　　時ならぬに大雲が現れ（mahAakAlamegho vassi）、世尊の住されていたところは水

に覆われた（5）。

とされているように、「雨期」をも過ごされたと考えられるからである。もっともここには

「時ならぬに」と記されているが、これは超人が超人的な行いをなすときの、まさしく奇跡

的な行為をなすことを表す説話的常套句であって、これを文字通りに受け取る必要はないで

あろう。

　そしてウルヴェーラ・カッサパは遂に釈尊に折伏されて、釈尊の弟子になり毛髪や螺髻や

事火具などを水に流し、それが川下のガヤーあたりまで流れ着いて、その弟であったナディー・

カッサパとガヤー・カッサパらも帰信することになったというから（6）、乾期にはほとんど

水が涸れてしまう尼蓮禅河もその時には流れがあったということになる。

　このように釈尊は初転法輪の後、ウルヴェーラーまで遊行されたが、それは明確な目的と

目的地をもつ旅であって、決して目的地や目的を持たない一処不住の「遍歴」というもので

はなかったし、そしてその後少なくとも1年間はそこに留まられたのである。

（1）pp.002~003。なお AyAr.1.8.（SU.254）の原文は、 ahA-suyaM vaissAmi ¦ jahA se 

samaNe bhagavaM uThAya / saMkhAe taMsi hemante ¦ahuNA-pavvaie rIitthA. ¦¦1.1¦¦

である。

　また四門出遊の１つに上げられる宗教者は、「四門出遊」の伝説を伝える諸文献では、次

のように表現されている。「遊行者（Pravrajita）」とするものは MahAvastu（vol.Ⅱ　　
p.150,　JonesⅡ　　p.145）のみであって、『四分律』「受戒　度」（大正 22　p.783 上）
は「出家作沙門」とし、『五分律』「受戒法」（大正 22　p.101 下）・『衆許摩訶帝経』

（大正 03　p.943 中）は「出家人」とし、『仏本行集経』（大正 03　p.720 上）は「出家」

とし、『根本有部律』「破僧事」（大正 24　p.112 下）・NidAnakathA（vol.Ⅰ　p.058）・
『修行本起経』（大正 03　p.466 中）・『太子瑞応本起経』（大正 03　p.475 上）・『普

曜経』（大正 03　p.502 下）は「沙門」とし、『方広大莊厳経』（大正 03　p.569 下）・

Lalitavistara（Lef.　p.187,　外薗・梵　p.674,　外薗・訳　p.975）・『仏所行讚』（大

正 04　p.005 下）・『過去現在因果経』（大正 03　p.629 下）は「比丘」とし、

Buddhacarita（03－26）は「乞食僧」とする。なおヴィパッシン仏の事績として紹介され

るものであるが、DN.014MahApadAna-s.（大本経　vol.Ⅱ　　p.021）は「出家者」、『長阿
含』001「大本経」（大正 01　p.006 上）は「沙門」とする。

（2）Vinaya　vol.Ⅰ　　p.020　これに対応する『四分律』は「汝等人間遊行。勿二人共行。我今
欲詣優留頻螺大将村説法」（大正 22　p.793 上）とし、『五分律』は「於是世尊告諸比丘。

汝等各各分部遊行世間。多有賢善能受教誡者。我今獨往優爲界欝び羅迦葉所而開化之」（大

正 22　p.108 上）とする。

（3）Vinayaにおいては、鹿野苑において「雨期を過ごされた（vassaM vuttho）」p.022 とい

う記述の後に、ウルヴェーラーに向かって遊行された（cArikaM pakkAmi）」p.023 という

記述が続く。

（4）p.031

（5）p.032

（6）p.033

遊行と僧院の建設とサンガの形成
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　［1-2］また諸国に遊行に出された仏弟子たちの旅も決して「遍歴」というべきものでは

なかった。それは『律蔵』「大品」が先の文章に続く部分で、

その時比丘らは、諸方諸国から（nAnAdisA nAnAjanapadA）出家を希望し、具足戒を

希望する者を伴って帰り、世尊に請うて出家させ、具足戒を授けようとした。このよう

にして比丘らも疲労し（kilamanti）、出家を希望し具足戒を希望する者も疲労した。

そこで世尊は「比丘らがそれぞれ、各々の地方・各々の国において出家せしめ、具足戒

を授けることを許可しよう（anujAmeyyaM tumheva dAni bhikkhave tAsu-tAsu disAsu 

tesu tesu janapadesu pabbAjetha upasampadetha）」と考えられ、「比丘らよ、あな

た方自身が各々の地方・各々の国において出家せしめ、具足戒を授けることを許可しよ

う。授けるには、初めに鬚髪を剃り、袈裟衣を着け、偏袒右肩して、比丘らの足を礼し、

蹲踞し、合掌して、“buddhaM saraNaM gacchAmi, dhammaM saraNaM gacchAmi, 

saMghaM saraNaM gacchAmi, ”と三度唱えさせよ」と定められた（1）。

というように、三帰具足戒が制定されるまでは、比丘たちは遊行の目的であった説法教化が

功を奏し、釈尊の弟子となりたいという者が現れた時には、遊行先から釈尊のところに彼ら

を連れ帰っては、また布教に出かけるということを繰り返していたのである。

　一方釈尊の側からいえば、布教に出た弟子たちが出家希望者をつれて帰ってくるのを待た

なければならなかったから、弟子たちが出先で自分の弟子を取ることを許されるまでは、ウ

ルヴェーラーに留まっていなければならなかった。口コミのほかに情報伝達の手段を持たな

い当時にあっては、釈尊に動かれてしまっては、遠くから帰ってくる弟子たちが釈尊を捉ま

えることができなくなってしまうからである。このようなことを繰り返すうちに弟子たちも

疲れ果て、釈尊は釈尊で行動の自由を縛られていたからこそ、弟子たちが自らの弟子をとる

ことを許されたのであって、詳細は後に論じるが、筆者はそれは鹿野苑を離れられてからお

よそ6年くらい後のことではなかったかと考えている。そしてもしそのように考えることが

許されるならば、釈尊は6年くらいの間は、ウルヴェーラーという一定の住処に留まってお

られたのであって、この間は決して「遍歴」されていたわけではなかったといわなければな

らない。

　なおこの「三帰依具足戒」によって仏弟子たちに自分の弟子を取ることを許されたことが、

これも後述することになるが、仏弟子たちを中心として各地に散在する数人ないしは数十人

の出家修行者によって形成される「仏弟子たちのサンガ」、すなわち一般的な意味でのサン

ガの祖型となったのであり、またこれは釈尊がすべての仏教の出家修行者を統括する、釈尊

自身が全権を握る中央集権的な組織を作ろうとされなかったことを意味する。そうしてでき

上がったのが、筆者のいうフランチャイズ・チェーン店のような「三宝帰依」をロイヤリティ

として全国のサンガと仏弟子たちが、緩やかに釈尊に収斂されるという組織であって、それ

が筆者のいう「釈尊のサンガ」（2）なのであるから、このときに「釈尊のサンガ」の祖型も

形成されたということがいえるのである。後述するようにおそらくこの頃はまだ僧院の建設

は許されていなかったのであるから、したがってこのことからしても、サンガの形成が僧院

建設という外的要因によってもたらされたものでなく、きわめて意図的に形成されたという

ことは明かである。

（1）Vinaya　vol.Ⅰ　　p.021　『根本有部律』「出家事」（大正 23　p.1030 中）は、「別有一
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人。在外遠國。於　芻處。來求出家。彼　芻將此人。來於佛所。欲與出家近圓。其人在路身

亡。乃不得出家。時諸　芻縁此事故。來白佛言。具如上説。爾時世尊便作是念。疲乏我聲聞。

若有人求出家近圓。在遠國者。我許於　芻僧衆。與彼出家近圓。時佛世尊集諸　芻。告言。

縁此事故。從今已後。若有求出家者。許　芻僧衆。與出家與近圓。」という。

（2）「釈尊のサンガ」は、全国に散らばる「仏弟子たちのサンガ」とすべての仏教の出家修行

者によって構成される、緩やかではあるが組織体をなす集団をいう。詳しくは「モノグラフ」

第 13号に掲載した【論文 14】「『釈尊のサンガ』論」を参照されたい。

　［2］また塚本博士は、ジャイナ教のマハーヴィーラが出家して 2年 2ヶ月の後に遍歴生

活に入り、12年以上継続したということを紹介されている。ジャイナ教の研究者であられ

る渡辺研二氏は、『バガヴァーイー』第15章の、出家後2年目に六師外道の1人のゴーサー

ラに会い、6年間共に修行して、別れてから4年後に悟りを得て勝者となり、そしてその後

は1年のうち8ヶ月は村には1夜、都会にあっては 5夜を出ない遍歴を行い、4ヶ月は雨期

を過ごすために一ヶ所に止まったという記事を紹介されているから（1）、マハーヴィーラは

修業中も悟りを開いた後も遍歴を続けたということになるが（2）、少なくとも塚本博士が

「それぞれ2人で行ってはいけない」として、釈尊が弟子たちを布教の旅に出したことに対

応されている部分は、大半はマハーヴィーラの伝記からいえば一切智を得る前の修行時代の

ことであって、釈尊の伝記に対応させるとするならば、それは釈尊の6年間の苦行期間に相

当する（3）。

（1）渡辺研二『ジャイナ教』（論創社　2005.12.25）p.098

（2）マハーヴィーラが出家後の 42年間の生涯において雨期を過ごした地が伝えられている。本

「モノグラフ」に掲載した岩井昌悟研究分担者担当の【論文 17】「釈尊雨安居智伝承の検

証」参照。

（3）マハーヴィーラは苦行時代には、「未知の地域をさまよい歩くのが常であった」「中村元

選集［決定版］第 10巻」『思想の自由とジャイナ教』p.690、「タドクブーミという地域

に行った」「アーリヤ人のいない国に行った」p.692、「未知の地域をさまよい歩くのが常

であった」p.690、「カウシャンビーという都市に行った」p.693、「マディヤマー市に行っ

た」p.698、「マハーヴィーラは宗教的修行のため、不快感、拷問に耐え、12年間にわたっ

て経めぐっていた」「1000 里を足で歩いた」p.699 などとされる。

　［2-1］それでは釈尊は 6年間の修行時代はどのような生活を送られたのであろうか。初

期仏教聖典の編集者たちは、

此処菩薩六年苦行（1）。

迦摂波は多子制底辺に住していた。この時、菩薩は阿蘭若に住され、六年中に於て苦

行を修し已られ、「是れ無益にして徒に労倦を為すのみ」と知り、次いで歓喜・歓喜力

の二牧牛女の処よりして十六倍の乳糜を食された（2）。

とするように、ウルヴェーラーに留まっていたというイメージを持っていたようであって、

より後の仏伝経典では

　　端坐六年（3）。

　　定坐六年（4）。

　　求禅処坐……具満六年（5）。

というから、仏伝経典の製作者たちがイメージする苦行は、達磨の面壁 9年のような禅定を
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修したというイメージを持っていたことがわかる。要するに苦行時代の菩薩が「遍歴」をし

たというイメージは持っていないわけである。

（1）『雑阿含』604（大正 02　p.167 上）

（2）『根本有部律』「（比丘尼）波羅市迦 001」（大正 23　p.911 上）
（3）『修行本起経』（大正 03　p.469 下）、『瑞応本紀経』（大正 03　p.476 下）

（4）『普曜経』（大正 03　p.511 上）

（5）『仏本行経』（大正 04　p.075 上）

　［2-2］またその間の苦行の内容を物語る経典には MN.12MahAsIhanAda-s.、MN.36
MahAsaccaka-s.、MN.85BodhirAjakumAra-s.、MN.100SaGgArava-s.、『増一阿含』31-8

などがあり（1）。ここにはこの苦行が次のように記されている。

　MN.12ではそれを「苦行者（tapassin）」「貧穢行者（lUkha）」「嫌悪行者（jegucchin）」

「独居住者（ pavivitta）」であったとし、このうちの「苦行者」は、 MN.036
MahAsaccaka-s.においてニガンタ派のサッチャカが語る修行の内容＝p.63の【4】の［3-5］

にその全文を紹介したので参照されたい＝に加えて、野菜や雑穀や牛糞や木の根、果実など

を食し、麻・糞掃衣・樹皮・鹿皮・草・人の髪の毛や馬の毛を編んだもの、鳥の羽などを衣

服とし、髪や髭の毛をむしり取り（kesamassulocanAnuyoga）、常に立って坐すを排し、あ

るいは常に蹲踞し、刺の上に臥し（ kaNTakApassayika）、 1 日 3 回 沐浴する

（sAyatatatiyaka）などが上げられている。また「貧穢行者」は数年のあいだ身に塵垢をつ

けたままで苔が生えた（papaTikajAta）というものであり、「嫌悪行者」は道を歩くにも水

を飲むにも、一切の生類を殺さないようにしたというものであり、「独居住者」というのは

阿蘭若にある時、牧牛者や樵が入ってくると人目につかぬように森の中を逃げ回ったという

ものであり、さらに子牛の糞や自分の糞を食べる「汚物食者（vikaTabhojana）」であった

ともしている（2）。

　また MN.36、85、100は無息禅（appAnaka jhAna）を修し、断食（nUnAhaM sabbaso 

AhArupacchedAya paTipajjeyyaM）を修したとし（3）、『増一阿含』31-8は上に紹介したよ

うな「貧穢行」「汚物食」「断食」「無息禅」「苦行」などを行ったとしている（4）。

　これらには、【4】【5】節で検討するジャイナ教やバラモン教の遍歴修行者の修行徳目と

されるものや、現在においてもジャイナ教の修行者が行っている修行や、「モノグラフ」第

7号に掲載した【論文6】「原始仏教聖典におけるバラモン修行者── jaTila（螺髻梵志）と

vAnaprastha（林住者）──」で考察した林住者に相当する螺髻梵志の修行項目などが雑多

に含まれており、もしこれを信じるとすれば釈尊は当時の修行者たちが行っていたすべての

修行徳目を試してみられたということになるが、しかしながらこのなかには不思議なことに

「遍歴」という要素はまったく含まれていない。

　また釈尊が6年間を過ごされたというウルヴェーラー（uruvelA）は、広大な＝uru、砂地

＝velAという意味をもち、ここは乾けば立ち上る埃となり、雨が降れば泥沼と化すような、

細かな泥からなっているヒンドゥスタン平野とは異なって、ヴィンディヤ山脈から

NeraJjarA河（尼蓮禅河）とMahanI河が運んできた真っ白な砂からなる、この２つの河に

挟まれた区域を指し、それほど大きな地域ではない。原始仏教聖典においてはこの地は

（アーラーラ・カーラーマとウッダカ・ラーマプッタのもとを去ってから）マガダ国
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において転々遊行して（anupubbena cArikaM caramAno）ウルヴェーラーのセーナーの

町（SenA-nigama）に入った。そこに私は愛すべき区域（ramaNIya bhUmibhAga）、規

清らかな森、流れる川、愛すべき白い美しい川岸、広々としている村（samantA 

gocaragAma）を見た（5）。

と描写されている。

　そしてここは、もともとはウルヴェーラ・カッサパとその弟子たちが住んでいたところで

あって、彼らは螺髻梵志として草庵を構えて定住していた（6）。もちろん釈尊は樹下や洞窟

などに住されることもあったであろうが、おそらくは釈尊もウルヴェーラ・カッサパたちの

ような生活をされたのであって、したがって苦行時代の釈尊が「遍歴」をなされたとは理解

しにくい。

　このように同じ苦行とはいっても、マハーヴィーラのそれが「遍歴」という言葉で表され

るのとは違って、釈尊のそれは一ヶ所にとどまっての苦行であったと考えられる。

（1）「モノグラフ」第 3号に掲載した【資料集 3】「仏伝諸経典および仏伝関係諸資料のエピ

ソード別出典要覧」p.081 参照

（2）vol.Ⅰ　　pp.078~079
（3）vol.Ⅰ　 pp.243~246、vol.Ⅱ　　pp.093、212
（4）大正 02　pp.670 下~671 中

（5）MN.26 Ariyapariyesana-s. vol.Ⅰ　　 p.167、MN.36MahAsaccaka-s. vol.Ⅰ　　p.240、
MN.100SaGgArava-s. vol.Ⅱ　　p.212　SenA-nigamaは SenAni-nigamaと表されることも

ある。

（6）【論文 6】「原始仏教聖典におけるバラモン修行者－－jaTilaと vAnaprastha（林住者）」

を参照されたい。

　［2-3］なお釈尊は出城して 6年間の苦行に入る前に、アーラーラ・カーラーマ（ALAra 

KAlAma）とウッダカ・ラーマプッタ（Uddaka RAmaputta）に会って、しばらく彼らのも

とで修行されたとされているが、多くの仏伝では王舎城でビンビサーラ王に会った後のこと

とされ（1）、したがって全国を「遍歴」して歩いた後の師事ではなかったと考えられる。

（1）『方広大荘厳経』“Lalitavistara”『仏本行集経』“MahAvastu”では、アーラーラ・カー

ラーマに会ったのはヴェーサーリーであったとする。「モノグラフ」第３号の【資料集 3】

p.076 参照。

　［3］成道された後でも釈尊はその生涯の多くを遊行に費やされたものと考えられるが、

これもきちんとした目的と目的地をもった旅であって、他の宗教者の行った行雲流水のよう

な「遍歴」ではなかったとしなければならない。

　［3-1］6年間の苦行の後に釈尊は菩提樹下で成道され、その直後にウルヴェーラーの地

からバーラーナシーの郊外にあった仙人堕処・鹿野苑まで遊行されたとされる。それは梵天

の勧めに促されて、苦行をともにした五比丘を教化されるためであった。『律蔵』の「大品」

は、その時の梵天の勧め（梵天勧請）の言葉を

立て勇者よ、戦勝者よ、商主よ、負債なき者よ、世間に遊行したまえ（vicara loke）、

世尊よ、法を説きたまえ（desetu dhammaM）、よく覚る者もあるであろう（1）。

と結んでいる。世間において法を説くために「遊行」を行えと勧めているわけであって、

「遍歴せよ」といっているわけではない。そして世間を観察された釈尊は共に修行した5人
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の比丘たちが鹿野苑にいることを知られて、鹿野苑まで旅をされたのである。このようにこ

の旅もはっきりとした目的と目的地を有する「遊行」であったことがわかる。

　そしておそらくこの出発の時期は、成道後最初の雨期を過ごされた後であったであろう。

仏伝経典では、成道直後の釈尊は七七日間の禅定を楽しまれたなどとされているが（2）、パー

リの律蔵では成道後の第３の7日の間、「時ならぬに大雲が起こり、7日の間雨が降り続き、

寒気 があり 、 風 が 吹 いて 曇 った （ mahAakAlamegho udapAdi sattAhavaddhalikA 

sItavAtaduddinI）」（3）とされているから、これも雨期を過ごされたことを意味するものと

解される。ここでも「時ならぬに」とされているが、それが常ならぬことが起こった時の説

話的常套句であることは前述したとおりであり、同じ場面を描く SN.004-001-002（vol.Ⅰ　
p.103）では、

初めて正等菩提を証された世尊は、ウルヴェーラーの尼蓮禅河の岸辺のアジャパーラ

ニグローダ樹の下に住しておられたとき、世尊は夜の闇の中で、露地に座っておられた

（ rattandhakAratimisAyam ajjhokAse nisinno hoti）。雨がしとしとと降っていた

（devo ekam ekam phusAyati）。その時恐怖させようと悪魔が大きな象（mahanta 

hatthirAja）に姿を変えて現れた。しかしその正体を見破られたので悪魔は退散した。

として、単に「しとしとと雨が降っていた」と表現されている（4）。

　釈尊の成道の月日はヴェーサーカ月の満月の日とされ、中国古代の暦では 2月 15日に相

当する（5）。この暦によれば4月16日が入雨安居の日とされるように、この後2ヶ月ほどし

て雨期に入ることになる。雨期は3ヶ月ほど続くから、釈尊はこの雨期の間を禅定の楽しみ

を楽しみながら過ごされて、雨期が明けて通行が可能になってから、バーラーナシーに向け

て出発されたと解するのが自然であろう。ジャイナ教やバラモン教などでさえ雨期の期間は

遍歴してはならないとされているように、この間に旅をすることは望ましいことではないし、

またそこいら一帯が水浸しになって、交通路が遮断されるから実際的にも無理であったので

ある。したがって禅定を楽しまれたのは7週間ではなく、20週くらいであったということ

になる。説話伝承では期間は著しく短くなるか、長くなる傾向があり、この場合は短くなっ

ているのである。

（1）Vinaya　vol.Ⅰ　　p.006
（2）「モノグラフ」第３号【資料集 3】の付表参照。

（3）p.003　『四分律』は「爾時七日天大雨極寒」（大正 22　p.786 中）、『五分律』は「時

雨七日其雲甚黒使人毛竪」（大正 22　p.103 中）とする。

（4）‘ekaM ekaM’を英訳では‘drop by drop’としている。「１粒ずつ」ということであっ
て、余りひどい降りではないであろう。

（5）「モノグラフ」第 1号の【論文 3】「釈尊の出家・成道・入滅年齢と誕生・出家・成道・入

滅の月・日」と【論文 2】「原始仏教時代の暦法について」参照

　［3-2］このように釈尊は雨期が終わった頃にウルヴェーラーを出発して、ベナレス近郊

の鹿野苑に到着され、そこで五比丘やヤサとその54人の友人たちを教化されて、60人の阿

羅漢が生まれた。そして先に論じた諸国に弟子たちを布教に出す場面に繋がるのであるが、

『パーリ律』の「大品」では、釈尊自らがウルヴェーラーに出発される前に雨期を過ごされ

たとされているから（1）、釈尊はほぼ1年間を鹿野苑において過ごされたことになる。この

ように雨期の期間はもちろんのことながら、ジャイナ教の修行者やバラモン教の「遍歴者」
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が「遍歴」に出るべきであるとされるその他の8，9ヶ月の間も鹿野苑に留まられていたの

である。

（1）p.022

　［4］この節を、鹿野苑において釈尊が弟子たちを諸国に布教に出されたところから始め

たので叙述が分かりにくくなったが、以上を時の経過にしたがってまとめると次のようにな

る。

　［4-1］釈尊は南方伝承に従えばヴェーサーカ月の満月の日、古代の中国暦にしたがえば

2月15日にウルヴェーラーの菩提樹のもとで成道された。仏成道第1年ということになる。

そしてその地でこの2ヶ月ほどしてやってきた雨期を、すなわち古代の中国暦でいえば7月

半ばごろまでを過ごされて、雨期が明けた後に五比丘たちを教化するためにベナレスに向け

て出立された。雨期が明けた時点をもって年を加算するとすれば、これは成道第2年目の初

めのことになる。

　ウルヴェーラーからベナレスまでは、現代の国道 2号線を通るとするならば道路距離でお

およそ250kmであるし、一端北上してガンジス河の岸辺を遡上するとするならば、もう少

し距離があるであろうが、1ヶ月もあれば十分に到達できるであろう。したがって中国の古

代暦の7月中旬にウルヴェーラーを出発されたとすれば、8月の中旬には鹿野苑に到着され

たはずであって、この地で次の雨期が終わるまでの約11ヶ月を過ごされた。

　そして成道後第２回目の雨期を過ごされてから、弟子たちを諸国に派遣し、自らは鹿野苑

を出発してウルヴェーラーに向けて出発された。成道第3年目の初めのことであった。そし

て1ヶ月ほどをかけて再びウルヴェーラーに戻り、そこでウルヴェーラ・カッサパとその弟

子たちを折伏されているあいだに第3回目の雨期を過ごされた。したがってウルヴェーラ・

カッサパとその弟子たち500人が釈尊の弟子になったのは成道第３年目の終わりから成道第

4年目のはじめにかけてのことであったということになる。そしてこれに続いてウルヴェー

ラ・カッサパの2人の弟、すなわちナディー・カッサパとガヤー・カッサパ、ならびに300

人と200人の弟子たちが釈尊の弟子となった。

　そしてその頃から諸国に布教に出した弟子たちが出家希望者を連れて帰ってくるようにな

り、このようにしてさらにこの地で6年ばかりを過ごされた。これを6 年と考えるのは、

「モノグラフ」第11号に掲載した【論文11】の「提婆達多（Devadatta）の研究」にも書
いたように、DN.014MahApadAna-s.（vol.Ⅱ　pp.045~049）、『長阿含』001「大本経」（大

正 01　p.009 下）、法天訳『毘婆尸仏経』（大正 01　p.157 下）などによれば、それは過去仏で

あるビパッシン仏の時代のことであるが、弟子たちを2人して1つの道を行くなと布教に出

されたのちの6年後に説戒をされたとしていることによる（1）。もちろんこれは釈迦牟尼仏

の事績ではないのであるが、「三宝帰依具足戒法」を制定して、諸国に布教に出した弟子た

ちに自分たちの弟子を取ることを許された直接の理由は、諸国に布教に出された弟子たちが、

新たに弟子になりたいと望む者たちをはるばる釈尊のもとに連れ帰ってはまた出かけるとい

うことを繰り返す生活に疲れ果てたからであって（2）、それは1年2年の短期間であったと

は考えられないし、後に記すように「白四羯磨具足戒」法の制定年などを勘案すると、これ

は合理的な数字のように考えられるからである。もしこのように考えることが許されるなら
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ば、成道後第4、5、6、7、8、9回目の雨期をこの地で過ごされたことになる。その間に釈

尊の弟子集団は徐々に膨れ上がり、その拠点とするためにはウルヴェーラーはあまりにも小

規模な村であったため、おそらくいずれかの時点で本拠はその近くの都会であったガヤーの

近郊に移されていたであろう。律蔵の「大品」では、釈尊はウルヴェーラーに随意の間住さ

れた後に、1,000人のもと螺髻梵志であった大比丘衆を引き連れてガヤーシーサ（GayAsIsa）

に移り、そこで1,000人の比丘たちは心解脱したとしている（3）。このガヤーシーサは現在

のガヤー市の郊外にある Brahmayoni山に比定されており、ガヤーはもともと三迦葉の1人
のガヤー・カッサパが本拠としていたところであって、ウルヴェーラーは現在はブッダ・ガ

ヤーといわれるように、ウルヴェーラーとは同じ文化・経済圏に属する大都市であった。

　そしてこの第９回目の雨期を終えて諸国に出発する仏弟子たちに対して、三帰依戒によっ

て仏弟子たちが現地で自分の弟子を取ることを許された。仏成道第10年の初めのことであっ

た。これ以降諸国に布教に出た仏弟子たちは、それぞれその地に留まり、それぞれの地に仏

教が定着することになった。

　一方このことによって、釈尊は弟子たちが自分の元に帰ってくるのを待つ必要がなくなり、

そこで行動の自由が生まれて、釈尊自身も遊行して各地に教えを広めることに専心できる条

件が整った。そういう意味では「三帰具足戒法」の制定は、仏教の歴史に一時代を拓く契機

となったということができる。

　こうして釈尊は成道第 10年の初めにガヤーを出発されて、マガダの首都であった王舎城

に遊行された。おそらく懸案であった時の権力者のマガダ王ビンビサーラの教化をめざされ

たのである。その時の様子を『パーリ律』の「大品」は次のように記している。

時に世尊はガヤーシーサに随意の間住された後、王舎城に向かって比丘1,000人によっ

て 構成 される 大比丘 サンガ とともに （ mahatA bhikkhusaMghena saddhiM 

bhikkhusahassena）遊行された（cArikaM pakkAmi）。すべて皆もと螺髻梵志であった

（4）。

（1）「モノグラフ」第 11号の p.029 ならびに p.030 の註（2）参照

（2）Vinaya （vol.Ⅰ　　p.021）、『根本有部律』「出家事」（大正 23　p.1030 中）
（3）Vinaya （vol.Ⅰ　　p.034）、『四分律』は「象頭山」とし（大正 22　p.797 上）、『五分

律』は「伽耶山」という（大正 23　p.109 中）。

（4）Vinaya（vol.Ⅰ　　p.035）、『四分律』（大正 22　p.797 中）は「爾時世尊化此千比丘已、
便作是念。我先許瓶沙王請若我成仏得一切智、先來至羅閲城、我今応往見瓶沙王。即正衣服

将大比丘千人、皆是旧学螺髻梵志」とし、『五分律』（大正 22　p.109 下）は「爾時世尊

作是念。吾昔與瓶沙王要得道度之。今應詣彼。便與千比丘前後圍繞漸漸遊行向王舍城」とす

る。

　［4-2］そして王舎城において釈尊はマガダ王ビンビサーラや多くのバラモンや居士たち

を教化して優婆塞とし、ビンビサーラ王からは竹林園が寄進された。『パーリ律』ではこれ

を「仏を上首とする比丘サンガ（buddhapamukhassa bhikkhusaMghassa）」に寄進された

とするが（1）、『四分律』では「仏および四方僧」（2）、『五分律』では仏は僧中に含まれ

るから「四方僧」に施されたとする（3）。おそらく自覚的に用いられているのではないであ

ろうが、これをそのまま採用するとするなら、僧院が建設されていないこの時点ですでに

「サンガ」は成立していたということになる。なお『パーリ律』でも僧園や僧院などの固定
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資産の寄進はいわゆる「四方サンガ」（4）になされることが勧められるが、『パーリ律』は

この時点ではそのような概念は未だ形成されていなかったという認識を示すのかもしれない。

　そしてこのあと釈尊は舎利弗・目連とその 250人の仲間や、王舎城の多くの子弟たちを出

家させて弟子とされた。そこで王舎城の人々に

沙門ゴータマがきて、子を奪い、夫を奪い、家系を断絶させる（5）。

という非難がまき起こった。

　また釈尊が仏弟子たちにそれぞれ自分の弟子を取ることを許されたので、仏弟子たちは各

地でそれぞれ勝手に弟子を取ったのであろう。この時点では、仏弟子たちが新たに自分の弟

子としたその弟子たちをどのように教育指導すべきかというようなシステムが成立していな

かったので、そこで

どうして沙門釈子は上衣下衣が整わず、威儀が具足せずに乞食に行き、人々が食べて

いる最中に鉢を出したり、自ら汁・飯を指さして食い、食堂において高声・大声を出し

てバラモンのバラモン食におけるようにするのか（6）。

というもう1つの非難も起こったとされる。

　このように釈尊が当時の最強の帝国であったマガダ王の帰依を受け、その首都であった王

舎城の人々の多くが出家し、各地では仏弟子たちが布教を進めたので、その結果上記のよう

な2つの非難が生じるようになった。新しい宗教が社会に定着し受け入れられるまでには、

さまざまなトラブルが起こるもので、このような事態が生じるまでには、釈尊が王舎城にやっ

てきてからおそらく3年ほどの年月は必要としたであろう。岩井昌悟研究分担者が詳細に検

討している「釈尊の雨安居地伝承」（7）が、第2、第3、第4回目の3回の雨期を続けて王舎

城の竹林園において過ごされたとするのもこのような状況が踏まえられたものと考えられる。

このように考えると、釈尊は成道後第10、11、12回目の雨期を、続けて王舎城で過ごされ

たことになる。すなわち釈尊は成道第10年と、さらに成道第11年、成道第12年を王舎城

において過ごされたのである。

　そして上記のような非難を解消するために、釈尊は新しく出家した者は共住比丘

（saddhivihArika, saddhivihArin）として和尚（upajjhAya）に仕えて指導されなければなら

ず、和尚の弟子を見ることまさに子の如く、弟子の和尚を見ることまさに父のごとくしなけ

ればならないという制度を制定され、やがてそれが、和尚となるべき者は有能であってしか

も具足戒を受けてから10年を経過した者でなければならず、しかも新しく比丘となる者は

10人以上の衆において白四羯磨による資格審査に合格しなければならないという制度となっ

ていった（8）。

　この「十衆白四羯磨具足戒法」というのは、現在まで伝わる具足戒法であって、これは平

たくいえば会議を開いて出家希望者を比丘としてサンガに受け入れるべきかどうかを審議す

るということであって、そのためにはどのような者は出家させるべきではないというような

出家資格や、議決方法などの規定が整備されていなければならないであろう。おそらくこの

頃にこのようなものを含むさまざまな基本的規定が整備されたのであって、これによって正

式な「サンガ」が形成されたということができる。「サンガ」のもっとも基本的な定義は羯

磨を行いうる集団のことであって、おそらく羯磨で議決しなければならないとされる議事の

最初は、この具足戒羯磨であったであろうからである。そして先に紹介した第1の非難は、
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律蔵の「大品」によれば「7日で収束した」（9）というが、上記のような2つの深刻な問題

が何の対策も講じられないで自然に消滅するはずはなく、おそらくこのようなサンガ運営の

基本的な規則が制定されて、出家させるべきでない者は出家させないという歯止めをかけ、

上座比丘は新米比丘をきちんと教育するということが行われるようになったからこそ収束し

たのである（10）。

　そしておそらくこのような制度が整ったのは第 12回目の雨期が明けた時、すなわち仏成

道第13年目の初めであったものと考えられる。和尚となるべき者は出家具足戒を受けてか

ら10年を経過した者、すなわち法臘10歳になった者でなければならないという規定は、も

しこれが成道後10年未満に制定されたとしたならば、その有資格者は誰もいないというこ

とになり、規定そのものが意味をなさないことになる。しかし仏成道第13年目なら、法臘

は具足戒を得た時が無歳で、雨安居を過ごすたびに加算されるという仕組みであるから（11）、

五比丘や諸国に布教に出されたという60人の比丘たちはすでに具足戒を得てから11回の雨

期を過ごし、ウルヴェーラ・カッサパやその弟子たちの中の主立った者は10回の雨期を過

ごしていることになるから、彼らはすでに11歳ないしは 10歳になっており、彼らは有資格

者であって、この規定は有効に働いたということになる。

（1）p.039　

（2）大正 22　p.798 中

（3）大正 22　p.110 上

（4）「四方サンガ」については、「モノグラフ」第 13号【論文 14】「『釈尊のサンガ』論」

と「『現前サンガ』と『四方サンガ』」『東洋学論叢』第 32号（東洋大学文学部　平成

19年 3 月）を参照されたい。

（5）p.043　『四分律』は「羅閲城中諸長者。自相誡勅言。汝等有兒者。各自愼護。婦有夫主者

亦愼護之。今大沙門。從摩竭國界度諸梵志自隨。今來至此復當將此諸人去」とする。大正

22　p.799 中

（6）p.044　『四分律』（大正 22　p.799 中）、『五分律』（大正 22　p.110 下）、『十誦律』

（大正 23　p.148 上）を参照。『僧祇律』「雑誦跋渠法」（大正 22　p.412 中）は次のよ

うにいう。「釈尊は自分に倣って、善来具足で出家させることを比丘たちに許可された。そ

のとき比丘たちは諸国を遊行し、出家希望者をこの教えによって出家させた。ところがその

者たちは威儀や進止などが整わないので、世間の人々から非難が生じた。これを聞いた舎利

弗は釈尊のもとを訪れ、伺いを立てる。そこで釈尊は善来比丘戒を捨てて十衆受具足を制せ

られる」と。

（7）「モノグラフ」第 6号に掲載されている【論文 5】「原始仏教聖典に記された釈尊の雨安居

地と後世の雨安居地伝承」の p.071 の表を参照されたい。

（8）p.055　『四分律』（大正 22　p.799 下）、『五分律』（大正 22　p.111 中）、『十誦律』

（大正 23　p.148 中）　『四分律』は、これが舎利弗・目連の帰仏の流れの中で記述され

ている。そのとき釈尊は王舎城で、鬱　羅迦葉と散若夷毘羅梨沸の 250 人の弟子たちを出

家させた。そして春秋冬夏を遊行に出なかったので、人々が非難した。そこで釈尊は阿難と

少数の比丘らと南山へ赴かれ、再び王舎城に帰られた。釈尊は阿難に、少数の比丘しか集ら

なかった理由を尋ねられた。阿難は「１０年の間は依止して過ごすようにとあったから」と

答える。そこで釈尊は５年間依止すればよいという規則を制せられる。『四分律』「受戒　

度」（大正 22　p.805 下）

（9）p.044
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（10）p.045　『四分律』（大正22　p.799 下）、『五分律』（大正22　p.110 下）、『十誦律』

（大正 23　p.148 中）、『根本有部律』（大正 23　p.1030 下）

（11）法臘は雨安居を過ごした時に 1歳を加える。下記を参照されたい。

　　　『雑阿含』1331（大正 02　p.367 下）：そのとき多数の比丘が拘薩羅国の人間を遊行し

て、ある林の中で夏安居を過した。ときに林に住む天神が 15日に比丘の受歳（１歳法臘を

増すこと）を知り、別れを惜しんで「多聞の諸比丘、瞿曇の弟子は、今悉く何処に去るや」

と偈を唱えた。これに対して異天神が「摩竭提（Magadha）に至る有り、拘薩羅に至る有

り、亦た金剛地に至り、処処に修して遠離せり、猶お野禽獣の如く、所楽に随いて遊ぶなり」

と偈を唱える。

　　　Vinaya「大　度」（vol.Ⅰ　p.059）：その時、比丘らは法臘１歳（ekavassa）、２歳

（duvassa）で弟子に具足戒を与えていた。具寿ウパセーナ・ヴァンガンタプッタ

（Upasena VaGgantaputta）もまた、法臘１歳で弟子に具足戒を与えた。彼は安居を過ご

して２歳となり、１歳の弟子を連れて釈尊の所にやって来た。……そこで、「10歳に満た
ないものは、具足戒を与えてはならない」と制せられた。Vinaya MahAkhandhaka（vol.Ⅰ　 
 p.059）

　　　『四分律』「受戒　度」（大正 22　p.800 中）：法臘 2歳の婆先始は 1歳の弟子を引き連

れて世尊のところに行った。そこで 10歳比丘が人に具足戒を与えるべきことが制された。

　　　『五分律』「受戒法」（大正 22　p.114 上）：優波斯那比丘は 2歳にして 1歳の弟子とと

もに仏の所にやって来た。……「1歳……乃至……9歳にして人に具足を授けてはならない。

10歳にして如法ならんには授けることを得る。」

　　　『十誦律』「受具足戒法」（大正 23　p.148 下）：そのとき優波斯那が法臘１歳で共住弟

子に具足戒を授け、無歳の弟子と共に拘薩羅国のある場所で夏安居を過した。諸仏の常法と

して、春の末月と夏の末月の大会があり、春の末月には安居に入ろうと、諸方の比丘が釈尊

のもとを訪れて、説法を聞いて心に念じ、また夏の末月には自恣、作衣を終えて、釈尊のも

とを訪れて問訊礼拝していた。ときに優波斯那は夏安居を終えて、舎衛国に遊行して来て、

釈尊を問訊礼拝した。このとき釈尊は彼が２歳で、彼の弟子が１歳であることを知り、比丘

僧を集め、彼を呵責されたのち、比丘らに「今より 10歳未満で共住弟子に具足戒を与えて

はならない。具足戒を与えれば、突吉羅」と制戒される。

　　　『十誦律』「受具足戒法」（大正23　p.151 上）：仏、王舎城に在しき、自恣終りて二月、

南山国土に遊行せんと欲したまう。……その時、王舎城に年少比丘が多し、一歳二歳三歳四

歳五歳なり、……「若し仏に従って行けば処処に久住せず、種々供養の利あり、しばしば依

止師を受け、来還、また速やかなるも我が和尚阿闍梨は行かず、我ら何を以て行かん」と。

……「今より比丘に五法成就あり、満五歳にして依止を受けざるを聽す。」

　　　『根本有部律』「出家事」（大正 23　p.1031 上）：世尊が舎衛国におられたときのこと。

法臘１歳の近軍　芻は無歳の弟子と夏安居を過ごして後、自身が 2歳、弟子が 1歳となっ

て、弟子を引き連れて世尊のところに行った。そこで 10歳比丘が人に具足戒を与えるべき

ことが制された。依止も畜沙弥も同じ。

　　　JAtaka-A.300Vaka-j.（vol.Ⅱ　　p.449）：釈尊が舎衛城・祇園精舎におられた時、ウパセー
ナが法臘２歳で法臘１歳の弟子を連れて釈尊のもとに至り、釈尊から非難されて去る。その

後、阿羅漢になり 13頭陀を修し、釈尊が３ヶ月の独坐に入っておられる時にやって来て、

上記 Vinayaの記事に続く。
　　　『僧祇律』「単提 028」（大正 22　p.349 中）：そのとき無歳比丘が新しい衣を着ている

のに、夏安居を７年経過した比丘が、古い衣を着て、釈尊を拝謁した。これを見た釈尊が

「どうして古い衣を着ているのか」と尋ねられると、彼は「７年前より、衣を得れば、比丘

尼に与えていた」と答えた。そこで釈尊は「非里親の比丘尼に衣を与えてはならない」と制
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戒される。（単提法第２８「与尼衣戒」因縁）

　　　Vinaya「皮革　度」（vol.Ⅰ　p.194）：そのときマハーカッチャーナはアヴァンティー国
（Avant¥）のクララガラ（Kuraraghara）のパヴァッタ山（Pavatta pabbata）にいて、ソー
ナ・コーティカンナ優婆塞を侍者としていた。ときにソーナ・コーティカンナがマハーカッ

チャーナのもとにやって来て、「在家では梵行を修することが難しいので、出家させて欲し

い」と願い出た。そこでマハーカッチャーナは彼を出家させたが、当時のアヴァンティ南路

（Avantidakkhi∫åpatha）には比丘が少なく、３年間かかってようやく 10人の比丘を集め、
彼に具足戒を与えた。ときにソーナ・コーティカンナは雨安居を終えたのち、マハーカッチャー

ナの許可を得て舎衛城の祇樹給孤独園に居られる釈尊のもとを訪れた。このとき釈尊は阿難

に「彼の為に座臥具を用意するように」と命じられた。阿難は釈尊の心を察知して、釈尊の

精舎にこれを用意した。早朝、彼が釈尊の求めに応じて、すべて‘義品（A††haka-vaggika）’
を唱誦したので、釈尊はこれを誉められて「何歳か」と尋ねられると、彼は「法臘１歳であ

る」と答えた。さらに釈尊は彼の出家が遅れた理由を尋ねられたとき、彼はこのときとばか

りに「かの地では比丘が少なく、３年を過ぎてようやく 10人の比丘が揃った。そこで、か

の地では少数で具足戒を授けられるようにして欲しい」と、師のマハーカッチャーナから依

頼された願いを告げた。さらに辺地での数重の履、しばしばの洗浴、獣皮の敷具の使用につ

いても願い出た。すると釈尊は比丘たちに「一切の辺地に於ては、持律者を雑えた５人の衆

をもって具足戒を与えることを許す」と制戒され、さらに他の願いも許可される。

　　　UdAna 005-006（p.057）：蘇那は大迦旃延のもとで出家を願う。阿槃提南路アヴァンティ

スダッキナーパタには比丘が少なかったので大迦旃延は 3カ年を過ぎて 10人の比丘を集め

具足戒を授ける。蘇那は雨安居を終わってから釈尊を持したい旨大迦旃延に願い出る。これ

が許され、舎衛城祗陀林給孤独園にいる釈尊のもとへ赴く。釈尊は蘇那と同室を望む。その

際釈尊に問われて彼は「法臘 1歳」であると答えている。

　　　無歳という語は次の文献に見られる。『僧祇律』「単提 028」（大正 22　p.349 中）、

同「雑誦跋渠法」（大正 22　p.413 下）、同「雑誦跋渠法」（大正 22　p.457 中）、同

「雑誦跋渠法」（大正 22　p.457 下）、同「雑誦跋渠法」（大正 22　p.466 上）、同「雑

誦跋渠法」（大正 22　p.485 上）

　［4-3］そしてその状況は後に詳しく検討するが、おそらくこれらの規定が整備された頃

に、すでに寄進されていた竹林園に、ある長者の寄進によって、仏教の僧院としては最初の

竹林精舎が建設されることになったのである。このように釈尊は僧院が建設される以前にも

決して遍歴生活に明け暮れていたのではなく、むしろ定住生活が原則であった。そうでなけ

れば諸国に布教に派遣された仏弟子たちが、出家希望者を釈尊の元に連れ帰って、釈尊によっ

て具足戒を与えられるということができなかったからである。

　そしてこのようにして釈尊によって「善来比丘具足戒」を与えられて釈尊の直弟子となっ

た比丘たちは、そのまますぐに遍歴修行に放り出されるということはなく、「仏を上首とす

る比丘サンガ」（1）のなかで、釈尊の膝下でその薫陶を受けていたものと考えられる。この

ような経験がなければ、和尚と弟子の制も生まれなかったであろうからである。このように

考えれば、釈尊から印可をもらって諸国に布教に出る弟子以外は、釈尊が定住しておられれ

ば彼らもまた定住していたことになる。

　一方諸国に布教に出た釈尊の直弟子たちは、新たに仏教の修行をしようという希望者たち

を「三帰具足戒」によって自分の弟子とすることができるようになって以降は、諸国に留まっ

て自分の弟子を指導するようになった。しかし未だ和尚と弟子という制度が作られていなかっ
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た間は、中には指導が行き届かないで、出家修行者として出家させるべきではない者を出家

させたり、出家者でありながら出家者としての威儀が整わないという非難を受ける者たちも

生まれたのであろう。したがってあるいはそのような新たに出家した弟子たちの中には、他

の宗教の修行者のように出家してすぐ師のもとを離れて「遍歴」修行を行った者もあったか

もしれないが、それは仏教の教えの本義ではなかったということになる。

　このような弊害を防ぐために、和尚と弟子の制が制定され、10年間は和尚の元で修行し

なければならないという制度が設けられ、やがて「三帰具足戒法」が廃止されて、「白四羯

磨具足戒法」によって具足戒が与えられることに改正されたのである。和尚の弟子は「共住

弟子」と呼ばれ、和尚が亡くなるとか還俗してしまうなど、和尚に何らかの支障が生じた時

にその代りの指導者となる阿闍梨（Acariya）の弟子は「内住弟子（antevAsiksa）」と呼ば

れるが、両者ともに「師匠とともに住む者」といった意味である。したがってこれらの語に

は独り一処不住の遍歴をするというイメージはなく、むしろこのような仏教の出家修行者と

しての修行のあり方は、「遍歴」とは相反するというべきであろう。

（1）「仏を上首とする比丘サンガ」については、「モノグラフ」第 13号に掲載した【論文 13】

「『仏を上首とする比丘サンガ』と『仏弟子を上首とする比丘サンガ』」を参照されたい。

　［5］上記のように、おそらく釈尊は成道第 10、11、12年の 3年間を王舎城において過

ごされたものと考えられる。もちろんその間近隣の土地には遊行教化されたであろうが、基

本的には王舎城に定住されたものと考えられる。出家授戒を行うのは雨安居期間中のみであ

るということであれば、それ以外の期間は自由に遊行できるということになるが、むしろ

「雨安居の間も出家させなければならない」という規定があるように（1）、出家授戒を行う

機会は雨期以外の季節の方が多かったものと考えられるからである。

　そしてこの王舎城に住しておられた間にじっくりと将来構想を練られた後に、和尚と共住

弟子、阿闍梨と内住弟子の制や、白四羯磨具足戒法や、戒律の基本的な条項を制定され、サ

ンガの基本的な枠組みを作り上げられたのである。こうしてサンガの基礎が固まってから釈

尊は、これから入滅まで続く遊行を始められたのではないかと思われる。この遊行は、ヒン

ドゥスタン平野に展開していたいくつかの国々のたくさんの人々を教化し、教団の基礎をい

よいよ強固ならしめるためのものであった。

　以下では、この釈尊の遊行がどのようなものであったのかを検討してみたい。

（1）Vinaya  vol.Ⅰ　　p.153

　［5-1］釈尊の本格的な遊行の最初は、祇園精舎の寄進を受けるために舎衛城に赴かれた

遊行であったと考えられる。それはその後の遊行をも推測せしめるものであろうから、少し

詳しく調べみたい。律蔵の「臥坐具　度」に記された祇園精舎建設の因縁譚は次のようにい

う。釈尊が祇園精舎を受けるために王舎城から舎衛城に遊行されることになったその場面の

みを紹介する。

　Vinaya「臥座具　度」（vol.Ⅱ　　p.154）によれば、舎衛城から王舎城に商用に来ていた給
孤独長者（須達長者）は仏がこの世に出られたことを知り、釈尊に会いに行って優婆塞とな

り、その翌日に釈尊と比丘たちを食事に招待して、舎衛城において雨安居に入ることを請う

た。釈尊は「居士よ、如来たちは空屋において大いに喜ぶ（suJJaghAre kho gahapati 
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tathAgatA abhiramanti）」と答えられ、居士は「世尊よ、わかっております、善逝よ、わ

かっております（aJJAtaM bhagavA ajjAtaM sugata）」といった。そして居士は王舎城か

ら舎衛城に還る途中で人々に「僧園を作り、精舎を建て、布施を設けよ（ArAme ayyo 

karotha vihAre patiTThApetha dAnAni pTThapetha）」と説き、人々はその教えを受けてそ

の通りにした、という。

　『四分律』（大正 22　p.939 上）は、長者が夏安居 90 日の招待をしたのに対し、釈尊は

「すでにビンビサーラ王の招待を受けている」と答えられ、そこで「それでは来年の招待を

受けて下さい」というのに対しても、「すでにビンビンサーラ王の招待を受けている」と断

られたので、「それでは後年の招待を受けて下さい」というに対し、釈尊は「もし清浄でう

るさくなく、悪獣がいないで静かに坐禅することができる園林があれば、そういうところに

住しましょう」と答えられたので、長者はこれを受けたことになっている。そしてその帰途

の村落城邑において「空処においては園果を植え、池井を設け、橋船を安んぜよ」と説いて、

人々はそうした、とする。

　『五分律』（大正22　p.167 上）も、須達多長者が舎衛城での夏安居を招待したのに対して、

釈尊は3度とも黙っておられ、4度目の願いに「うるさくなく、静かな場所があれば安居し

ましょう」ということになったとしている。そしてそれを作るために、誰か1人の比丘を差

し向けて監督してもらえないかということで、舎利弗が行くことになった。そして長者は帰

途の聚落の処々において「頓処を安んじ、道路や橋梁を修治し、供具を弁えよ」と説いて、

人々はそうした、とする。

　『十誦律』（大正 23　p.244 中）は、長者の夏請を受けられたいという要請に、世尊は「舎

衛国に僧坊があるか」と質問され、「未だありません」という答えに、釈尊が「もし僧坊住

処があれば比丘たちが往来できるけれども、ないとなれば往来してそこに止まることができ

ない」と言われたので、そこで長者は僧坊を作ることを約束し、世尊は舎利弗を遣して監督

させることになった。そして居士はその帰途において釈尊の泊まるべきところに、「仏のた

めに講堂・温室・食堂・食厨・洗浴処・門屋・禅坊・大小便処を弁えよ」と説き、半由旬ご

とに僧坊を起こした、という。

　『僧祇律』（大正 22　p.415 中）も、舎衛城に精舎を作って仏および僧を招待したいという

申し出を受けて、舎利弗・目連の2人を監督のために派遣したとしている。ここにはその招

待が雨安居を請うたものであったとはしていない。もっとも詳細は「毘羅経の中に広く説け

るが如し」として省略されており、もともとは雨安居を請うたものであった可能性は強い。

　律蔵以外の文献では、『中阿含経』28「教化病経」（大正 01　p.460 下）も給孤独長者の舎

衛国における夏坐の招待に釈尊は「舎衛国中有房舎未」と問われたする。しかし『別訳雑阿

含』186（大正 02　p.440 中）は「私の終身の施設供養を受けてください」という願いに、

「彼国為有僧坊以不」と問われたとしており、これは雨安居の招待であったとはしない。

　［5-2］以上のパ・漢の多くの文献に共通する文脈から、釈尊が成道後に舎衛城に行かれ

れたのは、これが最初であったことが推測される。そしてこの遊行は舎衛城において雨安居

を過ごすためであり、そのために祇園精舎が建設され、そこにいたる交通路の要所要所には

宿泊のための施設が造られ、道路が整備されたとされる。これは説話的な誇張であるとして

も、この旅が行方定めぬ一処不住の「遍歴」ではないことや、その要所要所でできる限りの
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布教がなされ、時には1週間や10日の逗留もあったであろうことは容易に推測される。

　なお『四分律』は長者の招待に対して、今年の雨期も、来年の雨期もビンビサーラ王の招

待を受けているからダメだと断られ、ようやく3年後の訪問を約束されたとする。『五分律』

では長者が三請するも釈尊は黙しておられ、第四請に応じられたとする。これは『四分律』

のように今年、来年、再来年と断られ、第４年目の雨安居を受けられたという意味ではない

が、深読みすればそうとも解釈することができる。ちなみに釈尊の「雨安居地伝承」では、

この雨安居は成道後第14回目の雨安居であったとされ（1）、これを信じるとすれば、前項に

おいて述べたように、釈尊は成道後第10、11、12回目の雨期を王舎城で過ごされたとすれ

ば、さらにもう一度、第13回目の雨期も王舎城で過ごされたか、あるいはヴェーサーリー

など他の場所で過ごされて、その後の第14回目の雨期を舎衛城で過ごされたということに

なる。そして給孤独長者が舎衛城での雨安居を招待した時点は、『四分律』にしたがえば、

釈尊が王舎城で第12回目の雨安居を過ごされる前、『五分律』を先のように理解するとす

れば、釈尊が王舎城で第11回目の雨安居を過ごされる前のことであったということになる。

　またこの問答の中心は舎衛城に僧院を建設するということであるから、この時点ではすで

に竹林園に僧院が建設されていたであろうことはいうまでもない。

（1）「モノグラフ」第 6号　【論文 5】「原始仏教聖典に記された釈尊の雨安居地と後世の雨安

居地伝承」の p.071 を参照されたい。

　［6］以上のように、釈尊が成道後に最初に舎衛城まで遊行されたのは、雨安居を過ごし

てくださいという招きに応じたものであった。おそらく釈尊の雨安居は、この舎衛城での雨

安居に限らず、しばしばこのような招待を受けてなされたものと考えられ、実は遊行の大き

な目的の１つは、雨安居の招待を受けてその地に移動するためのものではなかったかと考え

られる。

　［6-1］そのような例のもう1つの代表はヴェーラーンジャーでの雨安居のケースである。

『十誦律』「波夜提044」（大正 23　p.098 中）によれば、それは次のような状況によってな

された。『十誦律』「医薬法」（大正 23　p.187 中）にも、ほとんど同様のことが記されてい

る。

世尊は舎衛国におられた。そのとき毘羅然国（VeraJjA）に阿耆達（Aggidatta）とい

う婆羅門王がおり、因縁あって舎衛国に来ていた。世尊が祇園精舎におられることを聞

き、会いに行って、毘羅然国で夏安居されることを願い、許された。彼は国に帰って夏

4ヶ月の食料を用意したが、門番に自分は夏の4ヶ月をゆっくりと過ごしたいから、外

のことは一切自分の耳に入れるなと命令して、後の手当てを忘れてしまった。世尊は

500人の比丘とこの国に入られた。その国はまだ信者が無く精舎もなかったので、園林

に止宿することになり、乞食も得られなかった。そこで世尊や比丘たちは馬麥を食した。

　雨安居の招待を受け、雨安居を過ごされるために遊行されたという記述はその他にもある。

『増一阿含』034-005（大正 02　p.694 上）には、

そのとき釈尊は 500人の比丘たちと共に祇樹給孤独園に居られた。ときに頻婆娑羅王

は王舎城での夏坐を請うため、この園林にやって来た。釈尊はこれを黙然として受けら

れた。王は再び王舎城に戻り、大講堂を建立し、さまざまな食具を用意した。そこで釈
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尊は500人の比丘たちを率いて、人間を遊行しながら迦蘭陀竹園に向われた。

とされており、また『頻毘娑羅王詣佛供養経』（大正 02　p.855）には、

婆伽婆は舍衛城祇樹給孤獨園におられた。その時摩竭王の頻毘娑羅は羅閲城から舎衛

城に赴き、仏から微妙の法を聞いて、「私の三月請を受けて羅閲城に遊行し、供養を受

けてください」と願い出た。世尊は黙然とこれを受けられ、大比丘衆1,250人と羅閲城

行き、竹林迦蘭檀園に住された。

とされている。

　またMN.081GhaTIkAra-s.（陶師経　vol.Ⅱ　p.045）には過去仏の話であるが、先の舎衛城へ

の招待を彷彿とさせる記事がある。これも釈尊の遊行のありさまの一端を物語るものとして

理解することができるであろう。

そのとき釈尊は比丘たちと共にコーサラを遊行していると、道を外れたところで笑み

を浮かべられた。このとき阿難が「どうして微笑されたのか」と尋ねた。すると釈尊は

「昔、この地にヴェーバリンガ（VebhaLiGga）という町があって、その近くにカッサパ

仏（Kassapa）が居られた。その町にはガティーカーラ（GhaTIkAra）と名づける陶工

がいて、カッサパ仏に供養していた。彼は友人であるジョーティパーラ（JotipAla）と
いう若い婆羅門を誘い、カッサパ仏のもとへ行こうとしたが、友人が拒んだので、一旦

沐浴に誘った上で、カッサパ仏のもとを訪れ、教えを聞いた。このときジョーティパー

ラがカッサパ仏のもとで、出家して具足戒を受けた。その数ヶ月後に、カッサパ仏がバー

ラーナシー（BArANasI）へ遊行に出て、イシパタナ（ Isipatana）のミガダーヤ
（MigadAya）に到着された。これを聞いたカーシ王のキキン（Kikin）がやって来て、
教えを聞いたのち、食事に招待した。翌日、カッサパ仏が比丘たちと共に王の住居に赴

き、食事をされたのち、王が雨安居を招請したが、カッサパ仏は『すでにヴェーバリン

ガという町のガティーカーラに招待されている。彼は五戒を守り、仏と法と僧と戒に浄

信を具足し、年老いた盲目の父母を扶養し、五下分結を断じている。かつて彼らは食事

や屋根の茅草などを供養した』などと語って辞退された。このとき王はガティーカーラ

のもとへ500台の車に載せた米を送らせた。ところで阿難よ、かのジョーティパーラは

私の過去世である」と告げられた。

　［6-2］以上のように釈尊の遊行は、雨安居を過ごされるためにその地に移動するという

ケースが多かったものと考えられるが、釈尊がある地におられた時、他の地で雨安居を過ご

されるようにと要請されてそれを受け、その後そこまで遊行されたという3つの条件をすべ

て記している記事はそう多くはない。しかし同じヴェーランジャーでの雨安居をヴェーラン

ジャー婆羅門が要請したという記事の要請場所を、Vinaya PArAjika001（vol.Ⅲ　　p.001）や

『四分律』「波羅夷001」（大正 22　p.568 下）（1）、『五分律』「波羅夷 001」（大正 22　

p.001 上）などはヴェーランジャーであったとしているが、婆羅門が雨安居を要請しながら、

馬麦を食しなければならなかったというのは同じであるから（2）、これはむしろ舎衛城にお

いて雨安居を招待したにもかかわらず、本国に帰ってこのことを忘れてしまったという方が

説得力があるから、これらも先の資料のように舎衛城が発端であって、この発端部分が省略

されたものであろうことが容易に推測される。またヴェーランジャーはガンジス河よりもさ

らに西のヤムナー河に近いところであって、これは釈尊の活動地域の最西端にあたり、聖典
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自身にも「その国はまだ信者が無く精舎もなかった」と書かれているから、何らかの途次に

立ち寄って、そのとき雨安居を要請されたとはとても考えられない。

　このように単にその場所において、要請されて雨安居を過ごしたと記されている場合にも、

上記のようなケースは少なくないであろう。このような資料には次のようなものがある。

『増一阿含』038-011（大正 02　p.725 中）：釈尊が500人の大比丘衆と共に王舎城・

竹林園におられた時、阿闍世王が釈尊のもとを訪れて王舎城での90日の雨安居に招き、

釈尊はこれを承諾される。

『増一阿含』042-006（大正 02p.754 上）：釈尊は舎衛城祇樹給孤獨園におられたと

き、王波斯匿は如來および比丘僧の夏坐90日を請うた。

『十誦律』「尼薩耆 027」（大正 23　p.057 下）：佛が舎衛国におられたとき、闘将が

佛所に行って、我らの舎衛国の夏安居を受けられるようにと請い、仏はそれを受けられ

た。

『五分律』「堕 062」（大正 22p.061 中）：佛が迦維羅衛城におられたとき、諸釋種

が共に佛および僧の夏四月安居を請い、世尊は默然としてこれを許された。

『五分律』「食法」（大正22　p.151 下）：釈尊が波旬邑へ来ようとされていると聞き、

波旬（パーヴァー）の力士（マッラ）人らが協議して「出迎えない者を罰金に処す」と

決めて、皆で釈尊を出迎えた。彼らは説法を聞いてから、釈尊に雨安居の４ヶ月を過ご

されるよう請い、釈尊はそれを受けられた。

『十誦律』「波夜提 074」（大正 23　p.117 下）：佛は釈氏国におられた。そのとき摩

訶男釈は佛および僧に四月請した。

『根本有部律』「薬事」（大正 24　p.003 中）：その時世尊は波羅　斯仙人墮處施鹿林

中に遊行された。城内に大軍という長者があり、世尊と　芻衆に三月夏安居を請い、受

けられた。

『根本有部律』「薬事」（大正 24　p.005 中）：世尊が摩掲陀国に至ったときに、影勝

王は夏安居を請い、侍縛迦医王を遣わした。それを聞いて勝光大王も世尊が　薩羅国に

来たときに夏安居を請い、医人阿帝耶を遣わした。

『根本有部律』「薬事」(大正 24  p.045 上）；世尊は勇軍聚落において人間を遊行し　

闌底城に至られた。ときに城中に火授という婆羅門があって、世尊および　芻衆に三月

雨安居を受けられることを請い、世尊はそれを受けられた。

　また釈尊が雨安居を「受けられた」という表現もこの部類だとすれば、さらに次のような

資料がある。

『中阿含』009「七車経」（大正 01　p.429 下）：世尊は、王舎城に遊び竹林精舎に住

された。釈尊は比丘らと共にこの地で夏坐を受けられた。

『中阿含』024「師子吼経」（大正 01　p.452 中）：ある時仏は舎衛国に遊び、勝林給

孤独園に住された。そのとき釈尊は比丘らと共にこの地で夏坐を受けられた。

『中阿含』027「梵志陀然経」（大正 01　p.456 上）：世尊が王舎城の竹林加蘭　園で

夏坐を受けておられた。

『中阿含』069「三十喩経」（大正 01　p.518 下）：釈尊は比丘らと共にこの地で夏坐

を受けられた。
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『中阿含』089「比丘請経」（大正 01　p.571 中）：その時釈尊は王舎城に遊行され、

比丘らと共に迦蘭陀竹園で夏坐を受けられた。

『中阿含』069「三十喩経」（大正 01　p.518 下）：釈尊は比丘らと共にこの地で夏坐

を受けられた。

『中阿含』116「瞿曇彌経」（大正 01　p.605 上）：釈尊はカピラヴァットゥで安居を

受けられた。

『中阿含』121「請請経」（大正 01　p.610 上）：佛は王舍城に遊び、竹林加蘭　園に

あって大比丘衆500人とともに夏坐を受けられた。

『中阿含』194「跋陀和利経」（大正 01　p.746 中）：そのとき釈尊は舎衛国勝林給孤

独園に在し、比丘たちと共に夏坐を受けられた。

『中阿含』207「箭毛経」（大正 01　p.781 中）：佛王舍城に遊び、竹林伽蘭　園にあっ

て大比丘衆1,250人とともに夏坐を受けられた。

というものである。

（1）『四分律』「捨堕028」（大正22　p.630 中）は釈尊が雨安居を終わってヴェーランジャ・

バラモンに暇乞いし、翌日の供養を受けて、遊行に出られる場面からの記述である。

（2）『パーリ律』は馬麦を食しなければならなかった理由を記していないが、『四分律』『五

分律』はそれを悪魔波旬の所作によるとする。また雨安居を終えて出立する時の婆羅門の言

い訳としては、『パーリ律』は仕事が忙しかったとし、『五分律』は迷妄して憶念しなかっ

たとしている。

　［6-3］このように釈尊の雨安居は、多くの場合は招待されてなされた。そして雨安居地

はその前年には予約されており、時には舎衛城のケースのように2年以前、あるいは3年以

前に予約されていたであろうことが推測される。なぜなら、「モノグラフ」第13号の【論

文14】の「『釈尊のサンガ』論」の【3】の［4］に詳しく書いたように、釈尊在世当時の

仏弟子たちには、雨安居に入る前と雨安居を過ごした後に、釈尊に会いに行くという習慣が

あって、それは「諸仏の常法」であったとされ、漢訳聖典では「春の大祭」「夏の大祭」と

呼ばれている。また『涅槃経』に阿難が次のようにいうのは、これを語っているのである。

かつては方々で雨安居を過ごした比丘たちが如来に会うためにやって来ました。私た

ちは心の修行を積んだその比丘たちにまみえて、仕えることができました。しかし世尊

なき後は私たちは心の修行を積んだその比丘たちにまみえて、仕えることができないで

しょう（1）。

　そしてこれが全国各地に散在するたくさんのサンガやすべての出家修行者を釈尊に結びつ

けるシステムとして働いていたのであるから、そのためには釈尊の雨安居地は全国の比丘・

比丘尼たちにかなり前から、周知されていなければならなかった。そうでなければ、口コミ

が唯一の情報伝達手段であった当時にあって、インド各地に散在する仏弟子たちがどこに行

けば釈尊に会えるかわからないからである。

　このように釈尊の遊行は、目的と目的地が確定された旅であって、一処不住の行方さだめ

ぬ「遍歴」と呼ぶべきような旅ではなかったということは確実である。

　とはいうものの、釈尊最後の雨安居地が飢饉によって急遽竹林村に変更されたようなケー

スが起こったであろうことは十分に推測されるし（2）、雨安居地がその直前まで決定しない

ということもあったであろうことも、これまた十分に想像される。しかし雨安居の前後に全
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国の出家修行者が釈尊を訪ねるのが「常法」であったとすれば、そのような時にも釈尊の所

在は誰でも知りうるような措置が講じられていたであろう。

（1）DN.16（vol.Ⅱ　p.140）、MahAparinirvANasUtra p.202、中村元『遊行経』下（大蔵出版

　1985.2）p.513、『大般涅槃経』中（大正 01　p.199 中）

（2）竹林村において雨安居を過ごすことになる場面は次のように記されている。『長阿含』002

「遊行経」（大正 01　p.014 下）　「この土、飢饉にして、乞求するも得難し（竹林村

（beluvagAmaka）は飢饉であった）」「汝等宜しく各々部を分ちて知識するところにした

がひ、毘舎離及び越祇国に詣り、彼（の国土）に於て安居せば、以て乏しきこと無からん。

吾独り阿難と與に此（處）に於て安居せん」

　　　『根本有部律』「波羅市迦 004」（大正 23　p.675 上）：爾時薄伽梵、與五百漁人出家円

具已、従薜舎離詣竹林聚落北。有升摂波林依之而住。時逢飢饉乞食難得。……爾時世尊告諸

　芻曰。……汝等宜応各随親友得意之処、於薜舎離随近聚落而作安居。我與阿難陀於此林住。

……爾時世尊未入涅槃安住於世、與諸弟子二時大集、一謂五月十五日欲安居時、二謂八月十

五日隨意了時。若前安居者受教勅已往詣城邑村坊聚落、而作安居、至隨意了皆來集會。隨所

證獲皆悉白知。其未證者請求證法。近薜舍離安居　芻、三月既滿作衣已竟。顏色憔悴形容羸

痩、執持衣鉢往竹林村、既至村已。時具壽阿難陀遥見諸　芻……又問具壽仁等何處安居而得

來至。答言。我於佛栗氏聚落三月安居、今來至此。阿難陀曰。諸仁於彼安居三月之内、乞求

飮食不勞苦耶。

　［6-4］なお『パーリ律』の「入雨安居　度」（vol.Ⅰ　  p.137）は、雨安居の制が制定され

た因縁を、

そのとき世尊は王舎城の竹林園に住しておられた。その時はまだ世尊は雨安居の制を

定められていなかったので、比丘らは冬も夏も雨期も遊行していた。人々は「なぜ沙門

釈子らは冬も夏も雨期も遊行して、青草を踏み、１根の生命を害し、多くの小生命を殺

すのか。外道たちは悪説法するもの（durakkhAtadhammA）であるけれども、雨期に住

するところ（vassAvAsa）を求め構える。鳥たちも木の頂きに巣を作り、雨期に住する

ところを求め構える。しかるに沙門釈子らは冬も夏も雨期も遊行して、青草を踏み、１

根の生命を害し、多くの小生命を殺す」と非難した。そこで、「雨安居に入ることを許

す（anujAnAmi vassaM upagantuM）」と定められた。（取意）

としている。

　これによれば、雨安居の制は他の基本的な規則が定められたと同様に、釈尊が王舎城に留

まられていた間に定められたということになりそうであるが、他の漢訳律は同じような因縁

譚を記すに拘わらず、これを釈尊が王舎城に住しておられたときとするのは『十誦律』「安

居法」（大正 23　p.173 中）のみで、『四分律』「安居　度」（大正 22　p.830 中）、『五分律』

「安居法」（大正 22　p.129 上）、『僧祇律』「安居法」（大正 22　p.450 下）、『根本有部律』

「安居事」（大正 23　p.1041 上）は釈尊が舎衛城ないし舎衛城の祇園精舎におられたときの

ことであるとしている。したがってもし『四分律』などのいうところを取るとするなら、舎

衛城での初めての雨安居は、雨安居の制が制定される以前のことということになるかもしれ

ない。しかしもしそうとするなら「臥坐具　度」が、給孤独長者が雨安居を要請したという

ことに矛盾することになるから、やはりその前に雨安居の制は制定されていたのであろう。

もっとも雨期に一ヶ所に留まるというのは、インドの気候風土的なものが主な理由で、絶え

ず一処不住の遍歴をすべき他の宗教の修行者たちも等しく行っていた習慣であるから、釈尊
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もそれにしたがって舎衛城へ遊行されたと考えてもなんら支障はないであろう。制度はその

ような習慣法が成文化されたのである。

　［7］次に釈尊の遊行は、季節としてはいつごろに、期間としてはどのくらいの長さで、

どのような交通手段で、どのような人数で、どのような交通路を通られ、どのようなところ

に宿泊されたかということを考えてみよう。今までの論述の流れから少々逸脱するようであ

るが、本論文は釈尊や最初期の仏弟子たちが他の沙門たちと同じように遍歴を行っていたと

いう通説に反論するとともに、釈尊を初めとする仏弟子たちの生活の基本的なあり方を明ら

かにするという目的を持って書かれているものであるからである。

　［7-1］まず遊行の季節を調べてみよう。釈尊は雨期に遊行することを禁じられた。

　Vinaya「入雨安居　度」（vol.Ⅰ　　p.138）に
雨安居に入り、前3月後3の

月雨安居を住しない間は遊行に出てはならない（na cArikA pakkamitabbA）。出る者

は悪作。

といい、比丘尼の波逸提39（vol.Ⅳ　　p.296）にも

雨期中に遊行する（cArikaM careyya）者は波逸提。所要があって７日間、あるいは

強要されてなら不犯。

と定められているとおりである。漢訳律では、『四分律』「（比丘尼）波逸提 095」（大正

22　p.746 上）、『五分律』「（比丘尼）波逸提092」（大正 22　p.089 中）、『十誦律』「

（比丘尼）波夜提095」（大正 23　p.322 中）、『僧祇律』「（比丘尼）波逸提 134」（大正

22　p.542 中）、『根本有部律』「（比丘尼）波逸提101」（大正 23　p.1003 中）である。

　このように雨期には遊行は禁じられているのであるが、これは当時の修行者の等しく習慣

とするところであった。その理由は「青草を踏み、１根の生命を損ない、小有情を殺すから」

というのであって、雨期は草木が萌え出づる季節で、この時に歩き回ると小生物の生命を直

接的にも、あるいはそのねぐらを奪って間接的にも殺傷する危険性があるからであるが、最

初期の仏教の主な活動地はガンジス河流域のヒンドゥスタン平野であって、この地域は雨期

にはおそらく水浸しになって交通が遮断され、現実的にも遠方への遊行は不可能であったで

あろう。

　しかしながら雨期は 1年のうちのせいぜい4ヶ月間であって、他の8ヶ月間は遊行が可能

であったのであるから、次の雨安居地に行くための旅に要する以外の期間は、目的地を定め

ぬ「遍歴」に明け暮れられたと考えることもできる。しかしおそらくそういうことはなかっ

たであろう。なぜなら前節においても書いたように、雨安居の前や後には、釈尊の教えを受

けに釈尊が雨安居をされるところに全国の出家修行者が集まるという「諸仏の常法」があっ

て、そのために釈尊は雨期の前には早めに雨安居地に入られて、諸国から釈尊に会うために

やって来る弟子たちを待ち、雨安居の後はしばらくそのままその地に留まって、諸国からやっ

て来る弟子たちを待っていなければならなかったからである。

　一方仏弟子たちからいえば、安居の前に釈尊に会いに行って、教えを受けてから自分たち

が過ごすべき雨安居地に帰って雨安居に入ったのであり、あるいは雨安居の後に雨安居の後

片づけや衣の整備を行ってから、釈尊に会いに行ったのであろう。だから釈尊は雨安居の前
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の2ヶ月くらい、雨安居の後は迦　那衣の期間があるからそれを含めて3ヶ月くらいは、雨

安居地に縛られていたのではないかと考えられる。今のように情報伝達手段が発達すれば、

遊行の途中でも釈尊を捉まえることは容易であるが、情報を口コミでしか伝えられない当時

にあっては、少なくとも1年前には釈尊の次の雨安居予定地は決定していて、全国に散在す

る比丘たちは、その雨安居地をめざしていくことしか釈尊に会う方法はなかったのである。

　このように考えると、釈尊は雨安居の 4ヶ月とその前後の5ヶ月を雨安居地で過ごされた

ことになるから、1年のうちの合計9ヶ月ほどは、一ヶ所に定住しなければならないという

ことになる。そうとすれば釈尊に行動の自由が許されるのは長く見積もってもそのほかの3、

4 ヶ月くらいということになり、これが遊行に使われる期間であった。『涅槃経』は釈尊の

最後の遊行を詳しく伝えているが、それによれば釈尊はヴェーサーリーにおいて3ヶ月後に

入滅すると宣言されてから遊行に出発し、クシナーラーに到着された時に入滅された、とさ

れている。それはヴェーサーカ月の満月の夜、すなわち古代中国の暦で2月15日のことで

あって、出発はその3ヶ月前になるから、逆算すれば前年の11月の半ばということになる。

これは雨安居が明けてから3ヶ月後にあたり、そして2月 15日にクシナーラーに到着され

たのであるから、雨安居に入る2ヶ月前になり、まさしく前述した日程とぴたりと一致する。

一般には釈尊は生まれ故郷のカピラヴァットゥに帰られようとして、その途中に心ならずも

クシナーラーで入滅されたと考えられているが、そこは入滅の予定地であるとともに、その

年の雨安居を過ごすことが約束されていた土地でもあったと考えるべきであろう。

　［7-2］もし上記のように考えるとするならば、遊行の期間は3ヶ月ということになるが、

おそらくそれはもっとも長い期間の遊行であったのではないかと考えられる。『十誦律』に

のみ見いだされるのであるが、「二月遊行」あるいは「一月遊行」という用語はあるけれど

も、「三月遊行」という用語はないからである（1）。釈尊の活動された地域は西はマトゥラー、

東はアンガであって、一気にその間を遊行されたということはなかったに相違なく、おそら

くは王舎城から舎衛城へ、あるいは舎衛城から王舎城へと遊行されるのが、もっとも長距離

の遊行であったと考えられ、王舎城と舎衛城の間の距離は、北のクシナーラー、ヴェーサー

リーのルートを取るのと、南のガンジス河沿いのルートを取るのとでは若干の相違があるが、

それでも約600kmくらいのものであって、1日10kmを進むと計算すればちょうど2ヶ月

ということになり、これによっても以上の推測は証明される。

（1）「二月遊行」は釈尊の遊行に限定していえば、「尼薩耆 025」（大正 23　p.056 下）、

「波夜提 044」（大正 23　p.098中）、「波夜提 044」（大正 23　p.100 上）、「医薬法」

（大正 23　p.188 中）、「雑法」（大正 23　p.271 中）、「（比丘尼）波夜提 096」（大

正 23　p.322 下）がある。なおこれも釈尊の遊行に限定していえば「一月遊行」はない。

これは病気の時の特例のようである。なお『善見律毘婆沙』巻 5（大正 24　p.709 下）には、

「佛行諸國者佛行有三境界。一者大境界、二者中境界、三者小境界」とし、大境界は 900

由旬で夏三月を除く 9ヶ月の遊行、中境界は 600 由旬で 8ヶ月、小境界は 100 由旬で 7ヶ

月とする。900 由旬は 9,000kmにも及ぶから、これは現実的な数字でないことはいうまで

もない。

　［7-3］といってもなぜ釈尊の遊行をなぜ 1日 10kmとするのかを説明しなければならな

い。そこで釈尊の遊行は1日にどれくらいの距離を移動されたかということを考えてみよう。

　それは交通手段によって異なるであろうが、釈尊が船に乗られたとか、馬車・牛車の類い
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に乗られたかという記述は原始仏教聖典には見いだされないから、徒歩であったであろう（1）。

もしそうであったとするなら歩く速度は時速4kmくらいのものであったであろう。急がず

慌てず、といってそうゆったりではなく、普通の人間が歩く速度であったであろうと考えら

れるからである。

　また 1日の移動距離を計算するためには、1日に何時間くらいをそれに使われたかという

ことにも関係するが、おそらく午前中は現地の出家修行者たちを指導され、正午前に食事さ

れて、食後には人々に説法されたり、小休止されてからその後に出発し、暗くなる前のでき

るだけ早い時間に予定地に到着されるというのが標準的な日程であったであろうから、おそ

らく1日に歩かれる時間は長くても4時間、夏場なら5時間程度のものであったと推測され

る。そうとすれば1日の移動距離は16km（4時間×4km）から20km（5時間×4km）と

いうことになる。しかしおそらく一ヶ所に2、3 泊されるということもあったであろうし、

幹線道路からそれて寄り道をされるということもあったであろうから、平均すればその半分

の1日に10km程度ということになる。

　「モノグラフ」第 6号に掲載した【論文 4】「由旬（yojana）の再検証」に記したように

（2）、釈尊の1日の遊行距離に関する伝承には半由旬、1由旬、2由旬というような説がある

が、1日に10km程度とすれば1由旬説がもっとも近い。これもこの論文に詳しく考察した

ところであるが、この場合の1由旬は11.5kmくらいであって、この際にも、おそらく釈尊

の1日の移動距離は1由旬程度のものであったであろうと推測しておいた。

　したがって王舎城から舎衛城の間の 600kmを遊行されるのにはほぼ 2ヶ月くらいを要し

たであろうという推測は、蓋然性のある数字ということになる。

（1）交通手段に関する律の規定には次のようなものがある。

皮革　度：病者に車乗を許す（anujAnAmi gilAnassa yAnaM）。Vinaya vol.Ⅰ　 p.192
皮革　度：牡牛の引くものと、手にて引くものを許す。輿・籠を許す。Vinaya vol.Ⅰ　
p.192

比丘尼　度：比丘尼には牝牛の引くもの、牡牛の引くもの、手にて引くものが許されている。

Vinaya vol.Ⅱ　　p.276
比丘尼・波逸提 85：無病にて乗り物に乗ってはならない。病とは、歩行することができな

い。乗り物とは、ヴァイハ車（vayha　かご）・ラタ車（ratha　車）・サカタ車

（sakaTa　荷車）・サンダマーニカー車（sandamAnikA　戦車）・轎（sivikA）・椅子轎

（pATaGkI）である。Vinaya vol.Ⅳ　　p.338、『四分律』「（比丘尼）波逸提 159」
（大正 22　p.771 中）；『五分律』「（比丘尼）波逸提 141」（大正 22　p.094 中）；

『十誦律』「（比丘尼）波夜提 145」（大正 23　p.338 中）；『僧祇律』「（比丘尼）

波逸提 111」（大正 22　p.537 下）

皮革　度：牝牛の角・耳・頚・垂肉を捉えるべからず、背に乗るべからず。乗る者は悪作。

染心をもって生支に触れるべからず。触れる者は偸蘭遮。Vinaya （vol.Ⅰ　  p.191）
皮革　度：牛尾をとって河を渡るべからず。『四分律』（大正 22　p.846 下）、『十誦律』

（大正 23　p.182 下）（象・馬・牛の雄ならばよい）

皮革　度：牛尾を持って河を渡るを許す。（雌の畜生の足を持ってはならない）　『五分律』

（大正 22　p.145 上）

皮革　度：車に乗って行ってはらない。行く者は悪作。病者は牡牛の牽くものと手にて牽く

もの（purisayutta hatthavaTTaka）、輿（sivikA）・轎（pATaGkI）を許す。Vinaya 
（vol.Ⅰ　 p.191）、『十誦律』（大正 23　p.182 下）（女とともに乗ってはならない）
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　病者は乗ってよい。『四分律』（大正 22　p.848 下）、『五分律』（大正 22　p.144

下）、『四分律』・小事　度（大正 22　p.961 下）（老病者や、難を避けるために象馬

に乗ってよい）、『十誦律』（大正 23　p.276 上）

小事　度：象馬車に乗ってはならない。突吉羅。『十誦律』（大正 23　p.290 下）

小事　度：人に乗ってはならない。突吉羅。『十誦律』（大正 23　p.290 下）

比丘尼　度：輿・籠を許す。車乗の揺れに苦悩したから。Vinaya （vol.Ⅱ　  p.277）
皮革　度：皮で浮袋・草木で筏を作って河を渡ってよい。浮袋はサンガ・四方サンガで蓄え

るべし。『四分律』（大正 22　p.846 下）

皮革　度：背負ってよい。『四分律』（大正 22　p.848 下）

皮革　度：車を浄人に牽かせてよい。『五分律』（大正 22　p.145 上）、『四分律』（大

正 22　p.848 下）（牽いてよいもの＝比丘、精舎の民、優婆塞、沙弥）

薬　度：飲食を船に乗せたとき、浄人なきときは自ら船を御し行ってよい。『五分律』（大

正 22　p.152 下）

（ 2）pp.002~003。なおパーリのアッタカターには、釈尊の遊行には「急ぎの遊行

（turita-cArika）」と「急がない遊行（aturita-cArika）」があったとする。覚るべき人があっ

て、彼を覚らせるために行く遊行は「急ぎの遊行」であって、乞食行などによって世間を摂

受するための遊行が「急がない遊行」であるという。前者は瞬時に（muhuttena）30由旬、

700 由旬、2000 由旬も移動されるが、後者は 1日 1由旬か、2由旬であるという。「急ぎ

の遊行」が神話的なものであることはいうまでもない。SumaGgalavilAsinI　vol.I　p.239

など。

　［7-4］次に釈尊は、ただ一人で遊行されたのか、それとも弟子たちを引き連れて遊行さ

れたのか、もし弟子たちを引き連れて遊行されたとすれば、それは何人くらいであったのか

ということを調査してみよう。

　手ともにあるデータをもとに調査してみると、そのほとんどが多くの弟子たちと共に遊行

されたとされている。例えばDN.001BrahamajAla-s.（vol.Ⅰ　　p.001）が

このように私は聞いた。ある時世尊は王舎城とナーランダーを結ぶ道を 500人の比丘

からなる大比丘サンガとともに進んでおられた。

とするごとくである。

　そこでこの人数がどのように表されているかを調査してみると次のような結果となる。こ

れは意図して網羅的に調査したものではないから必ずしも完全ではないが、一応の指標には

なりうるであろう。これによれば、

　　1,250人＝32件（1）

　　1,000人＝3件（2）

　　500人＝18件（3）

　　比丘ら（大比丘衆などを含む）＝31件（4）

　　阿難ら特定の仏弟子たち＝13件（5）

となる。

　もちろん1,250人とか500人というのは大げさであるが、しかし釈尊がほとんどの場合は、

自らが指導されている「仏を上首とする比丘サンガ」とともに遊行されたのは間違いないで

あろう。和尚と弟子の関係は起居を共にするのであって、おそらく釈尊と弟子の関係も異な

らなかったであろうからである。
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　確かに次のように「独り」で遊行されたという場合があるが、それは特殊なケースという

べきであろう。

釈尊がコーサンビーのゴーシタ園におられた時、コーサンビーで乞食されて還った後、

侍者にも告げず独りで出て行かれた。ある比丘が阿難のところに来て、釈尊が独りで出

て行かれたことを告げた。阿難は「そういう時には誰もついていってはならない」と注

意した。釈尊は遊行されて、パーリレッヤカ村のバッダサーラ樹下（PArileyyaka 
BhaddasAlamUla）に住された。SN.022-081（vol.Ⅲ　p.094）

というのであって、『雑阿含』057（大正 02　p.013 下）はその相応経であり、『僧祇律』

「単提041」（大正 22　p.363 中）は同じ時をシチュエーションとしたものであると考えられ

る。そしてこれはおそらくコーサンビーに破僧が起きた後のことであった。

　また

かの聖者はカモシカのような脛を持ち、やせ細って、聡明であり、小食で、貪ること

なく、森の中で静かに瞑想している。さあ、我らはゴータマにまみえよう。独り行く彼

に近づいて、我らは尋ねよう。SuttanipAta vs.165、166

ひとり隠れたところにいて人々を哀れみたまう仏。Therag.v.109

という表現も見いだされるが、これはひとり禅定を楽しまれるということを表したものであ

る。

（1）『長阿含』021「梵動経」（大正 01　p.088 中）、『長阿含』020「阿摩晝経」（大正 01

　p.082 上）、『長阿含』023「究羅檀頭経」（大正 01　p.096 下）、『長阿含』029「露

遮経」（大正 01　p.112 下）、『長阿含』026「三明経」（大正 01　p.104 下）、『長阿

含』006「轉輪聖王修行経」（大正 01　p.039 上）、『雑阿含』914（大正02　p.230中）、

『別訳雑阿含』129（大正02　p.423中）、『四分律』「捨堕026」（大正22　p.627中）、

『四分律』「単提 032」（大正 22　p.655 中）、『四分律』「単提 041」（大正 22　

p.664 中）、『四分律』「薬　度」（大正 22　p.871 上）、『五分律』「堕 068」（大正

22　p.064 中）、『五分律』「堕 083」（大正 22　p.070 上）、『五分律』「受戒法」

（大正 22　p.117 中）、Vinaya「薬　度」（vol.Ⅰ　p.220）、『四分律』「薬　度」（大
正 22　p.869 下）、『五分律』「食法」（大正 22　p.149 中）、『十誦律』「医薬法」

（大正 23　p.189 上）、Vinaya「薬　度」（vol.Ⅰ　p.226）、『五分律』「薬法、食法」
（大正 22　p.150 中）、『五分律』「衣法」（大正 22　p.137 上）、『四分律』「衣　度」

（大正 22　p.855 下）、『五分律』「衣法」（大正 22　p.135 上）、『四分律』「雑　度」

（大正 22　p.958 上）、『五分律』「雑法」（大正 22　p.172 上）、『四分律』「房舎　

度」（大正 22　p.941 中）、『五分律』「臥具法」（大正 22　p.168 下）、『四分律』

「房舎　度」（大正 22　p.939 下）、『四分律』「房舎　度」（大正 22　p.941 下）、

『四分律』「比丘尼　度」（大正 22　p.922 下）、『五分律』「比丘尼法」（大正 22　

p.185 下）

（2）『中阿含』062「頻　娑　王迎仏経」（大正 01　p.497 中）、『雑阿含』1074（大正 02

　p.279 上）、『別訳雑阿含』013（大正 02　p.377 上）

（3）DN.001BrahmajAla-s.（梵網経　vol.Ⅰ　p.001）、DN.003AmbaTTha-s.（阿摩晝経　vol.

Ⅰ　p.087）、DN.005 KUTadanta-s.（究羅壇頭経　vol.Ⅰ　p.127）、DN.012 Lohicca-s.

（露遮経　vol.Ⅰ　 p.224）、DN.013 Tevijja-s.（三明経　vol.Ⅰ　p.235）、MN.091
BrahmAyu-s.（梵摩経　vol.Ⅱ　p.133）、『雑阿含』1319（大正 02　p.362 上）、『別訳
雑阿含』318（大正 02　p.480 中）、Vinaya  PArAjika 001（vol.Ⅲ　p.001）、『四分律』
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「波羅夷 001」（大正 22　p.568 下）、『僧祇律』「波羅夷 001」（大正 22　p.228 中）、

『僧祇律』「波羅夷 001」（大正 22　p.229 上）、『十誦律』「波夜提 044」（大正 23　

p.098 中）、『五分律』「衆学 051」（大正 22　p.074 中）、『十誦律』「衣法」（大正

23　p.200 下）、『五分律』「衣法」（大正 22　p.135 中）、Vinaya「臥座具　度」
（vol.Ⅱ　p.170）、『四分律』「房舎　度」（大正 22　p.943 中）

（4）『中阿含』088「求法経」（大正 01　p.569 下）、MN.041SAleyyaka-s.（薩羅村婆羅門

経　vol.Ⅰ　 p.285）、MN.060 ApaNNaka-s.（無戯論経　vol.Ⅰ　 p.400）、MN.081 
ChaTIkAra-s.（陶師経　vol.Ⅱ　p.045）、『中阿含』161「梵摩経」（大正 01　p.685 上）、
MN.095 CaGkI-s.（商伽経　vol.Ⅱ　p.164）、MN.100 SaNgArava-s.（傷歌邏経　vol.Ⅱ　
p.209）、MN.150Nagaravindeyya-s.（頻頭城経　vol.Ⅲ　p.290）、『雑阿含』1191（大
正 02　p.322 下）、『別訳雑阿含』104（大正 02　p.411 上）、『雑阿含』1322（大正

02　p.362 下）、SN.042-009（vol.Ⅳ　p.322）、SN.055-007（vol.Ⅴ　p.352）、『雑阿
含』280（大正 02　p.076 下）、AN.003-007-063（vol.Ⅰ　p.180）、AN.003-007-065
（vol.Ⅰ　 p.188）、AN.003-009-090（vol.Ⅰ　 p.236）、AN.005-003-030（vol.Ⅲ　  
p.030）、AN.005-018-180（vol.Ⅲ　 p.214）、AN.006-002-018（vol.Ⅲ　p.301）、
AN.006-004-042 （ vol. Ⅲ　  p.341 ） 、 AN.006-006-062 （ vol. Ⅲ　  p.402 ） 、
AN.007-007-068 （ vol. Ⅳ　  p.128 ） 、 AN.008-009-086 （ vol. Ⅳ　  p.340 ） 、
AN.010-007-067（vol.Ⅴ　   p.122）、 UdAna 004-003（p.038 ）、 UdAna 005-009

（p.061）、UdAna 008-006（p.085）、『十誦律』「波夜提 052」（大正23　p.104中）、

『十誦律』「皮革法」（大正 23　p.184 中）、『根本有部律』「雑事」（大正 24　p.384

中）

（5）侍者の優頭槃：『別訳雑阿含』095（大正 02　p.407 中）、阿那律：『別訳雑阿含』320

（大正 02　p.480 下）、ナーガサマーラ長老を随従沙門（pacchAsamaNa）として：UdAna 

008-007（p.090）、舎利弗、目連、阿那律、難提、金毘羅ら：『十誦律』「（比丘尼）波

夜提 096」（大正 23　p.322 下）、舎利弗ら：Vinaya「大　度」（vol.Ⅰ　p.083）、舎利
弗・目連・阿那律・難提・金毘羅：『十誦律』「臥具法」（大正 23　p.247 中）、舎利弗：

『僧祇律』「雑誦跋渠法」（大正 22　p.457 中）、阿難陀：『根本有部律』「薬事」（大

正 24　p.026 中）、阿難陀：『根本有部律』「薬事」（大正 24　p.026 中）、阿難陀：

『根本有部律』「薬事」（大正 24　p.029 下）、阿難陀：『根本有部律』「薬事」（大正

24　p.030 中）、阿難陀：『根本有部律』「薬事」（大正 24　p.041 下）、阿難陀：『根

本有部律』「薬事」（大正 24　p.048 下）

　［7-5］次にはその遊行路を考えてみよう。

　釈尊は雨安居を多くの弟子と共に過ごされたし、また雨安居の前後に次々と訪れる各地の

多くの修行者を受け入れるためにも、雨安居を過ごされる土地はかなりの大都市でなければ

ならなかったであろう。岩井昌悟研究分担者の【資料集5】「原始仏教聖典における釈尊の

雨安居地記事」を見てみると、釈尊の雨安居地はほとんどが舎衛城、王舎城、ヴェーサーリー、

ヴィデーハ、カピラヴァットゥ、チャンパー、バーラーナシー、コーサンビーなどの大都市

であって、その外はヴェーサーリーの竹林村、パーリレッヤカ、ヴェーランジャー、アヌピ

ヤー、釈迦国・ヴェーダンニャのアンバ林、釈迦国・メーダルンパ、釈迦国・アーマラキー

ヴァナ、ウルヴェーラー、パーヴァー、アンダカヴィンダあるいは三十三天であり、これら

は国の首都であるような大都市ではないが、その近郊ないしは地方都市であったとすること

ができるであろう。ただし後世に成立した「釈尊雨安居地伝承」には余り名も知られない地

名がいくつも含まれているが、これが信頼するに足りない伝承であることは、本「モノグラ
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フ」に掲載した【論文17】【論文18】によって明かである。

　このように釈尊の雨安居地の多くは国の首都もしくは地方都市であり、しかも遊行そのも

のもかなりの大人数の弟子たちと一緒であって、その宿泊地では安全な宿泊場所と食事の確

保ができなければならないのであるから、したがって釈尊の主な遊行ルートは、これらの主

要都市と主要都市を結ぶ幹線道路であったものと考えられる。とはいいながら、地方に住む

人々の要請によってしばしば寄り道され、その時には脇道にも入られたであろうことは、金

子芳夫研究分担者が進めている【資料集2】の「仏在処・説処一覧」をご覧いただければ一

目瞭然である（1）。

（1）既刊はマガダ国篇、祇園精舎（経蔵）篇、祇園精舎（律蔵）篇、コーサラ国篇であって、

いわば大都市ないしはその周辺を仏在処・説処とするものであるが、おそらく年内には発行

される予定の「その他の国篇」には、このような脇道ルートが示されることになる。

　［8］以上のように、釈尊は苦行中も、そして成道直後の最初期も、けっしてただ独りで

の行方定めぬ一処不住の「遍歴」はされなかったということは明かである。そしてサンガが

形成された以降の入滅にいたるまでの遊行は、大勢の弟子たちと一緒に、大都市と大都市を

結ぶ幹線道路を中心になされ、サンガが安定した時には、その途次途次の地方都市や村落に

は僧院などが建設されていて、あまり樹下などに仮の宿りを求められるということはなかっ

たものと想像される。要するに釈尊の遊行は、終始一貫いわゆる「遍歴」と呼ぶべきような

遊行ではなかったということであって、ジャイナ教のマハーヴィーラとはその生活方法の基

本を異にしていたと結論づけざるを得ない。

　【2】律蔵の規定と原始仏教聖典にみる仏弟子たちの遊行

　［0］以上は釈尊の遊行について調査した。しかし通説では、はじめ仏弟子たちも遍歴を

行っていたが、やがて僧院ができると定住するようになったというのであるから、仏弟子た

ちの遊行がどのようなものであったのかということも調査しておかなければならない。

　［1］まず最初に律蔵の規定からそれを探ってみよう。遊行に関する律蔵の規定には次の

ようなものがある。

　［1-1］律蔵においては、『パーリ律』では比丘尼・波逸提 040に「雨安居を終えたら遊

行しなければならない」と定められている。しかしそれは

安居を終えたらたとい５、６由旬でも（chappaJcayojanAni pi）遊行に出なければな

らない（cArikaM na pakkameyya）。同伴比丘尼（dtiyikA bhikkhunI）を求めるも得

られないときは不犯。

というものである。律蔵の規定における 1 由旬は約 6.5km であるから（1）、6 由旬は約

40kmに相当する。

　「５、６由旬でも」とするところを、他の漢訳律では『四分律』「（比丘尼）波逸提096」

（大正 22　p.746 中）、『五分律』「（比丘尼）波逸提094」（大正 22　p.089 中）、『十誦律』
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「（比丘尼）波夜提096」（大正 23　p.322 下）、『僧祇律』「（比丘尼）波逸提135」（大

正 22　p.542 中）のすべてが「1宿」とし、『根本有部律』「（比丘尼）波逸底迦102」（大

正 23　p.1003 中）は「不離旧処人間遊行」とするから、これが「遍歴」をしなければならな

いという規定でないことはいうまでもないであろう。しかもこれはただ独りでの遍歴ではな

く、求めても同伴する者が得られない場合には不犯とされているから、むしろ伴侶と共に遊

行する方が望ましいわけである。もっともこれは比丘尼に対する規定であるから、その特殊

性を考慮しなければならない。

　しかしながら、比丘に対してはこのような規定はないから、少なくとも律の規定上は、比

丘は「遍歴」どころか「遊行」さえも義務ではなかったということになる。

（1）「モノグラフ」第 6号に掲載した【論文４】「由旬（yojana）の再検証」参照

　［1-2］しかしながら規定ではないが、律蔵には次のような記述が見いだされる。

その時釈尊は王舎城において雨期も冬も夏も過ごされたので（vassaM vasi, tattha 

hemantaM, tattha gimhaM）、人々が「沙門釈氏らには四方に道がないが如くであ

る」と非難した。そこで釈尊は阿難に僧院全体に「世尊は南山に遊行（cArika）される

から、欲する者は来れ」とふれさせた。比丘たちは10年間は依止しなければならない

という規定があるから、もし和尚や阿闍梨たちが行かないのなら行けないということで

参加する者が少なかった。釈尊は南山から帰られてからこのことを聞き、「聡明有能な

る比丘は5年の間、不聡明な比丘は命終わるまで依止することを許す」と改められた。

『パーリ律』「大品」（vol.Ⅰ　p.079）

というのである。『四分律』は「今諸外道出家学道春秋冬夏人間遊行。此沙門釈子聚住此間

不余処遊行」（大正 22　p.805 下）、『五分律』は「沙門釈子楽著一処四時不動与世人何異」

（大正 22　p.116 中）という非難であったとする。

　このように釈尊や比丘たちが遊行に出なかったことに対して非難が生じたというのである

から、一般世間には他の宗教者たちが行っていた遊行を釈尊やその弟子たちも行うべきであ

るという空気があったことが推測され、比丘たちはこの空気を尊重したであろうと考えられ

る。ただしこの非難の背景に「遍歴」があったかどうかは分明ではない。

　［1-3］それにも拘わらず釈尊は遊行を律の規定として、必ず行わなければならないもの

とは定められなかった。ここにこそ釈尊の遍歴に対する姿勢が現れているということができ、

それを次の規定が明らかに示している。すなわちVinaya「自恣　度」（vol.Ⅰ　p.177）に、
ある比丘らがコーサラ国の１住処において雨安居に入った。彼らは和合して、共に喜

び、争うことなく住することができる１つの安楽な僧院（phAsuvihAra）を得た。そこ

で、彼らはこのように考えた。もし我らがここで自恣を行うならば、比丘らは自恣を終

わって遊行に出なければならない（cArikaM pakkameyyuM）。そうすれば安楽な僧院

を失うであろう、我らはどうすればよいであろうか、と。世尊にこれを報告すると、世

尊は「かの比丘らは、自恣の摂取（pavAraNAsaMgaha）を行うことを許す」と説かれた。

というのである。「自恣の摂取」というのは、白二羯磨を行って、本来は自恣を行うべき日

に布薩を行い、自恣を1ヶ月遅れの後安居の最終日に延ばすことを決定することである。こ

のように和合して安楽に住しているなら、遊行に出かけるのを1ヶ月延期してよいというの

であって、僧院の中で和合しながら安楽に修業することの方にも価値が置かれていたことが
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わかる。

　したがって

そのとき釈尊は伊車能伽羅国の伊車能伽羅林に住された。ときに釈尊は比丘らに「こ

れから半月、私は坐禅をする。比丘らは乞食と布薩を除いて、遊行してはならない」と

告げられた。『雑阿含』481（大正 02　p.122 中）　

というように、一時的であるとはいえ、遊行を禁止されたという文章さえ存するし、また次

のようにいたずらな長い遊行を益なしとし、正しい遊行を勧める言葉も存する。

比丘らよ、これらは長遊行（dIghacArika）・不定遊行（anavatthacArika）をしばし

ばなして住する者の（anuyuttassa viharato）五失（paJc' AdInava）である。すなわち、

未聞を聞かず、已聞を浄めず、一分の已聞に無畏ならず、重い病患にかかり、友なし。

比丘らよ、これらは正しい定まった遊行（samavatthacAra）の五徳（paJc' AnisaMsA）

である。すなわち、已聞を聞き、已聞を浄め、一分の已聞に無畏であり、重い病患にか

からず、友を有する。AN.005-023-221（vol.Ⅲ　　p.257）
比丘らよ、これらは長遊行・不定遊行をしばしばなして住する者の五失である。すな

わち、未得を得ず、已得を退き、一分の已得に無畏ならず、重い病患にかかり、友なし。

比丘らよ、これらは正しい定まった遊行の五徳である。すなわち、未得を得、已得を退

せず、一分の已得に無畏であり、重い病患にかからず、友を有する。AN.005-023-222
（vol.Ⅲ　　p.257）

釈尊は比丘たちに「長く遊行する人には５つの艱難がある。すなわち、法教を誦せず、

誦する法を忘失し、定意を得られず、三昧を得ても之を忘失し、法を聞いてもよく持て

ないことである。また多く遊行しない人には５つの功徳がある。すなわち、未だ曾て得

られない法を得られ、法を得て忘失せず、多聞であってよく所持あり、よく定意を得、

三昧を得て之を忘失しないことである。それ故に比丘らよ、多く遊行をすることなかれ」

と説かれた。『増一阿含』033-007（大正 02　p.688 下）

　このようにむしろやたらに遍歴するよりは、適度の正しい遊行がなされるべきであるとい

うのが釈尊の姿勢であったということがわかる。

　ところでこの正しい適度の遊行というのは、法を聞くことができ、友が得られ、健康を害

しないような遊行とされているのであり、また長期の・定まらない遊行は益がないとされる

のであるから、これが雨期以外の8ヶ月に及ぶ、独りでなされる一所不住の「遍歴」を意味

するものではないことはいうを待たないであろう。

　なお漢訳仏教聖典の中に用いられる「遊行」という言葉には、先の『雑阿含』481が「乞

食と布薩を除いて遊行してはならない」というとおり、乞食や布薩のために移動する程度の

ものも含まれるのであって、このことについては［5-3］において改めて触れる。

　［1-4］また律蔵の「儀法　度」には、遊行してやってきた客比丘（Agantuka bhikkhu）

がどのように僧園を訪れるべきかという儀法（vatta）と、旧比丘（AvAsika bhikkhu）が遊

行してきた客比丘をどのように僧院に迎え入れるべきかという儀法が規定されている（1）。

このような規定があるということは、遊行が日常的に行われていた証左となるが、この規定

における客比丘は‘AgantukA bhikkhU’と複数形で表されており、遊行は集団でなされる

ことが多かったことを物語っているようにも解される。
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　また「布薩　度」には、布薩の日に旧比丘が客比丘のやってきていることを知らないで布

薩を行った時の処置法が規定されており（2）、「自恣　度」には自恣の日の同じような状況

にある場合の処置法が規定されている（3）。これらの規定はやってきた客比丘の数が多い時

にはやり直し、等しい場合と少ない場合はすでに行った部分は有効とされるという前提で定

められている。したがってこれも遊行が集団でなされることが多かったことを物語っている

のである。

　しかしながら同じく「布薩　度」には、その住処に 3人、2人、1人しかいない場合の布

薩の行い方も定められており（4）、これは遊行中にも適用されるであろうから、1人で遊行

することも予想されていたことはいうまでもない。

（1）『パーリ律』（vol.Ⅱ　　p.207 以下）、『四分律』「法揵度」（大正 22　p.930 下）
（2）『パーリ律』（vol.Ⅰ　　p.132 以下）、『四分律』（大正 22　p.827 中以下）、『五分律』

（大正 22　p.127 中）、『十誦律』（大正 23　p.161 下以下）

（3）『パーリ律』（vol.Ⅰ　 p.165）、『四分律』（大正 22　p.841 上）、『十誦律』（大正 23
　p.167 中）

（4）『パーリ律』（vol.Ⅰ　 p.124）、『四分律』（大正 22　p.821 中）、『五分律』（大正 22
　p.123 中）、『十誦律』（大正 23　p.160 上）

　［1-5］また「儀法　度」には、遠行比丘の儀法（gamikAnaM bhikkhUnaM vatta）が定

められている。これは

木具・工具を収め、戸・窓を閉め、臥座処を託して（ApucchA）去らなければならな

い。もし比丘がいなければ沙弥に、沙弥がいなければ守園人（ArAmika）に託すべし。

もし比丘・沙弥・守園人がいなければ、４つの石で臥床（maJca）であることを知らせ、

臥床の上に臥床を置き、坐床（pITha）のうえに坐床を置き、臥坐具を上に積んで、臥

坐具を置いて、木具・工具を収め、戸・窓を閉めて出発すべし。Vinaya（vol.Ⅱ　　p.211）
というものであって、おそらくこの「遠行比丘」という言葉は（1）、またもとのところに戻っ

てくるということを前提とするものであったと思われる。先に紹介した非難があって南山に

遊行に出られた釈尊も再び王舎城に戻られたのであるから、比丘の場合の遊行は多くはもと

の住処に戻ったのであろう。「客比丘」に対する「旧比丘」の原語は‘AvAsika bhikkhu’

であって、‘AvAsika’は「ずっと住んでいる」という意をもつ A-√vasを語源とするので

あるから、「客比丘」も本処に還れば「旧比丘」であったのであろう。

　ちなみに、原始仏教聖典の記述の中には、遊行に出てまたもとの住処に帰ってくるという

趣旨を表す文章は数多く見いだされる。そのいくつかを紹介しておく。

『十誦律』「尼薩耆 005」（大正 23　p.043 上）：そのとき迦留陀夷は笈多比丘尼と旧

知の仲でよく行き来していた。ときに彼が２ヶ月間、他国を遊行して舎衛国に戻ってき

た。

『十誦律』「（比丘尼）波夜提 176」（大正 23　p.344 中）：そのとき迦留陀夷と笈多

比丘尼とは旧知であった。ときに彼が２ヶ月の他国での遊行を終え、舎衛国に戻って来

たので、彼女は彼のもとにやって来た。

『根本有部律』「泥薩祇波逸底迦 016」（大正 23　p.738 上）：そのとき六群比丘は

「将行の供養（送別の供養）を得るために遠くに遊行しよう」と相談していた。彼らは

迦留陀夷を留守番役として残し、泥波羅国（Skt. Nepåla）へ向う商人らと遊行に出た。

遊行と僧院の建設とサンガの形成

34



暫くして帰りたくなり、羊毛を運ぶ別の商人らと帰路に就いた。

『四分律』「（比丘尼）僧残 004」（大正 22　p.718 中）：そのとき拘薩羅国の波斯匿

王の小婦が精舎を造って比丘尼に寄進した。その比丘尼はその精舎に住んでいたが、後

にこれを捨てて人間を遊行した。これを聞いた波斯匿王の小婦がその精舎を女梵志に寄

進した。ときにその比丘尼が戻って来て、女梵志を精舎から無理やり引きずり出した。

『根本有部律』「（比丘尼）波逸提 149」（大正 23　p.1012 中）：そのとき偸羅難陀

比丘尼が古い住処を委嘱せず、比丘尼らを伴って遊行に出かけた。ところが彼女らが立

ち去ったのち、その寺が焼けて衣鉢などを悉く焼失させた。彼女らが戻ると、比丘尼ら

が「去るとき、どうして委嘱しなかったのか」と非難すると、偸羅難陀比丘尼は「焼失

しようとも、そなたには受用させたくない」と応酬した。

　また次は衣を人に預けて、あるいは置いて遊行したというのであるから、帰ってくること

を前提にした遊行であったことがわかる。

『四分律』「捨堕 002」（大正 22　p.603 上）：そのとき六群比丘は親友比丘に衣を付

囑して遊行に出た。日中、かの比丘が虫よけのため衣を日に干していると、比丘に「誰

の衣か」と尋ねられ、「六群比丘の衣である」と答えた。

『四分律』「捨堕 003」（大正 22　p.604 中）：六群比丘は糞掃衣など種々の衣を長期

に蓄え、親友比丘にこれを預けて遊行に出た。あるとき親友比丘がこれを日に晒してい

たところ、これを見た比丘に「誰の衣か」と尋ねられ、「六群比丘のものである」と答

えた。

『四分律』「捨堕 029」（大正 22　p.632 上）：そのとき比丘らは夏安居を終り、迦提

月（kattika  7/16~8/15）の１ヶ月間を阿練若処に住した。ときに多数の賊が比丘の
衣鉢などを盗んだり、暴力を振ったので、比丘らが祇樹給孤独園に逃げて来た。これを

知った六群比丘が衣を親友比丘に預けて遊行に出かけた。

『五分律』「捨堕 002」（大正 22　p.023 下）：そのとき十七群比丘は夏安居を終えて

遊行に出ようと、他の比丘に衣を預けて出掛けた。ときに他処より戻った六群比丘がこ

れを知り、彼らを非難して釈尊に告げた。

『十誦律』「尼薩耆 002」（大正 23　p.031 中）：六群比丘は衣を留めて遊行にでた。

少欲知足の比丘はこれを知って世尊に告げた。

　もちろんこのよう行為は違法であるが、遊行してもとの住所に戻ることが多かったであろ

うという例として紹介したのである。

（1）ヴィサーカー・ミガーラマーターの八願の一つに‘gamika bhikkhu’に食事を供養するこ

とが含まれ、『五分律』（大正 22　p.032 下）、『四分律』（大正 22　p.629 中）、『十

誦律』（大正 23　p.128 中、195 下）ともに「遠行比丘」と訳している。もっとも

‘gamika bhikkhu’は単に「行く比丘」という意味であって、少しばかり遠いところでの

所用を果たすための遊行をさすのかも知れない。

　［1-6］また『四分律』「説戒　度」（大正 22　p.825 中）には、遊行は行方定めぬ一処不

住の遍歴であってはならず、きちんと目的と行く先が定められていなければならないとも定

められている。

難陀に弟子がいた。跋難陀はこの弟子を遊行に誘った。弟子の遊行を許可した難陀に、
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跋難陀は愚癡なる者なのにどうして許可したのかと、比丘たちの非難が集まった。世尊

は「もし弟子が和尚を辞して遠方に遊行に出るときには、何のために、誰と、どこに行

くのかといったことを問うて、すべてがよくなければ許可してはならない」と定められ

た。

というのである。

　［1-7］以上、主に律蔵の規定に定められた遊行を見てきた。これらの規定に見られる比

丘・比丘尼たちの遊行を簡単にまとめると次のようになろう。

（1）遊行は義務で行わなければならないと定められていたわけではなかったが、しかし

自主的に進んで行われるべきものであった。

（2）長期間、遠方に出かけるということはむしろ弊害があると考えられていたから、近

場への比較的短期間の遊行であった。また漢訳聖典においては乞食や布薩のための移

動も遊行という概念の中に含まれていた。

（3）もとの住処に還ってくるというのが一般的であった。

（4）ただ独りで行うことが禁止されていたわけではなかったが、グループで行うことが

一般的であった。

（5）遊行は目的と目的地がきちんと定められたものでなければならなかった。

　「律蔵」に規定された遊行は以上のようなものであるから、したがって仏教の修行者たち

が行った遊行は、ジャイナ教の修行者やバラモン教の遍歴者が行っていたとされる、それが

修行徳目として課せられ、雨期の期間を除く8ヶ月はそれに明け暮れ、行方定めぬ、ただ独

りで行うべき、いわば「遍歴」自体を自己目的とする「遍歴」とは全く性質の異なった旅で

あったことは明かである。

　［2］次に原始仏教聖典の描く仏教の修行者の遊行を調査してみよう。まずその目的につ

いてである。

　［2-1］その第１は前節の［6-3］に書き、また「モノグラフ」第 13号の【論文 14】の

「『釈尊のサンガ』論」に書いたように（1）、仏弟子たちの遊行の目的の第一は、雨安居に

入る前と雨安居から出た時に、釈尊を訪ねて指導・指示を受けるためのものであった。原始

仏教聖典ではそれを「諸仏の常法」であったとし、漢訳ではそれを「春の大会」とか「夏の

大会」あるいは「二時の大会」「両時の大会」と呼んでいる。これらは全国に散在する仏弟

子たちのサンガやすべての仏弟子たちを釈尊に結びつけて、１つの組織体としての「釈尊の

サンガ」たらしめるシステムとして作用していたのであるから、大変重要なものであった。

　原始仏教聖典にもこれらの時期に遊行がなされたという記事、特に雨安居の後に釈尊に会

いに遊行したという記事が多く見いだされる。参考のためにこれを紹介しておく。

MN.024RathavinIta-s.（伝車経　vol.Ⅰ　p.145）：そのとき多くの比丘らは生地にて雨

安居を過ごしてから釈尊のもとを訪れた。

『中阿含』009「七車経」（大正 01　p.429 下）：世尊は王舎城に遊び竹林精舎に住さ

れ、比丘らと共に夏坐を過ごされた。このとき生地の比丘らも夏坐を終わって、釈尊が

おられるこの地にやって来た。

『増一阿含』033-002（大正 02　p.683 上）：このとき月光長者の子である尸婆羅は
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500人の比丘と共に毘婆羅山（VebhAra pabbata）の西で夏坐を過した。夏坐の後、釈

尊に会うために再び舎衛城に戻った。

『増一阿含』045-002（大正 02　p.770 下）：舎利弗と目　連の一行がある所で夏坐を

已って、釈尊たち一行の所（釈翅の村）へやって来た。

UdAna 005-006（p.057）：ソーナ・コーティカンナは雨安居を終えたとき、彼は

「間近で釈尊を礼拝したい」と思い、マハーカッチャーナの許可を得て舎衛城に居られ

る釈尊のもとへと遊行に出た。

『根本有部律』「波羅市迦 002」（大正 23　p.643 上）：1人の比丘は人間を遊行して

王舎城へ至り、この地で３ヶ月の夏安居を終え、隊商と同行しながら舎衛城に居られる

釈尊のもとを訪れようとしていた。

『根本有部律』「波羅市迦 002」（大正 23　p.644 上）：そのとき比丘が王舎城で３ヶ

月の夏安居を終えたが、衣の分配が終らないうちに舎衛城に居られる釈尊のもとを訪れ

ようとしていた。

『十誦律』「尼薩耆 003」（大正 23　p.041 上）：釈尊は比丘らと雨安居を過された。

このとき優波斯那が500人の比丘と共に拘薩羅を遊行して、舎衛城の祇樹給孤独園にやっ

て来た。

『十誦律』「尼薩耆 030」（大正 23　p.060 下）：王舎城で安居を終えた比丘が舎衛国

に居られる釈尊のもとへやって来て、畢陵伽婆蹉の所行を告げた。

『僧祇律』「単提 069」（大正 22　p.381 下）：阿那律は塔山で夏安居を終え、舎衛城

に釈尊を礼拝しに行くところであった。

Vinaya PAcittiya 032（vol.Ⅳ　p.072）：安居を終わった比丘たちが、釈尊に会おうと

大挙して王舎城にやって来た。大衆会時には別衆食を受けることを許可された。

『僧祇律』「（比丘尼）波逸提 118」（大正 22　p.539 中）：そのとき毘舎離の比丘尼

らは安居を終え、舎衛城の世尊に会うために出発しようとして、比丘精舎に行って何時

発ちますかと尋ねた。

『十誦律』「皮革法」（大正 23　p.181 上）：このとき阿槃提国（Avanti）・阿湿摩伽

（Assaka）には比丘が少なく、10人の比丘を集めるのが難しかった。沙弥の億耳が夏

安居を終えると、摩訶迦旃延の共住弟子や近住比丘が諸方から集まり、10人の比丘が

揃ったので、摩訶迦旃延は億耳に具足戒を与えた。ときに比丘らが東方の国に遊行して、

釈尊を問訊礼拝しようとしていたので、億耳も師の許可を得て同行することになった。

『根本有部律』「羯恥那衣事」（大正 24　p.097 中）：そのとき多数の比丘らが沙祇城

（Såketa）で３ヶ月の雨安居を終えて、釈尊の居られる舎衛城に向った。
『僧祇律』「雑誦跋渠法」（大正 22　p.451 上）：そのとき比丘らが拘薩羅国に遊行し

て、渠磨帝河辺の叢林で雨安居を過した。このとき最初に来た比丘が、この地での雨安

居を定め、順次60人の比丘が雨安居に入った。そこでかの最初の比丘が「不語の制を

立てよう」と提案し、その制を立てて３ヶ月を過したのち、釈尊に会うために舎衛城に

やって来た。

　もっともこの習慣は釈尊が入滅されて以降は、如来の誕生処・成道処・転法輪処・涅槃所

への巡礼に変わり、サンガも「釈尊のサンガ」から「仏教のサンガ」に発展することになっ
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たが、これも先の論文（2）に書いたことであるからここでは省略する。

（1）「モノグラフ」第 13号　pp.054~055 参照

（2）p.072 以下

　［2-2］そのほか釈尊の場合と同様に、請われて雨安居地に行くための遊行もあったと考

えられる。それは次のような資料から知られる。

『四分律』「（比丘尼）単提 096」（大正 22　p.746 中）：そのとき舎衛城の居士らが

讖摩比丘尼を「雨安居が終るまで供養し、終ったら出立する」という制度を立てて招い

た。

『五分律』「安居法」（大正 22　p.129 中）：阿耨達龍王が金銀衆宝中に雨安居するこ

とを請うた。

『根本有部律』「泥薩祇波逸底迦 026」（大正 23　p.750 下）：ある聚落に1人の長者

がいて、阿練若に寺を造り60人の比丘を住まわせた。この長者は彼らに四事供養（食

事、衣服、座具、医薬）をしていたが、病に罹り亡くなったので供養が途絶えた。長者

の子どもは「沢山の供養をしても自分さえ救うことができなかった。父のようには供養

しない」と言ったので、比丘らはこの地を去った。やがてこの土地出身の２人の年老の

比丘がこの寺に住した。後に北方の商人がやって来て、老比丘に「ここで比丘ら60人

の夏坐を請じ、供養したいので呼んで来て欲しい」と依頼した。そこで老比丘は舎衛城

の祇陀林へ行き、六群比丘と彼らの各々10人の弟子を連れて来た。

『根本有部律』「波羅市迦 003」（大正 23　p.666 上）：釈尊が舎衛城・祇園精舎にお

られた時、舎衛城から遠くない聚落に信仰のある長者があり、僧伽のために寺を造って

60人の諸比丘を招いて雨安居を過ごさせた。

『根本有部律』「泥薩祇波逸底迦 029」（大正 23　p.755 上）：釈尊が祇園精舎におら

れた時、舎衛城近くの聚落にいた長者が寺を造って、60人の比丘を招き、雨安居を過

ごさせた。

　［2-3］また釈尊が初転法輪の後に 60人の阿羅漢比丘たちを「2人していくな」として布

教に出されたように、主立った仏弟子たちは布教のための遊行も行ったであろう。次はその

典型的な例である。

SN.035-088（vol.Ⅳ　p.060）：プンナはスナーバランタ地方の凶暴な人々の中へ遊行
にいこうとしていた。世尊は心得を述べた。プンナはすぐ次の雨季をもって500人の信

士を帰仏させその同じ雨季をもって三明を証得しその同じ雨季をもって涅槃に入った。

『雑阿含』311（大正 02　p.089 中）：そのとき富樓那が釈尊のもとを訪れた。釈尊は

「六根で愛楽して六境を見、これに貪愛するものは、涅槃を去ること遠い。これに繋著

せず貪愛しないものは、涅槃に近づく」と説かれた。彼はこの教えを聞いて西方の輸盧

那（SunAparanta 国）の人間へ遊行しようとした。釈尊はこの国の人が兇悪であること
を懸念され、彼の決意を尋ねられた。しかし彼の身命を辞さない覚悟の程を知られて激

励された。彼はこの地で夏安居して500人の優婆塞のために説法し、500の僧伽藍を建

立し、その３ヶ月後に三明を得て、無余涅槃に入った。

　また、十大弟子と称されるような仏弟子の遊行もこれに属するとみてよいであろう。

『中阿含』024「師子吼経」（大正 01　p.452 中）：ある時仏は舎衛国に遊び、勝林給
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孤独園に住された。そのとき釈尊は比丘らと共にこの地で夏坐を受けられた。３ヶ月後、

この地で夏坐を受けた舎利弗は衣を補修した後、釈尊のもとを訪れて遊行の許可を得て

から遊行に出た。

　［2-4］飢饉で食が得られないので仕方なく行われた遊行もあったようである。

『雑阿含』1144（大正 02　p.302 下）：釈尊が入滅されて久しからざるとき、阿難と摩

訶迦葉はこの霊鷲山に住していた。ときに飢饉が起こり乞食できなくなったので、阿難

は年少比丘らと共に南山国土へ遊行に出たが、食を求めるあまり30人の年少弟子が還

俗してしまい、童子だけが残った。

『別訳雑阿含』119（大正 02　p.417 下）：そのとき釈尊は涅槃しようとされていた。

ときに阿難と摩訶迦葉は霊鷲山にいたが、飢饉で食が得られなかったので、阿難は新学

比丘を連れて南山聚落に遊行に出た。その途中で30人の年少比丘が還俗してしまった。

『十誦律』「波羅夷 001」（大正 23　p.001 上）：世尊は毘耶離国におられた。城から

遠くないところに一つの村があり、須提那迦蘭陀子（Sudinna-kalandaputta）という長
者の子があった。彼は出家して拘薩羅国（Kosala）で安居したが、世間は飢饉であった
ので、安居・自恣・作衣を終わって生まれた村に帰ってきた。

『根本有部律』「波羅市迦 001」（大正 23　p.628 上）：成道 13年の年、世尊は仏栗

氏国（Vajji）におられた。そのとき羯蘭鐸迦村に羯蘭鐸迦の子・蘇陣那
（Sudinna-kalandaputta）という長者の子があり、出家し地方を遊行していた。しかし
飢饉となったので、羯蘭鐸迦村に戻って乞食した。

　［2-5］もちろん特別の所用を果たすための遊行もあった。

『四分律』「僧残 012」（大正 22　p.596 下）：そのとき馬師と満宿が枳　山

（Ki†ågiri）という村で悪行を行った。そこで比丘らが舎衛城にいる釈尊にこれを告げ
た。釈尊は舎利弗と目連に「枳　山村に行き、２人の比丘に擯羯磨を作すように」と命

じられた。舎利弗と目連は500人の比丘らと共に迦尸国（Kåsi）より遊行して枳　山村
に至り、釈尊の教えに遵って２人の比丘に擯羯磨を行った。

　『十誦律』「僧残 012」（大正 23　p.026 中）と『根本有部律』「僧伽伐尸沙 012」（大正

23　p.705 上）にもこれと同様の記事が記されている。

　［2-6］以上のように仏教における修行者の遊行はさまざまな目的を持って行われた。し

かしながら「遍歴」のような、目的を持たない遊行も行われていたかもしれない。

SN.009-004（vol.Ⅰ　p.199）：そのとき多数の比丘たちがコーサラ国のある密林にい
た。ときに彼らは３ヶ月間の雨安居を終えて遊行に出た。そこで密林に住む神々が悲し

んで、「ゴータマの弟子たちはどこへ去ったのか」と偈を唱えた。すると他の神々が

「ある者はマガダ（Magadha）へ、またある者はコーサラ（Kosala）へ、あるいはヴァッ
ジ族（Vajji）の土地へと去った。彼らは家なく、自在に住する」という偈で応えた。

　同様の記事が『雑阿含』1331（大正02　p.367 下）と『別訳雑阿含』351（大正 02　p.489 中）

にも記されている。ただしこれらは、単に目的が記されていないだけのことであるというこ

とも十分に考えられる。

　［3］比丘たちの遊行はどのように行われたのであろうか。原始仏教聖典を材料にして、
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まず人数から調べてみよう。

　［3-1］釈尊の成道直後に布教に出された 60人の阿羅漢が「1人で行け、2人して行くな

かれ」と送り出されたように、独りで行われることもあったようである。しかし例えば先に

紹介した

『中阿含』024「師子吼経」（大正 01　p.452 中）：そのとき釈尊は比丘らと共にこの

地で夏坐を受けられた。３ヶ月後、この地で夏坐を受けた舎利弗は衣を補修した後、釈

尊のもとを訪れて遊行の許可を得てから遊行に出た。

というような例は、表現上は舎利弗が独りで遊行に出かけたように読めるが、舎利弗のよう

な大弟子は釈尊と同じように、指導している多くの弟子たちとともに生活していたであろう

から、このような場合は舎利弗が指導する比丘サンガが舎利弗の名のみによって表されてい

ると解釈してこのケースには含めない。『根本有部律』「（比丘尼）僧残008」（大正 23　

p.935 中）では「比丘尼が一人で道を行くのは僧残」とされているように、比丘尼の場合は一

人で遊行することは好ましくないとされている比丘尼が（1）、「そのときケーマー比丘尼は

コーサラ国を遊行しつつ、舎衛城とサーケータ（Såketa）との中間のトーラナヴァットゥ
（ToraNavatthu）で雨安居に入った」SN.044-001（vol.Ⅳ　p.374）などとされているのを見
れば明かである。

　そこで以下には、状況的に独りで遊行していることが想定されるもののみを紹介する。

『中阿含』130「教曇彌経」（大正 01　p.618 中）：そのとき曇彌という比丘は生地の

年長者であり、寺の中心的人物であったが、突如として凶暴となり罵倒したので、比丘

たちがそこから立ち去ってしまった。これに疑念を抱いた生地の優婆塞たちは事情を知っ

て曇彌を追い出した。そこで彼は遊行をしながら祇樹給孤独園にやって来て、釈尊に訴

えた。

『雑阿含』099（大正 02　p.027 中）：浄天は毘提訶（Videha）国にいて、人間を遊行

して彌　羅（MithilA）国城の菴羅園に至った。彼は早朝、乞食に城内に入って自分の

生家の門前に立つと、年老いた母が中堂で火を祀り梵天に生まれたいと食事を供養して

いた。彼は老母のために説法して去った。

『別訳雑阿含』352（大正 02　p.489 下）：そのとき 1人の比丘が拘薩羅国より拘薩羅

林へやって来て、日中に眠っていた。そこで林に住む天神が彼のもとに現われて、「起

きよ、睡眠する者にどのような義利があるというのか。出家の法は勤精進して、昼夜に

涅槃を求めるところにある」と偈を唱えて諌めた。

『別訳雑阿含』355（大正02　p.490 中）：そのとき1人の比丘が拘薩羅国を遊行して、

ある林に留まった。ときに彼は日中の熱さで不楽の心を起して、「林の中の鳥さえも熱

さで飛ばず、その声に驚き恐れた」という偈を唱えた。すると林に住む天神が励まして、

「この熱さに鳥さえもとどまり、さえずる。その鳴き声を聞いて、快楽を生ずべし」と

いう偈を唱えた。

『別訳雑阿含』360（大正 02　p.491 中）：そのとき跋耆子が拘薩羅国を遊行して、か

の林に止住していた。ときに彼は人々が拘蜜提大会で、７日７夜にわたり騒いでいるの

を見て、「自分は捨てられた木のようだ」と悲しんだ。これを知った天神が「どうして

そのように思うのか、地獄が天を羨むように、天はそなたを羨む」と偈を唱えた。
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UdAna  005-006（p.057）：アヴァンティ（Avanti）国のクララガラ（Kuraraghara）
のパヴァッタ山（Pavatta pabbata）にいたマハーカッチャーナの侍者であったソーナ・
コーティカンナはようやく具足戒を得ることができたので、雨安居を終えると、「間近

で釈尊を礼拝したい」と思い、マハーカッチャーナの許可を得て舎衛城に居られる釈尊

のもとへと遊行に出た。

『十誦律』「波羅夷 001」（大正 23　 p.001 上）：須提那迦蘭陀子（Sudinna-
kalandaputta）という長者の子は出家して拘薩羅国（Kosala）で安居したが、世間は飢
饉であったので、安居・自恣・作衣を終わって生まれた村に帰ってきた。そこで母親に

懇願されて跡継ぎを作るために不浄を行った。

『僧祇律』「僧残 005」（大正 22　p.271 上）：そのとき２人の摩訶羅がいて、一方は

妻と男児を捨て、もう一方は妻と女児を捨てて出家し、各々人間を遊行して舎衛城に戻

り、同じ房に住した。

『根本有部律』「波羅市迦 001」（大正 23　p.628 上）：成道 13年の年、世尊は仏栗

氏国（Vajji）におられた。そのとき羯蘭鐸迦村に羯蘭鐸迦の子・蘇陣那
（Sudinna-kalandaputta）という長者の子があり、出家し地方を遊行していた。しかし
飢饉となったので、羯蘭鐸迦村に戻って乞食したが、そこで母親に懇願されて跡継ぎを

作るために不浄を行った。できた子を種子（BIjaka）といい、後に出家して阿羅漢果を

得た。

『根本有部律』「波羅市迦 002」（大正 23　p.644 上）：そのとき1人の比丘が王舎城

で３ヶ月の夏安居を終えたが、衣の分配が終らないうちに、舎衛城に居られる釈尊のも

とを訪れようとしていた。

『十誦律』「尼薩耆 006」（大正 23　p.044 下）：そのとき波羅が拘薩羅国より遊行し

て舎衛国へ向う道中、盗賊に遭って衣を奪われた。

『五分律』「堕 067」（大正 22　p.063 下）：世尊は舎衛城におられた。そのとき1比

丘は遊行の途中で一村落を通った時、夫婦喧嘩して家を飛び出した婦と共に道を行くこ

とになった。怒った夫はこの比丘を殴った。後で誤解はとけて夫は比丘に謝ったが、世

尊は「女人とともに同道すれば波逸提」と制された。

『根本有部律』「波逸底迦 085」（大正 23　p.894 中）：そのときある比丘が遊行して

遅くにやって来たので、祇樹給孤独園の門は閉まっていた。そこで彼は門前で短い脚の

床に寝ていると、毒蛇が現れて彼の額を噛んだ。

Vinaya「大　度」（vol.Ⅰ　p.092）：1人の比丘がコーサラ国を遊行した。その比丘に
「依止なくして住してはならないという規定があるが、よいのだろうか」という疑問が

生じた。「旅の途上にあって依止を得ない間は依止なくして住することを許す」と定め

られた。

『根本有部律』「雑事」（大正 24　p.273 下）：比丘が遊行をしている時に、ある集落

で留まる所を探した。主人は留まる事を許したので、足を洗って油を求めた。その家の

女が油を持ってくると、比丘は手を伸ばしてそれを受け取ろうとした。女は油をもらう

ことは知っていても器を持っていないと言った。世尊はこれを知られて油器を所持して

もよいと制された。
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『根本有部律』「雑事」（大正 24　p.279 中）：弟子はしばらく遊行をしていたが追悔

が生じて、師を捨ててよそに行く事に意味はないと考えて、その師の所に戻った。師は

忘れ物でもしたのかと言ったが、弟子は「そうではない。わたしの依止師は必要とする

物は全て供給してくれた。更に何を求める必要があるのかと思って、戻ってきました」

と答えた。

　また先に紹介した辺境のスナーパランタ地方に布教のために遊行したプンナ（富樓那）も

ただ一人での遊行であったものと考えられる。

（1）次のような規定もある。『パーリ律』比丘尼・波逸提 037 には、「危険であり、恐怖を伴

うような国内（antoraTThe）を隊商に伴われずに遊行して（cArikaM careyya）はならない」

とされ、波逸提 038 には、「危険であり、恐怖を伴うような国外（tiroraTThe）を隊商に伴

われずに遊行してはならない」とされている。前者の対応漢訳は『四分律』（比丘尼）波逸

提 098（大正 22　p.747 上）、『五分律』（比丘尼）波逸提 095、198（大正 22　p.089

下、099 上）、『十誦律』波夜 097（大正 23　p.323 上）、『僧祇律』（比丘尼）波逸提

119（大正 22　p.539 下）、『根本有部律』（比丘尼）波逸提 104（大正 23　p.1003 下）

であり、後者の対応漢訳は『四分律』（比丘尼）波逸提 097（大正 22　p.746 下）、『五

分律』（比丘尼）波逸提 096（大正 22　p.089 下）、『十誦律』（比丘尼）波夜提 098

（大正 23　p.323 中）、『僧祇律』（比丘尼）波逸提 118（大正 22　p.539 中）、『根本

有部律』（比丘尼）波逸提 103（大正 23　p.1003 下）である。

　［3-2］2人で遊行するケースもあったようである。その資料を紹介する。この場合も

「舎利弗と目連は」と表現されているような場合は含めず、明確に2人で遊行していること

が想定されるもののみに限定する。

『根本有部律』「波羅市迦 002」（大正 23　p.643 中）：そのとき老年の比丘と少年の

比丘が一緒に人間を遊行した。ときに税関を前にして、老年の比丘は「可税物があるの

に、税人に問われて『ない』と言えば妄語となるし、『ある』と言えば税金を払わなけ

ればならない。どのようにすれば、この両方を避けられるだろうか」と考え、少年の比

丘に自分の荷物を持たせることにした。そのことを知らない少年の比丘は税関で「税物

なし」と答えて通り過ぎた。税関を過ぎたところで、老年の比丘は自分の可税物を取り

戻した。

『根本有部律』「波逸底迦 018」（大正 23　p.788 中）：そのとき跋難陀は多数の少年

比丘らがいる所にやって来て、「私と一緒に遊行しよう」と誘った。しかし少年らは彼

の素行が悪いのを知っていたので、誰一人として同行しなかった。ときに1人の乞食比

丘が彼と共に遊行に出ようとしたので、同梵行者が「彼と遊行すれば、きっと辛い目に

遭うことになる」と止めたが、彼は「すでに10夏を過ぎているので依止する必要がな

く、また彼から学ぶこともない」と言って、忠告を聞き入れずに跋難陀と遊行に出た。

『十誦律』「受具足戒法」（大正 23　p.148 下）：優波斯那は２歳で、１歳の弟子を連

れて釈尊のところへ遊行した。「今より10歳未満で共住弟子に具足戒を与えてはなら

ない。具足戒を与えれば、突吉羅」と制された。

Vinaya「大　度」（vol.Ⅰ　p.092）：２人の比丘がコーサラ国を遊行した。その内の1
人が病気になった。「依止なくして住してはならないという規定があるが、よいのだろ

うか」という疑問が生じた。
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『四分律』「雑　度」（大正 22　p.954 上）：2人の比丘が、コーサラ国を喧嘩しなが

ら遊行していた。1人は漉水曩を持っていず、もう1人は貸さなかった。「持たないで

半由旬を行く事なかれ。無ければ僧迦梨の角で濾せ」と制された。

　最後の例は『十誦律』「雑法」（大正 23　p.273 上）に相応する文章がある。

　［3-3］原始仏教聖典には 3人で遊行したという例は見いだせない。しかしこれはたまた

まそのような事例が見いだされないということであろう。

　［3-4］多くの比丘ら、あるいは比丘尼らが共に遊行したという記述は多い。経蔵資料の

みを紹介し、律蔵資料は省略する。なおここには単に「比丘ら」とするものも含めた。

MN.024RathavinIta-s.（伝車経　vol.Ⅰ　p.145）：そのとき多くの比丘らは生地にて雨

安居を過ごしてから釈尊のもとを訪れた。

『中阿含』071「蜱肆経」（大正 01　p.525 上）：そのとき鳩摩羅迦葉が比丘らと共に
拘薩羅国を遊行して、波斯匿王の拝領地である斯波醯村の北に位置する尸摂　林

（SiMsapAvana）に住した。

『別訳雑阿含』363（大正 02　p.491 下）：多くの比丘たちが倶薩羅（KosalA）国に遊

行して林中にいた。彼らは落ち着きがなく停まるところがなかった。天神がたしなめた。

SN.009-004（vol.Ⅰ　p.199）：そのとき多数の比丘たちがコーサラ国のある密林にい
た。ときに彼らは３ヶ月間の雨安居を終えて遊行に出た。そこで密林に住む神々が悲し

んで、「ゴータマの弟子たちはどこへ去ったのか」と偈を唱えた。すると他の神々が

「ある者たちは（ekacciyA）マガダへ、またある者たちはコーサラへ、あるいはヴァッ

ジ族の土地へと去った。彼らは家なく、自在に住する」という偈で答えた。

『雑阿含』1331（大正 02　p.367 下）：そのとき多数の比丘が拘薩羅国の人間を遊行し

て、ある林の中で夏安居を過した。ときに林に住む天神が15日に比丘の受歳（法臘を

増すこと）を知り、別れを惜しんで「多聞の諸比丘、瞿曇の弟子は、今悉く何処に去る

や」と偈を唱えた。これに対して異天神が「摩竭提（Magadha）に至る有り、拘薩羅に

至る有り、亦た金剛地に至り、処処に修して遠離せり、猶お野禽獣の如く、所楽に随い

て遊ぶなり」と偈を唱えた。

　なお舎利弗・目連や阿難などの大比丘は通常は大勢の比丘たちとともに遊行したであろう

ことは先に記した。その具体例を挙げておく。

SN.016-011（vol.Ⅱ　p.217）：そのとき阿難は多くの比丘とともにが南山（DakkhiNA-

giri）に遊行した。時に30人の同住比丘（saddhivihArin）は学を捨てて還俗し、ほと

んどが童子となった（ sikkhaM paccakkhAya hInAyAvattA bhavanti yebhuyyena 

kumArabhUtA）。

　これに対応する漢訳は『雑阿含』1144（大正 02　p.302 下）、『別訳雑阿含』119（大正 02

　p.417 下）である。

『増一阿含』045-002（大正 02　p.770 下）：舎利弗と目　連の一行がある所で夏坐を

已って、釈尊たち一行の所（釈翅の村）へやって来た（1）。

（1）相応のMN.067CAtuma-s.（車頭聚落経　vol.I　p.459）は 500 人と人数を明示するので、

［3-6］に紹介した。

　［3-5］具体的に40人、60人などとするものもある。
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『根本有部律』「泥薩祇波逸底迦 006」（大正 23　p.729 中）：そのとき 40 人の比丘

らが人間を遊行中に賊に衣服を強奪された。

『根本有部律』「波羅市迦 002」（大正 23　p.643 下）：そのとき 60人の比丘が人間

を遊行して一聚落に至った。

『根本有部律』「僧伽伐尸沙 012」（大正 23　p.705 上）：そのとき馬師と満宿と半豆

盧　得迦の３人が枳　山聚落で悪行を行じた。釈尊は阿難に「60人の比丘と共に行っ

て駆遣羯磨を作すように」と命じられた。

『根本有部律』「泥薩祇波逸底迦 027」（大正 23　p.755 上）：釈尊が舎衛城祇園精舎

におられた時、舎衛城近くの聚落にいた長者が寺を造って60人の比丘を招き、雨安居

を過ごさせた。その比丘らが去った後も、この寺に守護人を置いて管理させた。長者は

遊行してやってきた他の60人の比丘を寺に住まわせた。

　資料から見ると、40人、60人とするのは『根本有部律』の特性のようである。

　［3-6］また有力な仏弟子は、釈尊と同様に 500人の比丘とともに遊行されたとされるこ

ともある。しかし釈尊のように1,250人はない。

DN.023PAyAsi-s.（弊宿経　vol.Ⅱ　p.316）：そのときクマーラ・カッサパが500人の

比丘たちと共にコーサラ国を遊行して、セータヴィヤというコーサラの城市に入り、セー

タヴィヤの北方にあるシンサパ樹の林に住した。

『長阿含』007「弊宿経」（大正 01　p.042 中）：そのとき鳩摩羅迦葉は 500人の比丘

らと共に拘薩羅国を遊行して斯波醯婆羅門村を訪れ、村の北にある尸摂　林に止宿した。

MN.67CAtuma-s.（車頭聚落経　vol.Ⅰ　 p.459）：世尊がチャートゥマー（CAtumA）の

アーマラキー園におられたとき、舎利弗・目連を上首とする500 人の比丘たちが世尊に

会うためにやって来て、新来比丘たちは旧住比丘たちと（ AgantukA bhikkhU 

nevAsikehi bhikkhUhi saddhiM）挨拶を交わして騒がしかった。

『増一阿含』042-006（大正 02　p.754 上）：波斯匿王が釈尊ならびに比丘僧を請じて

夏坐90日に入っていた。阿那律は500人の比丘とともに舎衛国の釈尊のもとへ赴いた。

『増一阿含』033-002（大正 02　p.683 上）：このとき月光長者の子である尸婆羅は20

歳を迎え、父母に出家の許しを得て、侍者500人と共に釈尊のもとにやって来た。彼は

出家して間もなく阿羅漢を得た。ときに釈尊の許しを得て、500人の比丘と共に祇樹給

孤独園を出て、人間を遊行しながら王舎城の迦蘭陀竹園にやって来て、毘婆羅山

（VebhAra pabbata）の西で夏坐を過した。夏坐の後、釈尊に会うために再び舎衛城に

戻った。

UdAna 003-003（p.024）：そのときヤソージャが 500人の比丘らと共に釈尊を礼拝

するためにやって来た。彼ら外来の比丘たちが僧院で坐具や鉢や衣を整えるのに大きな

音を起てた。そこで釈尊は阿難に命じて彼らを呼び寄せられ、「汝らは去れ。私の傍ら

にいることを許さない」と告げられた。彼らはそのままヴァッジ（Vajji）の方へ遊行し
て、ヴァッグムダー河（Vaggumudå nad¥）の辺で雨安居に入った。
『四分律』「僧残 012」（大正 22　p.596 下）：そのとき馬師と満宿が枳　山

（Ki†ågiri）という村で悪行を行った。そこで比丘らが舎衛城にいる釈尊にこれを告げ
た。釈尊は舎利弗と目連に「枳　山村に行き、２人の比丘に擯羯磨を作すように」と命
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じられた。舎利弗と目連は500人の比丘らと共に迦尸国（Kåsi）より遊行して枳　山村
に至り、釈尊の教えに遵って２人の比丘に擯羯磨を行った。

『十誦律』「尼薩耆 003」（大正 23　p.041 上）：そのとき釈尊は比丘らと雨安居を過

された。このとき優波斯那が500人の比丘と共に、拘薩羅を遊行して舎衛城の祇樹給孤

独園にやって来た。優波斯那は釈尊のもとを訪れると、釈尊が「そなた達はどうして清

浄なのか」と尋ねられた。彼は「頭陀行を尊ぶからである」と答えた。

『四分律』「訶責　度」（大正 22　p.892 上）：そのとき舎利弗と目連が500人の比丘

らと共に、迦尸国より人間を遊行して密林の中に至り阿摩梨園に住した。

『四分律』「比丘尼　度」（大正 22　p.930 上）：阿難は500人の比丘を連れて摩竭提

国を遊行した。そのとき60人の年少弟子が還俗してしまった。

Vinaya「五百　度」（vol.Ⅱ　p.287）：そのときプラーナ（PurANa）は 500人の大比

丘サンガとともに南山を遊行していて、結集に参加していなかった。

　［3-7］隊商とともに遊行することもあった。

『根本有部律』「波羅市迦 002」（大正 23　p.643 上）：そのとき舎衛城内に1人の比

丘がいて、三蔵をよく理解し、人々に知られ、説法をするときにも道理をよくわきまえ

ていた。彼は人間を遊行して王舎城へ至り、この地で３ヶ月の夏安居を終え、隊商と同

行しながら舎衛城に居られる釈尊のもとを訪れようとしていた。

　また『根本有部律』「波羅市迦 002」には、比丘が隊商と共に遊行して、税関でさまざま

なトラブルがあったことが記されている（1）。

　特に比丘尼の場合は、律の規定によって隊商と同道して遊行することが勧められている。

『パーリ律』比丘尼・波逸提037：危険であり、恐怖を伴うような国内（antoraTThe）

を隊商（satthika）に伴われずに遊行して（cArikaM careyya）はならない（2）。

『パーリ律』比丘尼・波逸提038：危険であり、恐怖を伴うような国外（tiroraTThe）

を隊商に伴われずに遊行してはならない（3）。

　なお、隊商の中で雨安居を過ごすことも許されている。

『パーリ律』入雨安居　度：隊商の中で（satthe）雨安居することを許す（4）。
（1）大正 23　pp.641 中~644 中

（2）『四分律』（比丘尼）波逸提 098（大正 22　p.747 上）、『五分律』（比丘尼）波逸提

095、198（大正 22　p.089 下、p.099 上）、『十誦律』（比丘尼）波夜 097（大正 23　

p.323 上）、『僧祇律』（比丘尼）波逸提 119（大正 22　p.539 下）、『根本有部律』

（比丘尼）波逸提 104（大正 23　p.1003 下）

（3）『四分律』（比丘尼）波逸提 097（大正 22　p.746 下）、『五分律』（比丘尼）波逸提

096（大正 22　p.089 下）、『十誦律』（比丘尼）波夜提 098（大正 23　p.323 中）、

『僧祇律』（比丘尼）波逸提 118（大正 22　p.539 中）、『根本有部律』（比丘尼）波逸

提 103（大正 23　p.1003 下）

（4）Vinaya vol.Ⅰ　　p.152。また船の中で過ごすことも許されている。

　［4］仏教の修行者たちの遊行の宿泊地はどのようなところであったのであろうか。

　［4-1］仏教がインド社会に受け入れられ、確固たる地位を築いた後の主な宿泊地は僧院

であったであろう。先に紹介したように「儀法　度」には、僧院において遊行僧を迎える側
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の「旧比丘の儀法」と、訪れる側の「客比丘の儀法」が定められている。そして遊行の目的

の第一としてあげたように、比丘たちの遊行は「釈尊のサンガ」の一員として、戒律の制定

や改訂などの情報を共有することが目的の１つであったのであるから、遊行の途次途次でで

きるだけたくさんの出家修行者に会って、情報を交換することも要請されていたはずである。

　なお「○○園」という表現される場合にはそこに何らかの建造物が建っていたと考えてよ

く、したがって聖典が「園林」に止宿したと表現する場合でも、例えば『四分律』「訶責　

度」（大正 22　p.892 上）の「そのとき舎利弗と目連が500人の比丘らと共に、迦尸国より人

間を遊行して密林の中に至り阿摩梨園に住した」という記述の後に、「これを聞いた質多居

士らが舎利弗と目連のもとにやって来て、説法を聞いたのち翌日の食事に招待した」などと

書かれているから、阿摩梨園はかなり整備されており、500人は大げさでありすぎるけれど

も、比丘たちは僧院に止宿したものと考えてよいであろう。

　［4-2］しかしながらそのような場所が得られない場合がしばしばあったであろうことは

推測に難くない。そのときには一般の住宅や宿屋などに仮の宿りを得なければならなかった。

それは次のような規定から推測することができる。

『パーリ律』波逸提 005（比丘尼　波逸提 101）：未だ具足戒を得ない者と２夜３夜

を過ぎて同宿してはならない（1）。

　語句解説によれば、「未だ具足戒を得ない者」とは「比丘を除くその余の者」とされてい

るが、因縁譚によればそれは優婆塞であるから、これは僧院に住することができなかった場

合を予想したものであろうと思われる。

（1）Vinayavol.Ⅳ　　p.016、『四分律』「単提 005　共未受具人宿過限戒」(大正 22　p.638
上)、『五分律』「堕 007　共未受具人宿過限戒」（大正 22　P.040 上）、『十誦律』「波

夜提 054　共未受具人宿過限戒」（大正 23　p.105 中）、『僧祇律』「単提 042　共未受

具人宿過限戒」（大正 22　p.365 中）、『根本有部律』「波逸底迦 054　共未受具人宿過

限戒」（大正 23　p.838 下）

　［4-3］以下には僧院以外に止宿したという資料のみを紹介する。これには釈尊のものも

含める。

　林

『根本有部律』「波逸底迦 052」（大正 23　p.835 上）：聚落を去られた釈尊はある村

の外れにある林で止宿された。夜になって寒かったので六群比丘が火を燃すと、煙に燻

されて蛇が出てきた。

　民家

『僧祇律』「単提069」（大正22　p.381 下）：そのとき阿那律は塔山で夏安居を終え、

舎衛城に釈尊を礼拝しに行くところであった。その途上で夕暮れとなり、ある聚落で宿

泊場所を求めていると、水汲みに来ていた母と娘と出会ってその家に泊まることになっ

た。

『四分律』「単提 082」（大正 22　p.692 上）：比丘たちは拘薩羅国を遊行していて無

住処村に入り、ある巧師の家に泊めてもらった。

『十誦律』「（比丘尼）波夜提 105」（大正 23　p.325 上）：そのとき比丘尼らが他国

に遊行に出ようとして、王に「私たちを保護するようにと諸国に約勅して欲しい」と申
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し出た。王は諸国に使者を派遣してその旨を告げさせた。ときに彼女らが僧坊のない聚

落に到り、ある居士の家で「私たちが宿泊するから出て行け」と、無理やり追い出した。

彼は年老いていて冬の寒い季節であったために死んだ。

『根本有部律』「（比丘尼）波逸提 097」（大正 23　p.1002 中）：そのとき比丘尼ら

が人間を遊行してある聚落に至り、主人の不在である織師の家で泊ることになった。

『根本有部律』「（比丘尼）波逸提 098」（大正 23　p.1002 下）：そのとき多数の比

丘尼らが人間を遊行してある聚落に至り、長者の家で宿泊することになった。

　淫女の家

『十誦律』「波夜提 065」（大正 23　p.112 下）：そのとき阿那律は拘薩羅国を遊行し

て舎衛城へ向かう途中、僧坊のないところで泊まることにした。その村に1人の淫女が

いて、彼は彼女の家に宿泊することになった。

　王の住居

DN.001BrahmajAla-s.（梵網経　vol.Ⅰ　p.001）：世尊は 500人の比丘とともに王舎城

より那爛陀（NAlandA) に至る途中で、アンバラティカー園の国王の住居（Råjågåraka）
において一夜の宿を取られた。

『根本有部律』「雑事」（大正 24　p.233 中）：仏は摩掲陀國の人間を遊行され、莫倶

山の薄倶羅藥叉の住んでいる宮殿を安処とされた。

　福徳舎

『十誦律』「波夜提 032」（大正 23　p.089 中）：六群比丘が拘薩羅国より遊行して舎

衛城へ向い、福徳舎にやって来た。すると居士らが問訊礼拝して様々な供養をしたので、

彼らは「今、世間では飲食が得難い。しばらくここに止まって楽をしよう」と相談し合っ

て住み着いてしまった。

　樹下

SN.022-081（vol.Ⅲ　p.094）：釈尊がコーサンビーのゴーシタ園におられた時、コー
サンビーで乞食されて還った後、侍者にも告げず独りで出て行かれた。釈尊は遊行され

てパーリレッヤカ村のバッダサーラ樹下（PArileyyakaBhaddasAlamUla）に住された。

『雑阿含』057（大正 02　p.013 下）：釈尊は舎衛城での乞食の後、侍者にも告げられ

ず独りで西方の国土へ遊行され、北部の般闍羅国（PaJcAla）にある波陀聚落

（PArileyyaka）の跋陀薩羅樹下（BhaddasAlamUla）へ向われた。

UdAna 004-003（p.038）：世尊は大比丘衆とともにコーサラ国を遊行され、道の傍

ら1樹下に設けられた座につかれた。そのとき1人の牛飼い（gopAlaka）が世尊と比丘

らを明日の食事に招待した（1）。

（1）「設けられた座につかれた（paJJatte Asane nisIdi）」とするだけであるから、ここに一

夜を明かされたかは明示されていないが、翌日の食事を招待されたとされているので、ここ

で宿泊されたと解釈した。

　［5］次に仏弟子たちの遊行の期間やその距離を記している原始仏教聖典資料を調査して

みよう。

　［5-1］期間を明示するものとしては釈尊の遊行を調査した箇所にも記したように、「二
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月遊行」と「一月遊行」がある。なお「三月遊行」という語句は見いだされないこともその

際に記した。

　「二月遊行」については、

『十誦律』「波羅夷法 002」（大正 23　p.003 中）：二月遊行の後に戻った達尼迦比丘

は、壊された泥舎を見て比丘に問うと、世尊の教えによることを知った。

『十誦律』「尼薩耆法 005」（大正 23　p.043 上）：その時迦留陀夷は他国に二月遊行

して舎衛国に戻った。

『十誦律』「雑法」（大正 23　p.283 下）：世尊は舎衛国におられた。そのとき比丘た

ちは二月遊行した。ある比丘は六群比丘に衣を託して去った。

『十誦律』「比丘尼・単波夜提法」（大正 23　p.344 中）：その時迦留陀夷は他国に二

月遊行して舎衛国に戻った。

『十誦律』「増一法」（大正 23　p.351 中）：ある比丘が二月遊行しようとして、衣を

六群比丘尼に預けた。

『十誦律』「増一法」（大正 23　p.368 中）：ある優婆塞が羅云に房舎を与えた。羅云

は受けてから二月遊行に出た。この間に優婆塞はこの舎を四方僧に寄進してしまった。

というものがあり、「一月遊行」については、

『十誦律』「尼薩耆 002」（大正 23　p.031 下）：舎利弗は病気のとき、諸国を一月遊

行しようと思ったが僧伽梨が重いのでどうしようかと考え、世尊に尋ねた。世尊は「老

比丘・病比丘に一月不離僧伽梨宿羯磨作すを聴す」と説かれた。

というものがある。舎利弗が病気であったので一月遊行したということは、『十誦律』（大

正 23　p.158 下）、『薩婆多毘尼毘婆沙』（大正 23　p.528 中）にも見いだされるので、「一月

遊行」というのは特例であったのかも知れない。ただし二月遊行も一月遊行も『十誦律』系

の律蔵にのみ見いだされる。

　［5-2］先に「律蔵」の規定における遊行を考察したところで述べたごとく、仏教におい

ては長期にわたる遊行は奨励されなかったのであるから、上記のように2ヶ月がもっとも長

期の遊行であったのであろう。しかしソーナ・コーティカンナ（億耳）の例のようにデカン

高原のアヴァンティからヒンドゥスタン平野の北部に位置する舎衛城におられる釈尊に会い

に来る遊行もあったのであるから、それはかなり長期にわたったであろう。しかしそれはご

く例外的なものであったか、あるいは隊商に伴われたり、途中で修行の時間がとれるような

長期の滞在をして、断続的になされるなどの措置が講じられたのかも知れない。このような

遊行は、それこそ留学をするような気持ちで、数年にわたる計画を立てた上で行われたので

はなかろうか。

　また SuttanipAta　vs.1010̃1013（p.194）には、ゴーダーヴァリー河畔に住んでいた婆羅

門バーヴァリンの弟子たちが釈尊に会うために、ゴーダーヴァリー河の岸辺を北方に向け出

発⇒ムラカ（MuLaka, MULaka, ALaka, Alaka）のパティッターナ（PatiTThAna）⇒昔のマー

ヒッサティ（purima MAhissati）⇒ウッジェーニー（UjjenI）⇒ゴーナッダ（Gonaddha）

⇒ヴェーディサ（Vedisa）⇒ヴァナサヴハヤ（Vanasavhaya）を通ってコーサンビー

（KosambI）に達し、ここからさらにサーケータ（SAketa）⇒サーヴァッティー（SAvatthI）

⇒セータヴィヤ（Setavya）⇒カピラヴァットゥ（Kapilavatthu）⇒クシナーラー
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（KusinArA）⇒パーヴァー（PAvA）⇒ボーガナガラ（Bhoganagara）⇒ヴェーサーリー

（VesAlI）を経過してマガダの都（MAgadha pura 王舎城）に到達したという遊行が思い出

されるが、これはいまだ仏教の比丘になっていない段階でのものである。

　このように普通の遊行の遊行期間が最長 2ヶ月であったとするならば、その距離もおおよ

その見当をつけることができる。釈尊の遊行の際に検討したごとく、1日の遊行時間を4時

間か5 時間と推定するならば、1 日の移動距離は時速4kmとして16kmか 20kmというこ

とになる。仏弟子たちの場合は、釈尊のように各地に散在する出家修行者や在家信者のため

に寄り道することはなく、また2泊3泊することもなしに、まっすぐに目的地に行くことが

できるとすれば、1日に20kmくらいを移動することは可能であったであろう。そうとすれ

ば 2 ヶ月で 1,200km くらいは移動できたことになるから、王舎城から舎衛城までは約

600kmであるから、ちょうど期間内に往復できるということになる。

　［5-3］なお次のものは聚落中を「遊行」していたというから、この遊行は乞食程度のも

のをさすのである。

『僧祇律』「（比丘尼）僧残 010」（大正 22　p.520 中）：そのとき迦梨比丘尼が聚落

中を遊行している間に、僧伽が彼女に依止する弟子を挙羯磨にかけた。そこで帰って来

た迦梨比丘尼が比丘尼を集めて、自分の弟子に捨挙羯磨を与えようとした。

『十誦律』「（比丘尼）波夜提 139」（大正 23　p.337 上）：そのとき偸羅難陀比丘尼

は他に房舎を託さずに聚落中を遊行している最中に失火で房舎を焼いた。比丘尼らは各々

自分の衣鉢を運び出したが、彼女の衣鉢はすべて焼失した。

　また次の例は乞食ではないけれども、単に数日間の外泊程度のものであろう。

『五分律』「捨堕 018」（大正 22　p.033 中）：ときに波斯匿王は辺境に賊が出没した

ので、梨師達多と富蘭那を派遣して討伐させようとした。そこで２人は互いに「命を失

うかもしれない。比丘に供養をしよう」と語り合い、比丘らのところへ施物を持って来

た。比丘らは「どうしたものか」と考えて釈尊に質問した。釈尊は比丘僧を集められた

のち、阿難に「自恣まで何日あるか」と尋ねられた。すると阿難が「10日余り」と答

えたので、釈尊は比丘らに「前後安居して、自恣まで10日以内であれば、急施衣を受

けてもよい」と許可された。ときに比丘らは釈尊が急施衣を許可されたということで、

それを担いであちこちへ遊行に出た。これを見た比丘らが彼らを非難して、釈尊に告げ

た。釈尊は比丘僧を集め、その比丘らを呵責されたのち、比丘らに「衣時まで急施衣を

蓄えてもよい」と制戒された。

　このように漢訳聖典では、乞食に聚落に出ることも、数日間の外泊程度の移動にも「遊行」

という言葉が使われている。「遍歴」という言葉はこのような場合は使わないであろうから、

「遊行」という言葉は「遍歴」とは全く異なるニュアンスを有する言葉であることがわかる。

　［6］以上のように、仏弟子たちも釈尊と同様に、多くは複数の人数によってなされる、

はっきりとした目的と目的地をもった、最長2ヶ月程度の、僧院に宿泊しながらの「遊行」

は行ったが、通常はただひとりの、行方定めぬ、一処不定の、長期にわたる「遍歴」は行わ

なかった、とすることができる。
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　【3】四依法と頭陀行

　［0］ただし以上に記したものは、律蔵の規定が整備された以降の、いわば「後期」の仏

弟子たちの姿といえるかもしれない。したがってもしこれが僧院に定住するようになって以

降の比丘たちの有り様であったとするならば、「最初期」の仏教の修行者は、ジャイナ教の

修行者やバラモン教の遍歴期の修行者と同じように遍歴していたという通説への反論にはなっ

ていないということになる。そこで次に、一般的には最初期の仏教の修行者たちの在り方を

表していると考えられている四依と頭陀行について考えてみよう。

　［1］まず「四依」について調査する。

　［1-1］四依（cattAro nissayA）とは、食は乞食、衣は糞掃衣、住は樹下座、薬は陳棄薬

に依るべきであるというものであるが、『パーリ律』「大品」（vol.Ⅰ　　p.058）によれば、受

戒するときには次のように唱えられるべきであるとされている。

出家生活は乞食による（piNDiyAlopabhojanaM nissayA pabbajjA）。ここにおいてな

いし命終まで勤めるべし。余得（atirekalAbha　それ以外の取得）は僧次食・別請食・

請食・行籌食・十五日食・布薩食・月初日食である。

出家生活は糞掃衣による（paMsukUlacIvaraM nissayA pabbajjA）。ここにおいてな

いし命終まで勤めるべし。余得は亜麻衣・綿衣・野蠶衣・褐衣・麻衣・紵衣である。

出家生活は樹下座による（rukkhamUlasenAsanaM nissayA pabbajjA）。ここにおいて

ないし命終まで勤めるべし。余得は僧院・平覆屋・殿楼・楼房・地窟である。

出家生活は陳棄薬による（pUtimuttabhesajjaM nissayA pabbajjA）。ここにおいてな

いし命終まで勤めるべし。余得は熟酥・生酥・油・蜜・糖である。

　ただし『五分律』（大正 22　p.112 下）は「若授具足戒時應先爲説四依。依糞掃衣依乞食依

樹下坐依殘棄藥」とするのみであり、また『四分律』（大正 22　p.811 中）は単に「四依」と

いうのみであって「余得」はもちろんのこと細部にはふれないから、「余得」の部分は後に

付加されたのであろう。

　そこで佐藤密雄博士は、「律蔵にみられる比丘生活は、四依の生活でなく四依の余得とせ

られるものによる生活であって、原則すなわち四依が例外化し、例外すなわち余得が常態化

した生活であった」（1）と評されている。そこで「受具の前後に、糞掃衣等の四依の生活が

原則的で、目前に見るような比丘生活は例外余得としてしか認められないと説き聞かせるこ

とは、比丘も厳しい出家一般の生活を原則とすべきであるという自覚を持たせることになる

のである」（2）というように理解される。したがって最初期の仏教の修行者は四依法的な生

活をしていたが、律蔵が整備されて以降の、いわば後期の仏教の修行者は余得が原則となり、

時代が下るにつれて堕落したという解釈となる。

　筆者は必ずしもそのようには考えないが、しかし「四依」が仏教の出家修行者の本来のあ

るべき在り方であるとしても、今本稿で主題としている「遍歴」の要素は、ここには含まれ

ていないということを注意しなければならない。乞食も糞掃衣も「遍歴」を前提としたもの

ではないし、「樹下座」も同然であることは後述する。
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（1）『原始仏教教団の研究』p.223

（2）同上

　［1-2］なおこの「四依」は、提婆達多が破僧に際して要求したとされる「五事（paJca 

vatthUni）」とかなりの部分で重なる。「五事」の内容については文献によって若干の相違

があるので、詳しいことは「モノグラフ」第 11 号に掲載した【論文 11】「提婆達多

（Devadatta）の研究」を参照されたいが（1）、『パーリ律』のものを紹介すれば、

①　比丘らは一生涯林住すべきであって、村に入る者は罪とする（yAvajIvaM AraJJakA 

assu, yo gAmantaM osareyya vajjaM naM phuseyya）。

②　比丘らは一生涯乞食すべきであって、請食を受ける者は罪とする（yAvajIvaM 

piNDapAtikA assu, yo nimantanaM sAdiyeyya vajjaM naM phuseyya）。

③　比丘らは一生涯糞掃衣を着るべきであって、居士衣を受ける者は罪とする
（ yAvajIvaM paMsukUlikA assu, yo gahapaticIvaraM sAdiyeyya vajjaM naM 

phuseyya）。

④　比丘らは一生涯樹下に住すべきであって、屋内に住すれば罪とする（yAvajIvaM 

rukkhamUlikA assu, yo channaM upagaccheyya vajjaM naM phuseyya）。

⑤　一生涯魚肉を食べてはならず、食べる者は罪とする（yAvajIvaM macchamaMsaM na 

khAdeyyuM, yo macchamaMsaM khAdeyya vajjaM naM phuseyya）。

とされている。このうちの② ③ ④　、　、　が「四依」の乞食・糞掃衣・樹下座と重なるわけであ
る。

　そしてこの提婆達多の要求に対する釈尊の答えは、『パーリ律』によれば

①　もし欲すれば林住し、もし欲すれば村に住みなさい（yo icchati AraJJako hotu, yo 

icchati gAmante viharatu）。

②　もし欲すれば乞食し、もし欲すれば請食を受けなさい。
③　もし欲すれば糞掃衣を着、もし欲すれば居士衣を受けなさい。
④　私は 8 ヶ月の間は樹下坐することを許した（aTTha mAse kho mayA rukkhamUla-

senAsanaM anuJJAtaM）。

⑤　私は不見・不聞・不疑の3つが清浄ならば魚肉を食べることを許した。
というものであった。要するに釈尊の姿勢は、「四依」的なものを規則として強制するので

はなく、欲する者が行えばよいというのであった。

　ところで頭陀行第一と称えられる摩訶迦葉もこのような生活をしていた者として知られて

いるが、彼は提婆達多とは違って、釈尊から半座を分かたれるほどに一目をおかれ、一般の

比丘たちからも尊敬されて第一結集の主催者ともなったことは、「モノグラフ」第9号に掲

載した【論文8】「摩訶迦葉（MahAkassapa）の研究」において詳しく述べた。

　実はこの提婆達多と摩訶迦葉に対する対応の違いにこそ、釈尊の修行観が明確に現れてい

ると解することができる。それは一口でいうならば「中道」ということであって、提婆達多

は「五事」を律の規定として、これに反するものは罪とせよという原理主義的な立場をとろ

うとしたから排斥されたのであり、摩訶迦葉は自分が欲するからこのような生活を行ったま

でのことであったから尊敬されたのである。

　そして釈尊の中道的世界観・修行観はすでに成道時の悟りの内容の中核にあったのである
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から、必ずしも最初期は四依が大原則であったものがだんだん緩やかになったというのでは

なく、初めから余得での生活も認められていたのであるが、仏教が社会的地位を確立し、世

間からの信仰を集めるようになるにしたがって、徐々に余得での生活方法が現実的に可能に

なっていったというように理解すべきではなかろうか。

　しかしこれをどのように解するとしても、「四依法」や提婆達多の「五事」の主張の中に

は「遍歴」の要素は含まれていないことは事実として認めなければならない。

（1）pp.084~085

　［2］次に頭陀行を考えてみよう。

　［2-1］頭陀行にも若干のヴァリエーションがあるが、パーリ系の頭陀支は十三支であっ

て、阿部慈園氏の『頭陀の研究－－パーリ仏教を中心として』（春秋社　2001 年 3 月　pp.023

~025）の解説（一部省略）を紹介すると次のようになる。

糞掃衣支：糞掃衣の着用をもっぱらとし、仏教信者から布施された衣を拒絶する支分の

こと。

三衣支：三衣とは大衣、上衣、中着衣のことであり、これら三衣のみを着用し、第４番

目の衣を受持しないとする支分。ただし略衣としての肩袈裟だけは、第４衣として着

用してもよい。

常乞食支：僧伽食・招待食などの 14種の食物を摂ることを拒否し、もっぱら托鉢乞食

のみによって食物を得る支分。

次第乞食支：行乞のときには、至った村（あるいは家）を素通りせず、村の家を順次に

行乞する支分。ただし、その村や道路に危険があると判断した場合は、別の村を行乞

してもよい。

一坐食支：精舎の食堂や信者の家などで、一座のみの食事をもっぱらとし、多坐食を拒

否する支分。食事中あるいは食後、坐を立ったならば、食事のために二度と坐しては

ならない。

一鉢食支：鉢中にあらかじめ用意された食物だけを摂り、第二杯目つまりおかわりを拒

否する支分。

時後不食支：正式の食事の後で、再び食事をしない支分。

阿蘭若住支：人里離れたところを住所とし、村の近くの住所を拒否する支分。ただし、

托鉢のために村から近からず遠からずのところが選ばれるべきである。

樹下住支：屋根の下に住することを拒否して、樹の下を住所とする支分。ただし、こう

もりの住む樹や空洞のある樹、また精舎の中央の樹などを避け、精舎のかたすみに立

つ樹を選ぶべきである。

露地住支：屋根の下と樹木の下をも避けて、常に屋外を住所とする支分。ただし、聴法

や布薩のとき、また雨が降ってきたときは一時建物の中に入ってもよい。

塚間住支：塚墓つまり墓所の中やその近くを住所とする支分。

随処住支：住所への貪欲を離れるために、与えられた臥坐具あるいはいかなる住所とい

えどもいとわず、これを享受する支分。

常坐不臥支：常に趺坐して、横臥することを拒否する支分。
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　ただしこの解説は紀元後 5世紀ころのブッダゴーサ（Buddhaghosa）によって著された

『清浄道論』に基づいたものであって、だから釈尊時代の頭陀支をそのまま表しているわけ

ではないであろうが、いずれにしてもここには「遍歴」の要素がないことは明かである。

　［2-2］また頭陀行者と呼ばれる修行者たちもただ独りでの、行方定めぬ、一処不住の

「遍歴」は行っていなかったことは、次のような経文から知ることができる。

Vinaya  Nissaggiya 015（vol.Ⅲ　  p.230）：あるとき世尊は舎衛城のジェータ林の給孤

独園に住しておられた。その時世尊は「私は3ヶ月間独坐したいから、1人の食事を運

ぶ者（piNDapAtanIhAraka）を除き、誰も私のところに近づいてはならない」といわれ

た。そこで舎衛城のサンガは「もし世尊に近づいたら波逸提の罪に処す」という規則を

作った（katikA katA hoti）。そのときウパセーナ・ヴァンガンタプッタ（Upasena 

VaGgantaputta）は、衆を率いて（sapariso）世尊のもとに到り、世尊を礼して一方に

坐った。客比丘に親しく挨拶するのは諸仏の常法であったから、世尊は挨拶をされ、1

人のウパセーナの弟子比丘（saddhivihArika bhikkhu）に「あなたは糞掃衣を喜んで着

ているのですか」と尋ねられた。その比丘は「いいえ、喜んで着ているのではありませ

ん」と答えた。そこでさらに世尊は「どうしてあなたは糞掃衣者なのですか」と尋ねら

れた。比丘は「和尚（upajjhAya）が糞掃衣者だからです。だから私も糞掃衣者なので

す」と答えた。そこで世尊はウパセーナに「あなたのこの徒衆（parisA）は清らかな心

（pAsAdikA）をもっている。あなたはどのように徒衆を指導している（vineti）のです

か」と尋ねられた。ウパセーナは「具足戒を求める者に、私は阿蘭若住者であり、乞食

行者であり、糞掃衣者である。もしあなたも阿蘭若住者であり、乞食行者であり、糞掃

衣者でありたいなら具足戒を与えましょう、といいます。もし承知すれば私は具足戒を

与え、もし承知しないならば具足戒を与えません。依止を求める者（yo maM 

nissayaM yAcati）にも同様にしています」と答えた。世尊は善哉善哉と褒められた。

Vinaya「迦　那衣　度」（vol.Ⅰ　p.253）：世尊は舎衛城祇樹林給孤獨園に住されてい

た。そのとき30人のパーテッヤの比丘たち（pATheyyakA bhikkhU）は全て阿蘭若に住
し、全て乞食を食し、全て糞掃衣を衣とし、全て唯三衣を有していたが (tene kho pana 

samayena tiMsamattA pATheyyakA bhikkhU sabbe AraJJakA sabbe piNDapAtikA 

sabbe paMsukUlikA sabbe tecIvarikA)、舎衛城に往って仏を見たてまつらんとして、舎

衛城に到着しない前に雨安居に入る日になったので、途中のサーケータ（SAketa）にお

いて雨安居に入った（1）。

　このようにウパセーナが指導する頭陀行者たちも、阿蘭若に住し、糞掃衣を着、三衣者で

ある頭陀行者と見られる比丘たちも、釈尊に会うという目的を持って集団で遊行していたの

である。

　また頭陀行者として知られる摩訶迦葉も、次のように500人の比丘と遊行していた。

DN. 016　MahAparinibbAna-s.（大般涅槃経　vol.Ⅱ　p.162）：摩訶迦葉はパーヴァー

（PAvA）からクシナーラー（KusinArA）に至る道を500人の比丘とともに進んでいた。

　そしてこの遊行は、「モノグラフ」第 9 号に掲載した【論文 8】「摩訶迦葉

(MahAkassapa) の研究」において考察したごとく、釈尊の臨終の地であるクシナーラーに釈

尊に会いに行くという目的を持ってなされていたものと考えられる（2）。
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　以上は頭陀行者と認められる者たちも、他の一般の比丘たちと同様に、集団で、釈尊に会

うという目的を持って遊行していたという資料を紹介したが、次に頭陀行者と認められる阿

蘭若住者たちが、集団で定住生活していたとする資料も紹介しておく。

『雑阿含』937（大正02　p.240 中）：世尊は毘舎離　猴池重閣講堂に住しておられた。

そのとき波梨耶聚落に40人の比丘がおり、みな阿練若行、糞掃衣、乞食を修すも未だ

離欲していなかった。そこで世尊は無始の生死輪廻を説き、無常・苦・無我説を説いて、

皆に解脱を得させられた。

Vinaya「700結集　度」（vol.Ⅱ　p.299）：時に、60人の波利邑の比丘パーテッヤの比

丘たち（pATheyyakA bhikkhU）があり、全て阿練若者、全て乞食者、全て糞掃衣者、
全て三衣者で、全て阿羅漢であった。彼らはAhogaJga山に集合した。

というようなものである。

　またSN. 014-015（vol.Ⅱ　p.155）には、舎利弗・目連・阿那律・プンナ・ウパーリ・阿難・
提婆達多も、そして頭陀説の者（dhutavAda）である摩訶迦葉もグループを形成し、それぞ

れ類が和合すると説かれている。なお頭陀行者が集団で生活していたことは、すでに佐々木

閑氏が「アランヤにおける比丘の生活」という論文（3）において指摘されている。

　以上のように、頭陀行と遍歴とは関係がなかったから、頭陀行者といわれるような修行者

たちも遍歴を行っていたのではなく、他の比丘たちと同様の遊行を行い、また定住もしてい

たのである。

（1）『四分律』（大正 22　p.877 下）はシチュエーションは若干異なるが、「衆多の糞掃衣を

持す比丘」という。他の漢訳律は阿蘭若住者であることには言及しない。

（2）p.063 以下。なお DN. 016　MahAparinibbAna-s.に対応する経典については、p.007 以下

参照。

（3）『印仏研究』51-2　p.809

　［2-3］ついでに、今の主題の遍歴とは直接の関係がないのであるが、次の資料を紹介し

ておきたい。

SN. 016-005（vol.Ⅱ　　p.202）：摩訶迦葉は王舎城の竹園に釈尊を訪ねた。釈尊は摩
訶迦葉に言われた。「迦葉よ、汝は年老いた（jiNNo si tvaM）。糞掃衣は重いから家主

の衣を着（gahapatAni cIvarAni dhArehi）、請ぜられたるを食し（ nimantanAni 

bhuJjAhi）、我が傍に住せよ（mama santike viharAhi）」と。これに対して迦葉は

「私は長い間、阿蘭若に住し、乞食をし、糞掃衣と三衣を着、少欲知足を讃嘆してきま

した」と答えた。釈尊は「汝は多くの人々の利益のために（bahujanahitAya）行じた」

と糞掃衣……乞食……阿蘭若住を讃められた。

　これに対応する漢訳は『雑阿含』1141（大正 02　p.301 下）、『別訳雑阿含』116（大正 02

　p.416 中）であって、これによって釈尊は摩訶迦葉に頭陀行を捨てることを勧められたこと

や、釈尊自身は頭陀行的な生活を行われていなかったことが知られる。

　［3］以上のように、仏教での厳しい修行とされ、最初期の比丘たちの生活様式であった

と考えられている四依法や頭陀行には遍歴の要素は含まれていなかった。したがっていかな

る仏教の出家修行者の修行徳目の中にも「遍歴」が入っていたとは考えられない。
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　そして通説がいうように、もし最初期の仏教の修行者たちが日常的に「遍歴」を行ってい

たとするなら、仏教の修行者も「遍歴修行者（parivrAjaka, paribbAjaka）」と呼ばれてしか

るべきであるが、しかし原始仏教聖典では仏教の修行者を自ら「遍歴者」と呼ぶ例は見いだ

されない。DN.004SoNadaNDa-s.（種徳経　vol.Ⅰ　p.114）に、「尊敬すべきソーナダンダ婆

羅門は年老い（jiNNa）年長け（vuddha）高齢（mahallaka）にして、晩年（addhagata）で

ある老衰に達している（vayo anuppatta）。〔これに対し〕沙門ゴータマは幼く（taruNa）、

幼き遍歴者（taruNa-paribbAjaka）である」として釈尊を「遍歴者」と呼び、またDN.005
KUTadanta-s.（究羅檀頭経　vol.Ⅰ　p.130）においてもクータダンタ（KUTadanta）婆羅門が釈

尊を同様に「遍歴者」と呼んでいるが、これはバラモンたちの認識であって仏教徒自身の認

識ではない。

　そして後に検討するように、原始仏教聖典では‘paribbAjaka’は常に外道の宗教者をさ

す言葉である。仏教系の大学においてインドの仏教史を講ずる際に教科書としてよく用いら

れる、佐々木教悟・高崎直道・井ノ口泰淳・塚本啓祥共著の『仏教史概説　インド篇』（平

楽寺書店　1966 年 11 月）には、「しゃもんとは、この時代の革新的思想家の総称である。か

れらは一所不住の遍歴をしながら森林において修行し、村や町へいって教えを説き〔＝遊行〕、

説法の報酬として布施された食物によって生活の糧をえた〔＝乞食〕。彼らはその生活の外

形によって、遊行者（parivrAjaka）、遁世者（saMnyAsin）、苦行者（yati）、行乞者

（bhikXu  比丘）などと名づけられたが、これらのグループの指導者は、また、しゃもんと

尊称されている」と書かれている（1）。文脈からいえば、この後に上げられている「仏教や

ジャイナ教の開祖」もその１人であったということであろう。

　このように通説によれば、釈尊も仏教の修行者も‘parivrAjaka’‘saMnyAsin’‘yati’

‘bhikXu’、そしてしゃもんすなわち‘SramaNa’と呼ばれていたと理解されている。確か

に釈尊も比丘たちも、自らが‘SramaNa’であり、‘bhikXu’であるとは自覚していたので

あるが、‘parivrAjaka’という自覚はなかったといわなければならない。釈尊も「遍歴」す

る者ではなく、また弟子たちにも「遍歴」を求められず、したがって「遍歴」する者ではな

かったのであるから当然である。それは仏教が「苦行」を否定して「中道」を実践すべきで

あったから、‘yati’という呼称を受け入れなかったのと同様である。

　以上のように、釈尊自身も仏教の一般的な出家修行者も、そして頭陀行者と呼ばれる厳し

い修行者も、その最初期からいわゆるただ一人での、行方定めぬ一処不住の「遍歴」という

ものは行わなかったとしなければならない。

（1）p.013

　

　【4】ジャイナ教の修行者とその遍歴

　［0］ところで今まで、ジャイナ教の修行者とバラモン教の遍歴者（parivrAjaka）の「旅」

は、ただ独りで、目的地もなく、一処不住の旅をする、いわば遍歴すること自体を目的とす

る「遍歴」であって、釈尊と仏弟子たちが行った「旅」は決して独りでもなく、はっきりと

した目的・目的地のある旅であり、また一処不住でもなかったから、「遍歴」と呼ぶべきで
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はなく、これと区別して「遊行」と呼ぶべきであることを論証しようとつとめてきた。しか

しながらジャイナ教の修行者とバラモン教の遍歴者の「旅」を、予断をもって「遍歴」と決

めつけ概念規定しているという譏りを免れ難いであろうから、そこで順序が逆になったが、

今節においてはジャイナ教の修行者の「遍歴」、そして次節においてはバラモン教の遍歴者

の「遍歴」について調べてみたい。

　なお筆者はジャイナ教に関してはまったくの素人であるので、ジャイナ教側の資料につい

ては、次のような図書・論文、すなわち中村元著『思想の自由とジャイナ教』（以下『思想の

自由』）（1）と渡辺研二著『ジャイナ教』（以下『ジャイナ教』）（2）や、塚本啓祥・山崎守一両

博士などのご論文など、先学や専門研究者の研究成果を参考にさせていただき、これらに引

用されているジャイナ聖典の文章についてはできるだけ原典に当たって確認しながら叙述を

進めることにしたい。したがって以下に引用するジャイナ教聖典の文章は、基本的には先学

や専門研究者の著書・論文の中に引用されているままであって、添えられている原語もまた

そのままである。しかし筆者はそれを参照させていただきながら原文にも当たったので、筆

者が示したおいた方がよいと考えた原語については＊を付して示すことにする。したがって

＊の付された原語は、元の著書・論文にはないものである。

　また特別に注記しない限りは、ジャイナ教聖典は GRETIL - Gӧ ttingen Register of 
Electronic Texts in Indian Language and related Indological materials from Central and 
Southeast Asiaにアップされた Yumi Ousaka氏とMoriichi Yamazaki氏によってインプッ
トされた電子テキストを利用させていただく。

　なお、このジャイナ教は原始仏教聖典においてはニガンタ（nigaNTha）派に相当し、また

原始仏教聖典にもしばしば‘paribbAjaka’が登場するから、この原始仏教聖典に描かれる

ニガンタ派の修行者や遍歴行者の姿も、併せて調査してみたい。

（1）「中村元選集［決定版］第 10巻」所収

（2）論創社　2005.12.25

　［1］ジャイナ教の基本的な教えは、ジャイナ教の専門研究者であられる山崎守一博士の

「ジャイナ遊行者の衣・食・住－－マハーヴィーラを中心にして－－」（1）という論文の中

に、簡潔にして的確にまとめられているので、それを紹介させていただいてこれに代えたい。

これには、

ジャイナ教義においては、人が身・口・意の活動を行うと、その人の行為に適した物

質（puggala）が流れ込んできて、その人のジーヴァ（jIva）に付着する。これが漏

（Asava）といわれる。そして、この流れ込んできた物質はジーヴァに付着して、業身

（kamma-sarIraga）といわれる微細な物質の集合体を形成する。このためジーヴァは

業身に覆い囲まれてしまう。これが縛（bandha）である。この結果、ジーヴァは昇天

して成就者／解脱者の世界に行くことができずに、地獄・畜生・人間・神々の四つの迷

いの世界を繰り返し輪廻転生して苦しみが絶えないと説かれる。これとは反対に、ジー

ヴァが解脱者の世界に昇天するためには、自制によって新たな業を作らず（saMvara＝

遮）、苦行によって過去の業を滅ぼす（nijjarA＝滅）ことである。

とされている（2）。
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　このようにジャイナ教の基本的な教えは、苦行によって過去の業を滅ぼすとともに、新し

い業を作らないようにすることであるが、そのためには一切の欲望を捨て、不殺生・真実語・

不盗・不淫・無所有という五つの大戒を守って業を制御しなければならないとされ（3）、こ

れを徹底したものが、家族から完全に出家し、世俗から離れて、裸形であることと、遍歴を

おこない、死に至るまでの断食が勧められることであった。

　このようにジャイナ教の遍歴は、その教え・思想と密接に関連しているのであって、ジャ

イナ教の修行者にとっては欠かすべからざるものと認識されている。

（1）『神子上恵生教授頌寿記念論集　インド哲学仏教思想論集』2004 年 3 月　永田文昌堂

（2）その外、中村元『インド思想史』pp.047~051、『ジャイナ教』pp.187~194、早島鏡正

他『 インド 思想史』 pp.032 ~ 036 、 AyAr  2.15 （ SU.777,780,783,786,789 ） 、

TattvAdhigama-sUtra7.1　塚本啓祥「仏教・ジャイナ教の発生基盤とその形成」（『東北

大学文学部研究年報』32　1983.3.30）p.036 以下などを参照されたい。

（3）業の束縛から離脱するためには行為をなさないこと、出家者とは行為を休止した人とされ

＝AyAr.1.6,1,4p.28l.4、悪業をなさず、寂静となり、遍歴することが真実（sacca）＝
AyAr.1.2,1,3p.7 l.2、いかなる行為もなさぬこと＝AyAr.1.2,1,3p.7 l.2 とされている。

『ジャイナ教』pp.187~194

　［2］以上のようにジャイナ教の修行者にとっての「遍歴」は、その修行の核となるもの

であり、欠くべからざるものであった、とされる。その遍歴については、ジャイナ教聖典に

は次のように記されている。

　［2-1］まずその遍歴は独りで行うべきものであり、『思想の自由』の第 1章・原始ジャ

イナ教の「16　大いなる道ゆき」の「（二）修行者の生活法」ではその冒頭において、「原

始ジャイナ教聖典に現われる修行者は、たいてい隠棲してひとり修行している人々である。

ジャイナ教のビクの生活法は仏教のそれとよく似ている点が多い。これに反して修行者の集

団生活は仏教によって始められ、後にジャイナ教やヒンドゥー教にも影響を及ぼしたもので

あるということが、一般インド学者によって常識として認められている」（1）と書き出され、

「最初期の修行者はただひとりで暮らすことを理想としていた」（2）として、次のようなジャ

イナ聖典の文章が紹介されている（ここに紹介するのはその一部である）。

ここに休止し、それ（業の報い）を滅ぼして、罪（AdAnIya）を知り究めて、順次に

捨てる。ここに（わが教団の内部でも）ある人々は（＊egesiM）独行（ekacaryA ＊ 

egacariyA）をなす。そこで順次に種々なる家から清い施食、あらゆる施食を受けて、

聡明なるものは遍歴すべきである（＊parivvae）。（Ay.Ⅰ　,6,2,3.p.29,l.10f）
以上のごとく熟知して、ある人々は、ひとり行く者（ekacara ＊egayare）として、

熟思して、堪え忍び、遍歴すべきである（＊parivvae）……一切の俗累（visrotasikA）

を捨てて、正見（samyagdarSana）を得よ。じつに世界においてわが法を知って不退の

法あるこれらの人々は、裸行者（nagiNa=nagna）と呼ばれる。この最上の説がこの世

において人々のために説かれた。（Ay.Ⅰ　,6,2,2-3.p.29,l.3f）
村から村へ遍歴しつつある（dUtayamAna ＊gAmANugAmaM dUijjamANassa）、いま

だ明確な自覚に達していないビクに、悪い暮し、悪い行動がおこることもある。（以下

略）　（Ay.Ⅰ　,5,4.-2.　p.24,l.1f）
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　そしてこの後で、「林に住み、樹の根にたたずまい、露坐する者であるということは、最

初期のジャイナ教の修行者の力説していたことであるが、時代の経過とともに、住居に住む

こと（vAsAvAsa）を認めるようになった。修行者が信徒の招待を受けるということは実際に

行われてきたが、聖典のうちにその禁令は見あたらぬようである」（3）とくくられている。

　塚本啓祥博士も先に紹介した「仏教・ジャイナ教の発生基盤とその形成」（4）において、

邪命外道のゴーサーラが批判して、「かれ（マハーヴィーラ：筆者）はかつて唯一人で遊行す

る沙門（＊egaMtacArI samaNe）であった。（しかし今や）かれは多くの比丘らに囲繞せら

れて、彼らのそれぞれに詳細に（法を）説いている」（SUy.2.6.1SU.787）と述べているこ

とを紹介して、「ヴァッダマーナが初期のころには唯一人で遊行する（egaMtacari, skt. 

ekAnta-cArin）沙門であったが、今や教団（gaNa）を形成して（SUy.2.6.2,SU.788）多くの

比丘らに囲繞されていたことを指摘している」と書かれている。

　またジャイナ教の文献には、

工芸によって生計を立てることなく、家なく、わずか少量を食べ、家を捨てて一人行

く（＊egacare）、（そのような人は）比丘である。（Utt.15,16）

というような文章も見いだされる。

　なお先に引用させていただいた『思想の自由』に紹介されている Ay.の文章は「ある人々

は独行をなす」「ある人々はひとり行く者」として、独行・ひとり行くのはすべての修行者

ではなく、ある特定の人であることが示唆されていることを注意しておく必要があるであろ

う。

（1）p.327

（2）p.329 以下

（3）p.330

（4）p.030　出典の示し場所は筆者が変えた。

　［2-2］またジャイナ教の修行者はその遍歴においては、

雨季を除いて夏冬の 8ヶ月のうち、村落に住むは 1夜、都市で寝るは 5夜のみ（＊

gAme egarAie Nagare paMca-rAie）。（Kalpa SUtrav.119）（1）

というように、一処不住を原則とした。『ジャイナ教』にも「ジャイナ教では、6月から 9

月までのモンスーンの4 か月間は、安居といって寺院にこもりっきりの生活を行うための期

間である。1年の残りの期間は同じ場所に3~4日だけ留まって、後は遊行を続ける」と解

説され（2）、「同じ場所に居続けて（＊ege AsAse）もよいのは、緊急の場合に限られる

（ThAN.314a）」という聖典の文章を紹介されている（3）。ただし『思想の自由』（4）では、

「修行者は行乞のために村に入ってもよいが、そこにあまり長くとどまっていてはならない

という。その限度は『一ヶ月または雨季』ということになっている」（5）とされるから、少

し内容が異なる。

（1）Nand Kishore Prasad［1972 年］p.024、『聖行経』鈴木章信訳　耆那教聖典　昭和 5年
9月 10 日　p.142、SBE.vol.22p.262

（2）p.026　ここには出典は記されていない。

（ 3） p.247　 ThAN.の該当箇所にはそのさまざまなケースが列挙されている。Muni 

JambUvijaya ; ThANaMgasuttaM and SamavAyAMgasuttaM, Jaina-Agama-Series No.3, 

Bombay 1985, p.132
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（4）p.327

（5）著者は出典として、Ay.Ⅱ　,2,6（SBE.　p.216）を出されているが、ジャイナ原典の該当
箇所にこのような文意に相応する文章は見いだせない。

　［2-3］またジャイナ教の修行者が遍歴において泊まるところは、僧院のような設備の整っ

たところではなかった。山崎守一博士の「沙門の国土観」（1）という論文では、

この「一人行く（＊egayA）」修行者、すなわち沙門の逗留した所（＊vAso）は、ジャ

イナ教聖典のAy.Ⅰ　,9,2,2-3によれば、作業場（AvesaNa）、集会所（sabhA）、水を

置く小屋（pavA）、市場（paNiya-sAlA）、工場（paliya-TThAna）、藁小屋（palAla-

puJja）、旅行者のための家（AgantarA）、庭園（ArAma-agAra）、墓地（susANa）、空

き家（sunna-gAra）、木の根元（rukkha-mUla）であり、Utt.2.20 によれば、墓地
（susANa）、空き家（sunna-gAra）、木の根元（rukkha-mUla）である。また (Ay.Ⅰ　,8,
2,1では）「比丘は墓地、空き家、木の根元（2）、陶工の店（＊kumbhAr' AyayaNa）に

おいて寝起きすべきである」ことが説かれている（3）。

とされている。なおこの論文には触れられていないが、Utt.2.19 には比丘は遍歴すべき
（parivvae）であることに言及されている。

　また『ジャイナ教』（4）においても、「大通りや広場、市場などの人の集まる場所、竹や

木の根元（ThAN. 157a）などは僧侶のみの滞在場所」であって、カルパスートラにはマハー

ヴィーラ伝が含まれておりますが、そこには『尊者は雨期を除き、夏冬８ヶ月の内、村落に

住むのは僅かに１夜（＊gAme egarAie）、都市に寝るのは僅かに５夜のみである（＊Nagare 

paMca-rAie）』（119偈）とあります」と、先に紹介したカルパスートラを引用されている。
（1）『日本仏教学会年報』58号　平成 5年 5月　pp.050~051　出典については註によって偈

の番号を筆者が補った。

（2）この前に「山の洞窟（giri-guhA）」があるが、この論文では省略されている。

（3）なお山崎氏は、仏教の出家修行者の生活すべき場所として次の、「比丘は世を厭い、人の

いない座所（Asana）、樹の根元（rukkha-mUla）、墓地（susAna）に親近し、山間の洞窟

のなかに（pabbatAnaM guhAsu）いる」（Sn.958）、「比丘は喧騒のない座所・臥所に住
すべきである」（Sn.925）、「牟尼は木の根元に立って、あるいは座所につくべきである」
（Sn.708）という句を紹介して、仏教もジャイナ教も同様の修行形態をとっていたと主張
されるている。しかしながらむしろここに紹介された文章にこそ、これら２つの宗教の修行

者の在り方の相違が現れていると見るべきであろう。なぜなら、ここに紹介されたジャイナ

教の修行者の逗留すべきとして示された場所は、作業場、集会所、水を置く小屋、市場、工

場、藁小屋、旅行者のための家などであることからわかるように、遍歴を前提とした宿泊場

所であることは明かであるが、Sn.に示された樹木の根元・墓地などは住し（viharati）、

坐禅（jhAyati）すべき坐処（Asana）・臥処（sayana）として示されているのであって、必

ずしも遍歴を前提としたものではないからである。また早島鏡正博士は『初期仏教と社会生

活』pp.028~038 において原始仏教時代の臥坐処の種類を調査されているが、その結論は

阿蘭若、林、叢、樹下、庵（assama）、山（vana,vanasaNDa）、洞窟、岩山、露地、霊園・

霊地・霊樹（チェーティヤ）、塚間・墓地、藁堆、窪地、岸辺であって、町や村の中にある

施設は含まれていない。したがってこれらは必ずしも遍歴のための宿泊所とはなりにくい場

所であって、仏教の修行者は定住を前提としているのである。なお山崎氏は「仏教やジャイ

ナ教が独自の集団として活動を始める以前、つまり、バラモンに対抗して遊行・遍歴する沙

門の集団としての共同生活を送っていた頃に形成された共通の行法であって、彼らが独自の
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宗派を形成した最初期の頃においても、その実践道として採用されたことを想定することは

可能であろう」「沙門の実践道」（『仏教学』第 30号　1991 年 3 月）p.026（L）とも書

かれており、筆者のいう通説に与せられているのである。

（4）p.252

　［2-4］そして世間から可能な限り遠ざかろうとしたとされる。『ジャイナ教』（1）は

「（マハーヴィーラは）女性を近づけず、人と交わらず、問えども答えず、礼するも受けず、

……打たれても動揺せず罵られてもひるまず、ただ黙々と瞑想に専念し……2ヵ年以上、冷

水を使ったり求めたりしなかった（＊avi sAhie duve vase sIodaM abhoccA nikkhante）」

（2）とし、「僧侶が相互に話してよいのは（ThAN. 216b）、道を尋ねる場合や道を教える場

合、食物を交換する場合」であるともされ（ 3 ）、その著者である渡辺研二氏の

「UttarajjhAyAの研究Ⅰ　」（4）という論文ではUttaradhyayan SUtra, 23.29,S.B.E.45, p.12

を紹介され、「在家の人々と接触せずに、住家を持たずに遍歴すべきである（＊asaMsatte 

gihatthehiM aNieo parivvae）（19）」とされている。

　また『思想の自由』（5）においても、出家修行者は「いかなるしかたでもっても在家との

接触をもってはならない（＊na ya keNai uvAeNaM gihi-jogaM samAyare）（Dasav.Ⅶ　,21）」
、「在家との接触を捨てよ（＊asaMsattaM gihatthesu）（Utt.Ⅲ　,6;ⅩⅩⅤ　　　,28）」とい
う聖典の文章が紹介されている。

（1）p.097

（2）ここでは典拠をAy.19 と示しているように思われるが、Ay.には19に相当する部分はない。

おそらくⅠ　,9,11前後であろう。
（3）p.247　ThAN.に該当箇所が見いだせなかった。
（4）『大正大学大学院研究論文集』創刊号　pp.240-241

（5）p.299

　［2-5］以上のように、ジャイナ教の教えの根幹は過去の業を滅して、新しい業を作らな

いことによって、解脱が得られるとすることであって、そのための必要条件が苦行であり、

無所有であって、遍歴はその大きな柱の１つであった。したがって遍歴は解脱のための必要

欠くべからざる条件であり、遍歴なしにジャイナ教は考えられないとしなければならない。

そしてジャイナ教の「遍歴」は無所有、無一物を象徴的に体現するものであったから、ただ

一人での、一所不住が原則であって、どこそこに滞在して何をするというような目的と目的

地を有するものではなかった。仏教の五戒は不殺生・不与取・不邪淫・不妄語・不飲酒であ

るが、ジャイナ教のそれは第５が無所有であることがそれを象徴的に示している（1）。

（1）「中村元選集［決定版］第 10巻」『思想の自由とジャイナ教』pp.155,173、243~244、

272、273（遍歴）、276、285、295、299、322、329、337、339、347、366 参照。

　［3］ところでこのジャイナ教は原始仏教聖典においてはニガンタ（nigaNTha　離繋）派

と言い表され、ジャイナ教の開祖とされ、釈尊と同時代に活躍した人物として知られるマハー

ヴィーラはニガンタ・ナータプッタ（NigaNTha NAtaputta）として登場する。このニガン

タ派、あるいはニガンタ・ナータプッタは原始仏教聖典においては、次のようなものとして

描かれている。

　［3-1］まず、苦行によって故業を滅し、新業を作らないということが苦を滅し、解脱に

導くというジャイナ教の基本的な教えは、原始仏教聖典の中にも忠実に伝えられている。す
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なわちMN.014CULadukkhakkhandha-s.（苦蘊小経　vol.Ⅰ　p.091）においては、

世尊がかつて王舎城の霊鷲山におられた時、多くのニガンタ派の人々がイシギリの山

腹の黒山において、常立して（ubbhaTThaka）、坐することを排する（Asana-

paTikkhitta）行を行い、激しい激烈な鋭い苦しみの感覚を受けていた（opakkamikA 

dukkhA tippA kaTukA vedanA vediyanti）。そこで世尊がなぜそのような行いをするの

かと質問すると、ニガンタ派の徒は「ナータプッタは全知全見（ sabbaJJU 

sabbadassAvI）であって、彼は次のように説く。以前になした悪業はこの激しい難行に

よって滅せよ（ pubbe pApaM kammaM kataM, taM imAya kaTukAya dukkara-

kArikAya nijjaretha）、今ここに身をもって防御し、言葉をもって防御し、意によって

防御して、未来に悪業をなさないようにせよ（ettha etarahi kAyena saMvutA vAcAya 

saMvutA manasA saMvutA taM AyatiM pApassa kammassa akaraNaM）。このように

し て 苦 行 に よ っ て 以 前 に な し た 悪 業 を 滅 ぼ し （ purANAM kammAnaM 

tapasAbyantibhAvA）、新しい業をなさないことによって未来の漏なく（navAnaM 

kammAnaM akaraNA AyatiM anavassavo）、未来の漏がないがゆえに業は滅し

（ AyatiM anavassavA kammakkhayo）、業が滅するがゆえに苦しみが滅し

（ kammakkhayA dukkhakkhayo）、 苦 しみ が 滅 するがゆえ に 感 覚 が 滅 し

（dukkhakkhayA vedanAkkhayo）、感覚が滅するがゆえに一切の苦しみが滅する

（vedanAkkhayA sabbaM dukkhaM nijjiNNaM bhavissati）、と。私たちはこれをよし

として喜んでいるからだ」と答えた。

とし、MN.101Devadaha-s.（天臂品経　vol.Ⅱ　p.214）にも同じことが記されている。なお前

者の対応漢訳である『中阿含』100「苦陰経」（大正 01　p.586 中）は、ニガンタたちが行っ

ていたことを「行不坐行常立不坐受極重苦」とし、ニガンタの所説を「若宿命有不善業因此

苦行故必當得盡。若今身妙行護口意妙行護。因縁此故不復作惡不善之業」とし、後者の対応

経である『中阿含』019「尼乾経」（大正 01　p.442 中）はその所説を「汝等若本作惡業、彼

業皆可因此苦行而得滅盡。若今護身口意、因此不復更作惡業也」としている。また

AN.003-008-074（vol.Ⅰ　p.220）にも、ほとんど同様のニガンタの所説が紹介されている。
　また『増一阿含』041-001（大正 02　p.744 上）には、釈尊の苦行時代のこととして、その

とき多くの尼　が修行していたと回想されている。そのとき尼　子らは、手を挙げ、日を指

し、身体を曝して学道し、あるいは蹲って学道していた。その理由を聞いたところ、「昔不

善行をなした。今苦しむのはその故であるから、その罪を滅しようとするのである。今形体

を露にし、恥ずかしい思いをしているけれども、これもこれを滅せんがためである。行が尽

きれば苦も尽き、苦が尽きれば行もまた尽き、苦行が尽きれば涅槃に至る」と答えた、とし

ている。

　このように、これら原始仏教聖典の伝えるニガンタ派の所説は、まさしく［1］において

紹介した、ジャイナ教の専門学者がまとめるジャイナ教の教えとぴたりと重なるといってよ

いであろう。

　また『中阿含』012「　破経」（大正 01　p.434 上）には次のように記されている。

目連が中食後に比丘らと所用があって講堂に集まっていた。そこへニガンタの弟子の

　破がやってきたので、目連が「もし比丘が身口意を護れば、これによって不善漏が生
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じ、後世に至らしめるか」と質問した。　破はそうだと答え、「前世に不善行を行う者

があれば、これによって不善漏が生じ、後世に至らしめる」と言った。これを釈尊に報

告すると、釈尊は　破に質問があれば質問し、反論があれば反論せよと前置きして、

「もし不善の身口意業の漏・煩悩・憂愁を生じれば、後に不善身行が滅して、さらに新

業を作らず、故業を棄捨し、現世において究竟するのか」と尋ねられた。　破は自分の

主張を撤回した。そして優婆塞となった。

　少々分かりにくいところがあるが、善業であれ、悪業であれ、業のすべては迷いのもとと

するニガンタ説を、仏教の善因楽果、悪因苦果という立場から批判したものであろう。

　［3-2］また原始仏教聖典においては、仏教は意業を尊重するに対し、ニガンタ派は身業

を尊重するともする。すなわちMN.056UpAli-s.（優波離経　vol.Ⅰ　p.371）は、

ニガンタ・ナータプッタはニガンタ派の衆（nigaNTha-parisA）と共にナーランダーに

住していた。そのときニガンタ派のディーガタパッシン（DIghatapassin）がナーラン

ダーで乞食したのちに、パーヴァーリカのアンバ林（PAvArikambavana）におられた釈

尊のもとにやって来た。釈尊は彼に「ニガンタ・ナータプッタは悪業の作用や、悪業の

転起をどのように考えているか」と尋ねられた。彼は「ナータプッタは身罰

（kAyadaNDa）と口罰（vacIdaNDa）と意罰（manodaNDa）の三罰（tINi daNDAni）を施

設し、悪業の作用や、悪業の転起において身罰がもっとも罪が重い（mahA-

sAvajjarataraM）と考えている」と答えた。これに対して釈尊は「如来は罰であるとは

施設しない。業であると施設し、三業のうち意業がもっとも重い」と説かれた。

とする。『中阿含』133「優婆離経」（大正 01　p.628 上）もほぼ同じ内容である。

　また『増一阿含』052-007（大正 02　p.826 下）にも、

波斯匿王が世尊を訪ね、尼乾子（ニガンタ）は常に身行・意行を計って、口行を計ら

ないといった。これに対して釈尊は「尼乾子は愚惑にして意が錯乱しているから、身行

の報、口行の報を受け、意行は言うに足りないというのは、意行は形がないから見るこ

とができないからだとされ、意根が最も重く、口行身行は言うに足りない」と答えられ

た。

とする。『ジャイナ教』に「最初期の仏教が業を精神的なものと考えていたのに対し、ジャ

イナ教は業を物質的に考えていた」（1）とされ、長崎法潤氏の「ジャイナの業思想」（2）と

いう論文においては、ジャイナの後期の論書では業を物質的な業である bhAva-karmaと精

神的な働きをもった dravya-karmaに分けるが、「カルマ物質は最も微細で、ジーヴァと結

びついて業身を作るから、物質的な業だけでジーヴァを阻害することができるはずである。

ジャイナ教の伝統説からはすれば、さらに精神的な働きをもった業を想定する必要があろう

か」とされているから、ジャイナ教の教説はおそらくこれも原始仏教聖典が説くとおりだっ

たのであろう。

（1）p.188

（2）雲井昭善編『業思想研究』平楽寺書店　昭和 54年 2 月　所収　p.529

　［3-3］しかし原始仏教聖典の伝えるニガンタ派の禁戒は、DN.002SAmaJJaphala-s.（沙

門果経vol.Ⅰ　 p.047）（1）、SN.002-003-010（vol.Ⅰ　p.065）などの紹介する「四種の禁戒によ
る制御（cAtu-yAma-saMvara-saMvuta）」であって、それは「すべての水を制し（sabba-
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vArI-vArito）、すべての水によって〔悪を〕を制し（sabba-vArI-yuto）、すべての水によっ

て〔悪を〕を除き（sabba-vArI-dhuto）、すべての水によって〔悪の制御を〕体得する

（sabba-vArI-puTTho）」（2）というものであって、これは一般に知られるパールシュヴァの

4種禁戒＝殺生・盗み・虚言・所有を離れるとも、これをマハーヴィーラが修正した5種禁

戒＝不殺生・真実語・不盗・不淫・無所有とも異なって奇異な感じを与えるが、しかし次の

ものはそれらとぴったりとではないがよく似る。すなわち

SN.042-008（vol.Ⅳ　p.317）：ときにニガンタ・ナータプッタの弟子であるアシバン
ダカプッタ（Asibandakaputta）という聚落主が、ナーランダーのアンバ林に住されて

いる釈尊のもとを訪れた。釈尊は彼に「師は弟子たちにどのような教えを説いているか」

と尋ねられた。彼は「我が師は殺生、不與取、邪淫、妄語をなす者は悪趣・地獄に落ち

る。その行いが多ければ多きにしたがってそのようになる、と教えている」と答えた。

『雑阿含』916（大正 02　p.231 下）：ときに尼　若提子の弟子である刀師氏という聚

落主が、釈尊のもとにやって来た。釈尊は彼に尼　若提子の所説を尋ねられた。彼は

「殺生、偸盗、邪淫、妄語をなす者は地獄に堕すと説いている」と答えた。

『別訳雑阿含』131（大正 02　p.424 下）：世尊は那羅健陀城（NAlandA）の賣畳園林

（PAvArikambavana）におられた。そのとき結集論者（造論姓）聚落主は尼乾陀若提子

の弟子であったが、今は師のところに行くべきでないと考えて、世尊のもとにやって来

た。世尊は尼乾陀はどんな教えを説くのかと質問され、殺生や偸盗、邪淫を行うと地獄

に落ちると説いていると答えた。

とされている。ちなみにジャイナ教の四誓戒には「不淫」は含まれていないが、それは「無

所有」の中に含まれていると解釈されている（3）。

（1）相応漢訳の『長阿含』027「沙門果経」（大正 01　p.107 上）には該当するような教説は

紹介されていない。

（2）『原始仏典』長部経典Ⅰ　に収められた森祖道氏の訳を参考にした。p.071
（3）『思想の自由』p.181

　［3-4］そしてその禅定形態も、ジャイナ教自身が伝えるものと同様のものを原始仏教聖

典も伝えているということができる。すなわちジャイナ教では、マハーヴィーラは立ったま

まの禅定をしたと伝えられるが（1）、先に紹介した原始仏教聖典の中にも、ニガンタ派の修

行者たちは「常立して坐することを排する行」「不坐行常立の行」を行っていたとする。

（1）「白骨の村」で立ったまま禅定をしていた（『思想の自由』p.690）、マハーヴィーラは宗

教的修行の 12年の間、チャンマーニー村の近くの一本の木の下で立ったままで禅定してい

た（『思想の自由』p.697）。

　［3-5］また原始仏教聖典では、ニガンタ派の習俗であると明示しているわけではないが、

ニガンタ派のサッチャカ（Saccaka）が語る次のような生活のあり方も、ジャイナ教のもの

と多くの部分で一致する。

MN.036MahAsaccaka-s.（薩遮迦大経　vol.Ⅰ　p.237）：釈尊から身修習とはどういうも

のであると理解しているのかと聞かれて、ニガンタ派のサッチャカが次のように答えた。

「例えば、ナンダ・ヴァッチャ（Nanda Vaccha）、キサ・サンキッチャ（Kisa 

SaGkicca）、マッカリ・ゴーサーラ（Makkhali GosAla）などは、裸形（acelaka）であっ

て、不作法者であり、手を舐める者であり（hatthApalekhana）、来れという請いを受
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けず（na ehibhadantika）、留まれという請いを受けず、もたらされたものを受けず、

特に設けられたものを受けず、特定のところへの請いを受けず、彼らは釜の口より直接

なものは受けず（na khumbhImukhA patigaNhanti）、壺（kaLopI）の口より直接なも

のは受けず、閾のなか、棒の間、杵の間にあるを受けず、2人食する時その１人から与

えられたものを受けず、妊婦・授乳中の婦人・男に抱擁されつつある女より受けず、飢

饉の際に集められたものを受けず、犬が近くに立ったところでは受けず、蝿の群がるも

のを受けず、魚・肉を食せず、穀酒・果酒・粥汁を飲まず、一家受食者であって一口食

に住し（ekagArikA vA honti ekAlopikA）、二家受食者にして二口食に住し、あるいは

七家受食者にして七口食に住す。また一施によって暮し、また二施によって暮し、また

七施によって暮らす。あるいは1日に1食、あるいは2日に1食、あるいは7日に1食

を摂る。このようにして半月に一食の定期食修行に従事している」と（1）。そして釈尊

の彼らはそれのみをもって過ごしているのか、という問いに、「彼らは時には殊妙なる

嚼食や　食を食し、殊妙なる味食を味わい、殊妙なる飲料を飲む。彼らはこれによって

身に力を得、肥満している」と答えた。そして彼らの「心修習はどのようなものか」と

いう質問には答えることができなかった。そこで釈尊は、「実にそのような身修習は聖

者の律における如法の身修習ではない」として、正しい身修習・心修習を説かれた。

（1）これは釈尊が 6年間に修したという「苦行」の内容と全く同じである。ただし釈尊はこの

他にも「貧穢行」「嫌悪行者」「独居行」を行ったという。MN.12、MN.100 参照。

　［3-6］また資料数が少ないながら、男性の修行者は裸形で、女性の修行者は一衣であっ

たらしいことも知ることができる。すなわち、

『五分律』「雑法」（大正 22　p.171 中）：時に比丘たちは裸で浴した。ニガンタのご

とくして風法あることなし、という非難が生じた。浴衣を着せよ。

TherIgAthA Vs.107̃111 ： ［ もとニガンタの徒であった跋堤尼（ BhaddA 

purANanigaNThI) の偈］自分は昔は髪を断ち、ただ一衣を着けて、ただ１つの衣をまとっ

て放浪し（cariM）、罪過のないものを罪過があるものを考え、罪過のあるものを罪過

がないと見なしていました。

というとおりであり、先に紹介した『増一阿含』041-001（大正 02　p.744 上）のなかにも、

「尼　子らは今形体を露にして恥ずかしい思いをしている」としている。

　［4］以上のように原始仏教聖典の伝えるニガンタ派の教説やその修行・生活形態は、ジャ

イナ教の聖典自身が伝えるものと非常によく一致する。しかし本論文が主題とする「遍歴」

についてはどうであろうか。

　［4-1］実は原始仏教聖典の中には、ニガンタ派の修行者が遍歴をもっぱらとしていたと

する資料はほとんど見いだせない。最もそれらしい資料は、直前に紹介したもとニガンタ派

の修行者（purANanigaNThI）であったというバッダー（BhaddA）尼が

昔は髪を断ち、ただ一衣を着けて、ただ１つの衣をまとって放浪し（cariM）、……

善来具足戒によって出家してから、アンガとマガダとヴァッジとカーシとコーサラとを

往来して（ciNNA）、50 年の間負い目なくラッタピンダ（raTThapiNDa）を食した。

TherIg.vs.107~110
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という偈である。ここにいうラッタピンダというのは、「モノグラフ」第 13号に掲載した

【論文15】「パーリ仏典に見る janapadaと raTTha」に書いたように、文化を共有する地縁

血縁を基礎とするようなゲマインシャフト的な janapadaとしての「国」を越えて、より広

い行政単位としてのゲゼルシャフト的な raTThaにおいて、地縁血縁的な関係を離れた一般

社会から布施を得て食するということを意味し、したがってバッダー尼はまさしく「諸国漫

遊」的な遍歴をしていたと考えられる。もっともこれはすでに仏教において出家して以降の

ことを言っているのであって、けっしてニガンタの徒であった時にそうであったというので

はないが、仏教において出家してからもニガンタの修行者としての生活を続けていたかも知

れないと解釈すればの話である。

　その外には、例えば次のようなものしか見いだせない。

SN.042-009（vol.Ⅳ　p.322）：その時ナーランダーは飢饉で、食を得るに困難で白骨
野に満ち籌食が行われた（ tena kho pana samayena nAlandA dubbhikkhA hoti 

dvIhitikA setaTThikA salAkAvuttA）。そのときニガンタナータプッタの弟子であるアシ

バンダカプッタ（asibandhakaputta）聚落主は世尊が大比丘衆と遊行されていることを

非難した。

　これはニガンタの徒が飢饉の時に大比丘衆を引き連れて遊行される釈尊を批判としたとい

うのみであって、これも彼らが一人での遍歴を行っていたという背景があっての非難と仮定

すればの話であって、証拠としてはきわめて薄弱である。対応する『雑阿含』914（大正 02

　p.230 中）、『別訳雑阿含』129（大正 02　p.423 中）にも同様のことが記されている。

　［4-2］このように、原始仏教聖典のニガンタ派の修行者についての記述からは、彼らが

ジャイナ教聖典のいうような、ただ一人での行方定めぬ一処不住の遍歴を行っていたという

ことを知ることは難しい。むしろニガンタ・ナータプッタも六師外道の中に数えられて、

サンガを持ち、集団を保ち、集団の師として有名であり、名声あり、開祖で、立派な

修行者であると、多くの人々に認められている修行者・バラモンたちがいます（1）。

と表現されることが多く、これによればニガンタ・ナータプッタもニガンタ派の修行者たち

も、集団生活を行っていたという印象を受ける。

（1）SN.003-001-001（vol.Ⅰ　　p.068）、MN.030 CULasAropama-s.（心材喩小経　vol.Ⅰ　
p.198）

　［5］上記のように原始仏教聖典が記述するニガンタ派の教説や修行・生活形態は、ジャ

イナ教自身の聖典がいうところときわめてよく一致するのであるが、こと「遍歴」に関して

はかなりの乖離を示しているといわなければならない。いったいこれは何を意味するのであ

ろうか。

　ジャイナ教聖典自身の中においても、通説にいわれるほど、ただ一人の一処不住の遍歴に

言及される文章は少ないようであるから、実際にはそれほど遍歴していなかったということ

かもしれない。それに遍歴に言及する部分は、「（わが教団の内部でも）ある人々は独行

（ekacaryA）をなす」というものであり、読みようによっては特殊な人々は遍歴していたと

いうことかもしれない。このことについては、バラモン教の修行者の遍歴を調査した後で再

び取り上げることとしたい。
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　【5】バラモン教の遍歴者（parivrAjaka）とその遍歴

　［0］次にバラモン教の遍歴者（parivrAjaka）の「遍歴」がどのようなものであったかを
検討する。‘parivrAjaka’はパーリの原始仏教聖典の中では‘paribbAjaka’であって、し
ばしば登場するが、これが後にヒンドゥー教のなかでアーシュラマ（四住期）（1）がたてら

れたときに、第４住期に編入された遍歴者と対応するものであるかは、後述するようにさら

によく検討する必要がある。

　しかし一般には、釈尊の時代にはいまだ四住期は成立していなかったけれども、後の

‘parivrAjaka’に相当する修行者は登場し始めていたと理解されている。とはいうものの、
この時期の遍歴修行者のことはよくわからないので、ここではすでに四住期を前提として説

かれているバラモン教の法典類を主な材料として、さらには紀元10世紀をも下ると思われ

る四住期に関説する NArada-parivrAjaka upaniXad、 SamnyAsa upaniXad、 BhikXuka 

upaniXad、ASrama upaniXadなどの新ウパニシャッドとでもいうべき文献（2）の記述を参考

として、第４住期に相当する遍歴者の「遍歴」を調べてみたい。ただし後者はあまりにも時

代が隔たりすぎているので、これを扱う場合は原則として註記としたい。

　なおこの第４住期は法典類においては、bhikXu（食を乞うもの＝音写して比丘）、
parivrAjaka（遍歴者）、mauna（聖者＝音写して牟尼）、saMnyAsa（遁世者）、yati（苦
行者）などと呼ばれた。四住期の中では parivrAjaka＝bhikXu＝mauna＝saMnyAsa＝yatiで
あったわけである。

　なお以下の論考には、中野義照訳「ヴァイカーナサ法経和訳」（3）、同じく中野義照訳

「ガウタマ法典」（4）、渡瀬信之訳『マヌ法典』（5）、井狩弥介・渡瀬信之訳『ヤージュニャ

ヴァルキヤ法典』（6）、菅原広済訳「ビクシュカ・ウパニシャット」（7）、宇井伯寿訳「サ

ンニヤーサ・ウパニシャット」（8）、同じく宇井伯寿訳「ナーラダ・パリヴラージャカ・ウ

パニシャット」（9）、福島直四郎訳「アーシュラマ・ウパニシャット」（10）、Patrick 
Olivelle訳 SaMnyAsa UpaniXadsを参照させていただいた。なお訳文もこれらを利用させて

いただいたが、筆者が改変した部分もあり、（　）の中に記した原語は筆者が挿入したもの

である。また法典類のテキストは京都大学人文科学研究所がインターネットを通じて公開し

ている『古典インド法典テクストファイル』（共同研究班「古典インドの法と社会」班長・井狩弥

介氏）を利用させていただき、新ウパニシャッドのテキストは Otto Schrader; The Minor 
UpaniXads（11）を用いる。

（1）四時期の確立はスートラ時代の半ばころからであって、未だその成立を見ない仏陀時代に

は、林棲者と遊行者の 2種類が、宗教的実践者の間に存在していたと考えられる。塚本啓

祥「仏教・ジャイナ教の発生基盤とその形成」（『東北大学文学部研究年報』32　

1983.3.30）p.023

　　　遊行者（parivrAjaka）なる名はヴェーダやブラーフマナには存しないもので、ニルクタや

ダルマ・スートラなどに初めて出ているものである。いわゆる四時期行（catur-ASrama）の

規定が明確に定められ、述べられたのはスートラ時代の中頃からで、ヴァシシュタ・ダルマ・

スートラ 7・2に梵行者・家居者・林棲者・遊行者の四時期がいわれているのが後世の範を

なすはじめであって、これよりも古いガウタマ、アーバスタンバのダルマ・スートラでは四

遊行と僧院の建設とサンガの形成

66



期の名称が異なる。……これによってみると、四時期の考えはスートラ時代のはじめころか

ら既に存したのであるが、まだ名称も規定も一定していなかったのである。……しかるの仏

陀の時代になると宗教行者の間には林棲者と遊行者の二種類があったから、おそらくウパニ

シャットのころから自然に家居時を終わったものの間にこの 2種が生じるようになったの

であろう。これをまた遁世者（sannyAsa,or -Asin）・比丘・行者（yati）・瑜伽行者
（yogin）と呼び、時には牟尼（muni）その他種々の名でよんでいる。遊行者とは一処に定

住せず雲水生活をなすよりいい、遁世者は超世離欲した点で名づけ、比丘は乞食生活をなす

ために呼び、行者は自制克己の行をなすからであり、瑜伽行を主とするから瑜伽行者といわ

れ、寂静平静であるから牟尼である。（NArada-parivrAjaka UpaniXad　の解説）

　　　「ウパニシャット全書」6　p.273

（2）Patrick Olivelle：SaMnyAsa UpaniXads　1992　Oxford University Press,pp.008̃011
（3）『密教研究』第 38号　高野山大学密教研究会編　昭和 5年 10 月

（4）同上　第 44号　昭和 7年 4月

（5）中公文庫　中央公論社　1991 年 12 月

（6）東洋文庫　平凡社　2002 年 1 月

（7）『ウパニシャット全書』2　世界文庫刊行会　大正 11年 8 月　所収

（8）同上　6　大正 12年 4 月　所収

（9）同上　所収

（10）同上　8　大正 12年 7 月　所収

（11）The Adyar Library, Madras, S. 1912
　

　［1］前述したように、遍歴者は比丘とも呼ばれるのであるが、その比丘の基本的生活倫

理（戒）というべきものは、

袈裟衣（kAXAya）を着し、一切を捨て（sarva-tyAgaM）、交接を捨て、不偸盗を行

ずべし。伴侶なく、火なく、住庵なく、何ものも蓄積することなく、尊敬と軽蔑に平等

にして、口論・瞋恚・貪欲・迷智・不真実を離れ、村外の閑静処・小庵・神殿あるいは

木の根に住すべし（ varjI grAmAd bahir vivikte maThedevAlaye vRkXamUle vA 

nivaset)。VaikhAnasa-dharmasUtra（以下Vaikh.）3-6

とされている。ここには直接遍歴が言及されているわけではないが、以下に紹介するように、

法典類にはしばしば遍歴すべきことが説かれ、だから「遍歴者」と呼ばれるのであって、

「村外の閑静処・小庵・神殿あるいは木の根に住すべし」というのは、それを前提としたも

のと考えることができる。以下にその遍歴がどのように行われたかを調査する。

　［1-1］その遍歴は一処不住が原則であった。

〔比丘は〕正季の外は第 2 夜を同一聚落に住すべからず（na dvitIyAm apa-Rtu 

rAtriM grAme vaset）。Gautama-dharmasUtra  3-21

ハンサ（haMsa 白鳥）比丘とは……村落には1夜（grAme ekarAtraM）、都邑には5

夜（nagare paJcarAtraM）住し、それを過ぎては住することなく（ tad-upari na 

vasanto）、牛尿・牛糞を食とし、あるいは1ヶ月断食し、あるいは月齢斎の誓戒を守

り、常に活動を目的とするものである。Vaikh. 1-9
（比丘期の生活法として）四月祭の時を除いては 1 日以上 1 処に住すべからず

（cAturmAsAd anyatra-ekAhAd Urdhvam ekasmin deSe na vaset）。雨期の秋の4 月に

は一処に住すべし（varXAH Sarac cAturmAsyam ekatra-eva vaset）。三杖に袈裟･漉
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布を結びつけ頚の所にて左手にてこれを持ち（ tridaNDe kASAya-appavitra-AdIn 

yojayitvA kaNThe vAma-hastena dhArayan）、右手にて乞食器を持ちつつ（dakXiNena 

bhikXA-pAtraM gRhItvA）、1日に1度清浄なる婆羅門族の家に至り、一切神祭の終りに

乞食を行ずべし（vaiSvadeva-ante bhikXAM caret）。Vaikh. 3-6
　このようなことは新ウパニシャッドにも繰り返し述べられている（1）。

　なお Vaikh. 1-9のいう「ハンサ比丘」というのは、比丘の種類としてあげられる 4種の
うちの第３に位置づけられるもので、他の3つは第1の「クティーチャカ（kuTIcaka　庵住）

比丘」、第 2 の「バフーダカ（bahUdaka　水住）比丘」と第４の「パラマハンサ

（paramahaMsa　最上白鳥）比丘」であり、それぞれ次のようなものとされている。

クティーチャカ比丘とは、ガウタマ（gautama）、バーラドヴァージャ（bhAradvAja）、

ヤージニャヴァルキヤ（yAjJavalkya）、ハーリータ（hArIta）等のごとくアーシュラマ

において8口にて食いつつ、ヨーガ道の真諦を知り、解脱のみを目的とするものである。

バフーダカ比丘とは、三杖（tridaNDa）・水瓶（kamaNDalu）・袈裟衣を持ち、衣服

をまとい、バラモンの聖仙またはその他の正行の人々の家に肉・塩・宿食を避けつつ、

7家に乞食をなして、解脱を目的とするものである。

パラマハンサ比丘とは、実に樹下（ vRkXa-ekamUle）・空閑あるいは墓所に

（SUnyAgAreSmaSAne）住し、着衣あるいは空衣である（sa-ambarA dig-ambarA）。彼

らに対しては法と非法、真実と虚偽、清浄と不浄等の二者あることなし。一切平等一切

自我にして、土と黄金とを等しく見る。そして彼らは一切の階級に乞食行を行う

（sarva-varaNeSu bhaikSa-AcaraNaM kurvanti）。Vaikh. 1-9
　また新ウパニシャッドの NArada-parivrAjaka UpaniXad（2）では、遁世者にはクティーチャ

カ（庵住）、バフーダカ（水住）、ハンサ（白鳥）、パラマハンサ（最上白鳥）の4種に超

第四位者（sturIyAtIta）、超脱者（avadhUta）が加えられた6種があるとされ、そのうちの

クティーチャカ（庵住）には

頂髻・祭褸を有し（SikhA-yajJopavItI）、杖・水瓶を持ち（daNDa-kamaNDaludharaH）、

腰布を着し、父・母・師に対する報恩をなし（pitRmAtRgurvArAdhanaparaH）、瓶・刀・

行嚢等の道具をとり、一処において施食を受けることを行じ、額に白色の垂直線を描き、

三杖者である。

とされている。

　したがって遍歴期の比丘として位置づけられてはいても、庵住比丘や水住比丘は林住期の

修行者よりもいくらか超俗性が高まった程度ということができる。

（1）SannyAsa-upaniXad　p.033 には、「（遁世者＝ sannyAsin は）村落には一夜（ grAma 

ekarAtraM）、都市には五夜留まる（nagare paHcarAtraM）。雨期の 4ヶ月間は村落にも、

都市にても定住する（cature mAsAnvArXikAngrAme vA nagare vApi vaset）」とする。『ウ

パニシャット全書』6の註では、月とは半月のことで、したがって 2ヶ月間というが、これ

は誤りであろう。

　　　NAradaparivrAjaka-upaniXad  pp.158~159 には、「第四位である最高白鳥（paramo 

haMsaH）にしてナーラーヤナ天を体得した行者は（yatiH）、雨期のほかは村落においては

1夜（ekarAtraM vasedgrAme）、都市においては5夜止住すべし（nagare paJcarAtrakam）。

雨期においては一所に 4ヶ月住すべし。比丘にしてもし村落において 2夜止住せば貪欲等
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を起こすであろう。これによって彼は地獄生となるであろう。自我を制し住家なき者は、村

落の端の人のいない地において、虫のごとく地上に静止すべし。雨期には一所に住すべし。

一衣または無衣にして（ekavAsA avAsA va）、……静慮に専心し、……比丘は地上を巡行す

べし。比丘は村落においては 1夜、町においては 3日、街においては 2日、都市において

は 5夜止住すべし（ekarAtraM vasedgrAme pattane tu dinatrayam pure dinadvayaM）。

雨期においては清浄なる水の存する一所に住すべし。……地上を巡遊すべし」とする。

　　　NAradaparivrAjaka-upaniXad  p.186 には、「汚穢を離れた牟尼は風のごとく一切処にお

いて巡行すべし（sarvatra vicarenmani vyuvadvItakalmaXaH）」とする。

　 　 　 NAradaparivrAjaka-upaniXad  p.201 ~ 202 に は 、 「 村 落 に お い て は 1 夜

（grAmaikarAtraM）、町においては 3 夜（ pattane trirAtraM）、国においては 5 夜

（paJcarAtraM kXetre）、聖地においては 7夜止住し（tIrthe saprarAtramniketaH）、家な

く堅固心を有し、山洞において住すべし」とする。

　　　BhikXuka-upaniXad p.234 には「ハンサ（白鳥）比丘は、村に 1夜（grAmaikarAtraM）、

都市に 5夜（nagare pJcarAtraM）、国に 7夜を過ごす（kXetre saptarAtraM）。その上は

決して止住しない（tadupari na vaset）」とする。

　　　ただし NAradaparivrAjaka-upaniXad  p.147 には、「アートマンを考えるものは努めて長

き旅行を避けるべきである（dUryAtrAM prayatnena varjayedAtmAcintakaH）」というよう

な句も見いだされる。

（2）p.174

　［1-2］またこの遍歴は独りで行われるべきことが説かれている。

同伴者を持たず、常に独りで行動すべし（ eka eva caren nityaM siddhyartham 

asahAyavAn）。Manu-smRti （以下Manu）6-42

渇望をたち、自己のみを同伴者として、幸せを求めてこの世を巡行すべし

（nirapekXo nirAmiXaH  Atmanaiva sahAyena sukhArthI vicared iha）。Manu 6-49
　もちろん新ウパニシャッドにおいても同様である（1）。

（1）NArada-parivrAjaka UpaniXad　p.140、141には「独存行に住する（kaivalyASrame vaset）」

という言葉があり、p.141 には「破れているけれども清潔な布片を縫ったものを衣とし、染

めた布片を外衣として持す。一衣もしくは無衣にして（ekavAsA avAsA vA）一物を凝視し欲

を離れ、常に独行し（eka eva carennityaM）、雨期には一処に住する（varXAsvekatra 

saMvaset）」とし、p.145 にも「常に伴侶なく、独り成就のために巡行すべし（eka eva 

carennityaM）」とし、また同じく p.145 に「比丘は１人なるべし（eko syAd）。夫婦は 2

人なり（dvAveva mithunaM）と聖言され、村人は 3 人といわれ（trayo grAmaH）、それ

以上は市人なり（UrdhvaM tu nagarAyate）。市を成すべからず、村人および夫妻をなすべ

からず。この三をなす行者は自己の法より離れる」とし、p.220 では「遊行者は孤独の遊行

者として巡行し（parivrADekAkI carati）、怖畏せる羚羊のごとく住し、巡遊に反すること

をなさず、自己の身体以外の一切者を捨て、蜂のごときし方によって住し、自己本性の研究

をなしつつ、一切を自己と異ならずと知って自己において解脱に達する」とする。

　［1-3］そしてその宿泊場所はそのための住処が設けられているわけではなく、樹下や小

庵・神殿などに住すべきであるとされている。

パラマハンサ比丘（ paramahaMsa）とは、実に樹下（vRkXa-ekamUle）・空閑

（ SUnya）あるいは墓処に住し（AvAsinaH）、著衣（ sa-ambara）あるいは空衣

（dig-ambara）なり。Vaikh. 1-9
比丘は……伴侶なく火なく住庵なく何ものも蓄積することなく（asahAyo-anagnir 
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aniketano niHsaMSayI）、……村外の閑寂処・小庵・神殿あるいは木の根に住すべし

（grAmAd bahir vivikte maThe deva-Alaye vRkXamUle vA nivaset）。Vaikh. 3-6
　新ウパニシャッドにおいても同様に説かれている（1）。

（1）NArada-parivrAjaka UpaniXad pp.143~145 において、「バラモンは遊行者となり、一衣

をつけ、剃髪し、所有なくして遊行す（ brAhmaNaH parivrajaye parivrADekaSATI 

muNDo'parigrahaH）。ヴェーダの読誦も、一切の祭事も捨てるべし。……空家、樹下、神

廟、草蘆、陶師の工場、祭官の壇、火方（東南）の中間、海岸、砂州、地窟、瀑布、荒れ野

において、あるいは森林において（SUnyAgAra-vRkXmUla-devagRha-tRNakUTa-kulAlaSAlA-

agnihotraSAlA-agnidigantara-nadItaTa-pulinabhU-gRhakandara-nirjhara-sthaNDileXu vane 

vA）……愚者、放心者、鬼の如くにして、三杖、行嚢、針、水瓶、腰帯、腰布の一切を

「bhUH svAhA」といって水中に投げ、……手を鉢にする方法、……乞うて得た食を食い、

……遁世すべし」とする。

　　　また BhikXuka-upaniXad  pp.234~235 において、「パラマハンサ（paramahaMsa　最上

白鳥）比丘は……8口の食を行乞しつつ、瑜伽の道において解脱のみを求める。樹下・空屋・

屍林に住し（vRkXamUle SUnyagRhe SmaSAnavAsino vA）、あるいは衣を着け、あるいは空

を衣とする（sAmbarA vA digaMbarA vA）。これらの比丘においては、法非法なく、得不得

なく、浄不浄なく、相対を絶する。一切の階級において行乞をなし、至るところ皆自我なり

と観じる。白浄禅、アートマンに安住し、命を繋ぐ目的を持って、指示された時において行

乞し、空屋・神廟・草蘆・蟻塔・樹下・陶家・火祭場・河流・沙州・山窟・洞窟・樹洞・瀑

布 ・ 平 地 に あ っ て （ SUnyAgAra-devagRha-tRNakUTa-valmIka-vRkXamUla-kulAlaSAlA-

agnihotraSAlA-nadI-pulina-girikandara-kuhara-koTara-nirjhara-sthaNDileXu）、棄欲生活に

よって、捨身を行う」という。

　［1-4］また世間とできるだけ離れることを目標としていたことが新ウパニシャッドに記

されている（1）。

（1）NAradaparivrAjaka-upaniXad  p.183 においては、「いかなる場合にも林棲者・家長者と交

わってはならない（vAnaprastha-gRhasthAbhyAM na saMsRjyeta karhicit）」とされ、また

pp.200 ~ 201 においては 、 「 よ く 知 られた巡行処を旃陀羅の屋敷のごとく

（jJAtacaradeSaM caNDAlavATikAmiva）、婦人を蛇のごとく（striyamahimiva）、金を毒

薬のごとく（ suvarNaM kAlakUtamiva）、会合処を火葬場のごとく（ sabhAsthalaM' 

maSAnasthalamiva）……捨てるべし。……自己の住所を離れ（svadeSmutsRjya）、よく知

られたる巡行処に遠ざかり（jJAtacaradeSaM vihAya）、……子息・近親・住処を捨てて遠

く住すべし（putrAptabandhubhAvasthalaM vihAya dUrate vaset）」とされ、p.157 では、

睡眠中においてすら（svapne' pi na kadAcana）、妻・兄弟・子ら、ならびに親戚の幸不幸

に関心すべからず（jAyA-bhrAtR-sutAdInaM bandhUnaM ca SubhASubham）」とされている。

　［1-5］上述のように法典類に描かれる遍歴者の遍歴は、我々が今までイメージしてきた

ただ一人の、行方定めぬ、一処不住の放浪の旅であるが、遍歴者のすべてがこれを行うので

はなく、中には林住者のようにアーシュラマに定住する種類の遍歴者（比丘）もありえた。

しかもこれら聖典のいうところは、仏教の律蔵のようにこうでなければ罰せられるという種

類のものではなく、むしろこうあるべきである、ないしはこうありたいという種類のもので

あるから、これがすべての遍歴修行者の現実的な姿であったとすることはできないかもしれ

ない。

　［2］上記の推測を裏付けるように、原始仏教聖典の中にしばしば登場する「遍歴者
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（paribbAjaka）」のイメージは、先に紹介した法典類や新ウパニシャッドの説くイメージ
とは全く相似しない。

　［2-1］原始仏教聖典の中の‘paribbAjaka’の姿は、遍歴行者の園（paribbAjaka-ArAma, 

paribbAjakAnaM ArAma）があってそこに集団で定住しており（1）、王論や賊論や大臣論など

を戦わせ（2）、世俗社会と密接な関係を有している（3）。これは一般に考えられているよう

な遍歴者像とは著しくかけ離れているといわなければならない。しかもこの遍歴者の中には

在家信者も含まれているようであって（4）、そうすると我々が理解している非常に厳格な出

家生活を送る宗教家としての遍歴者とは大きく異なることになる。

　また UdAna 004-008（p.043）には、女性の遍歴者であるスンダリーが登場し、Vinaya 
（BhikkhunI）PAcittiya 028（vol.Ⅳ　p.285）とVinaya（BhikkhunI）PAcittiya 046（vol.Ⅳ　

p.302）には女性の遍歴者を表す‘paribbAjikA’が登場するのは、法典やウパニシャッドの記

述とは一致しない。

（1）「遍歴行者園」に言及するものには、MN.077MahAsakuludAyi-s.（善生優陀夷大経　vol.

Ⅱ　p.001）、MN.079 CULasakuludAyi-s.（善生優陀夷小経　vol.Ⅱ　p.029）、『中阿含』
208「箭毛経」（大正 01　p.783 下）、SN.012-024（vol.Ⅱ　p.032）、AN.004-003-030
（vol.Ⅱ　 p.029）、AN.004-019-185（vol.Ⅱ　 p.176）、AN.009-002-012（vol.Ⅳ　  
p.378）、AN.010-010-093（vol.Ⅴ　p.185）がある。また集団でいたとするものには、前
記 の ほ か に DN.009  PoTThapAda-s. （ 布 　 婆 樓 経  vol. Ⅰ　  p.178 ） 、 MN.078
SamaNamaNDikA-s.（沙門文祁子経　vol.Ⅱ　p.022）、Vinaya（vol.Ⅰ　　p.039）がある。

（2）DN.009 PoTThapAda-s.（布　婆樓経　vol.Ⅰ　p.178）、MN.077MahAsakuludAyi-s.（善

生優陀夷大経　vol.Ⅱ　p.001）、MN.078 SamaNamaNDikA-s.（沙門文祁子経　vol.Ⅱ　
p.022）、MN.079CULasakuludAyi-s.（善生優陀夷小経　vol.Ⅱ　p.029）

（3）MN.027 CULahatthipadopama-s.（象跡喩小経　vol.Ⅰ　p.175）、MN.051 Kandaraka-s.

（カンダラカ・スッタンタ経　vol.Ⅰ　p.339）
（4）UdAna 002-006（p.013）、ApadAna 03-55-541（p.495）。また釈尊の教えによって優

婆塞となったとするものも多い。これも‘paribbAjaka’と呼ばれる者が在家者であったと

いうことを 意味 するであろう 。 これには 次 のようなもの が あ る 。 MN.072
Aggi-vacchagotta-s.（婆蹉衢多火 [喩］経　vol.Ⅰ　p.483）、MN.074 D¥ghanakha-s.（長
爪経　vol.Ⅰ　p.497）、MN.080Vekhanassa-s.（　摩那修経　vol.Ⅱ　p.040）、MN.150
Nagaravindeyya-s.（頻頭城経　 vol.Ⅲ　  p.290）、SN.012-018（vol.Ⅱ　  p.022）、
SN.045-010（vol.Ⅴ　p.011）、SN.046-006（vol.Ⅴ　p.073）、AN.003-006-054（vol.
Ⅰ　p.157）、AN.004-010-100（vol.Ⅱ　p.100）

　［2-2］原始仏教聖典の記述において、われわれが認識してきたような遍歴者像に当ては

まるのはわずかに以下のもののみであって、しかもこれは強いて解釈すればという程度のも

のである。

　すなわち１つは

その時、七人の螺髻梵志と、七人のニガンタの徒と、七人の裸形者と、七人の一衣者

と、七人の遍歴行者（paribbAjaka）とが、脇の下の毛や爪や身体の毛を長くしたまま

で、カーリ量の荷物を天秤棒で持って（khArivividhaM AdAya）、尊師から遠からざる

ところを通り過ぎた。SN.003-002-001（vol.Ⅰ　　p.077）。UdAna  006-002（p.064）参

照
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というものであって、もし「カーリ量の荷物を天秤棒で持って」というのが旅行道具を表す

とするならば、‘paribbAjaka’が「遍歴」していたことを表すかもしれない。しかしこれ
は螺髻梵志なども同様にいわれ、これをここに扱う遍歴者と解釈するとしても一人ではない。

　また、MN.075MAgandiya-s.（摩　提経　vol.Ⅰ　p.501）には

そのとき遍歴者（paribbAjaka）マーガンディヤが徘徊逍遥して（anucaMkamamAno 

anuvicaramAno）やってきて、「沙門ゴータマは世間の破壊者である」と非難した。

というから、‘anucaMkamamAno anuvicaramAno’が「遍歴」を意味するとするなら、マー

ガンディヤという‘paribbAjaka’は独りでの一処不住の遍歴をしていたのかもしれない。

　また、DN.006MahAli-s.（摩訶梨経　vol.Ⅰ　p.150）では‘paribbAjaka’が「木鉢をもつ」
と表現されている。Manu.6-54では「瓢箪か、木鉢もしくは土器、あるいは竹等を割った
もの（alAbuM dArupAtraM ca mRNmayaM vaidalaM tathA）、これらが遍歴者の鉢である

とスヴァヤンブーの子のマヌは語った」とされ、YAjJ.3-60では「遍歴者（ヤティ）の食器

は土製、竹製、木製、および瓢箪製のもの（yati-pAtrANi mRd-veNu-dArv-alAbu-mayAni ca）

であって、それらの清めには水を用いる、また牛毛で拭き取ってもよい」とされているから、

これはバラモン教の遍歴者をさすかもしれない。

　なおバラモン教の教えでは梵行期における師と弟子の間は大変親密かつ厳格であって、

‘paribbAjaka’がこのような師弟の関係を有していたと理解するならば、DN.001 
BrahmajAla-s.（梵網経　vol.Ⅰ　  p.001）、DN.006 MahAli-s.（摩訶梨経　vol.Ⅰ　  p.150）、

DN.007JAliya-s.（闍利経　vol.Ⅰ　p.159）には、師と弟子（antevAsin）が一緒にいたと記さ

れている。しかしこの程度の記述からバラモン教における師弟の関係を類推するのは行き過

ぎであろう。

　このように原始仏教聖典の描く‘paribbAjaka’のその修行形態や生活形態には、法典類
や新ウパニシャッドが描く第四住期に相当する「遍歴者」を彷彿させるものは、ほとんどな

いといってよい。

　［2-3］またバラモン教の‘paribbAjaka’が有していたであろう基本的な生活倫理を示し
ていると解しうるものは、次のようなものが上げられる。MN.078SamaNamaNDikA-s.（沙

門文祁子経　vol.Ⅱ　p.022）のなかで、ウッガーハマーナという遍歴者（paribbAjaka）が「四

法＝身に悪業をなさず、悪口を言わず、悪念を懐かず、悪命に生きず＝を成就する者が最勝

の沙門である」と説いたというものと、MN.079CULasakuludAyi-s.（善生優陀夷小経　vol.Ⅱ　

p.029）とこれに相応する『中阿含』208「箭毛経」（大正 01　p.783 下）が、遍歴者（普行者）

サクルーダーイ（箭毛）が「我らの師の教えは不殺生、不偸盗、不邪行、不妄語、苦行の功

徳（tapoguNa）」あるいは「我らの師の教えは不殺生、不偸盗、不邪淫、不妄語、正見」と

説いたとするものである。

　これは、『ヤージュナヴァルキヤ法典』3-66が

真実を語ること、盗みをしないこと、怒らないこと、謙虚であること、清浄であるこ

と、叡知あること（dhIH）、堅忍不抜であること、自己抑制されていること、感官が統

御されていること（indriyatA）、学識があること（vidyA）、これらは普遍のダルマで

あるといわれる。

とし、新ウパニシャッドのNArada-parivrAjaka UpaniXad（p.157）に
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不殺生・実語・不偸盗・梵行・無所有（aparigraha）、……師に対する奉仕

（guruSuSrUXA）・信仰（SraddhA）……慈悲（karuNA）・智慧（jJAnavijJane）、……

これらは自我を制する行者の特性（svadharma）である。

とするものと相応するとすることができるかも知れない。しかしこれらの徳目はジャイナ教

の戒とも、仏教の戒とも相応する部分があり、必ずしもバラモン教の遍歴者の戒として特定

はできない。

　またAN.009-002-012（vol.Ⅳ　p.378）が、外道の遍歴者の中で「もし有余依にて命終する
者はすべて地獄・畜生・餓鬼などの悪趣を解脱せず」という談議が起った、としているもの

や、AN.010-003-027（vol.Ⅴ　p.048）が、外道の遍歴者たちは比丘らに「沙門瞿曇は弟子た
ちに『一切法を証知し、そこに住せよ』と言うが、我らもまた同じように説く。沙門瞿曇と

我らとではどのような違いがあるのか」と質問したというものがあるが、これも

‘paribbAjaka’としての所説の一端を表すと解することができるであろう。
　これらが強いていえば原始仏教聖典において「遍歴者」の教えとするものである

　［2-4］また古い成立であるとされる偈文の経の中に登場する‘paribbAjaka’は、Sn.の
vs.533~540のみである。これは次のような文章である。

サビヤがいった、何を得た人を「聖典に通じた人（sottiya）」というのですか。何に

よって聖者（ariya）となり、どのようにして行いの具わった人（caraNavat）となるの

ですか。‘paribbAjaka’とは何をして名づけるのですか。世尊よ、私の質問に答えて
ください。

世尊は答えられた。サビヤよ、教えを聞き終わって、世間における欠点あり、あるい

は欠点のないありとあらゆる事柄を熟知して、あらゆる事柄について征服者・疑惑のな

い者・解脱した者、煩悩に悩まされない者を、「聖典に通じた者」と呼ぶ。

諸々の汚れと執着のよりどころとを断ち、智に達した人は母胎に行くことがない。三

種の思いと汚泥とを除き断って、妄想分別におもむかない、彼を聖者とよぶ。

この世において諸々の実践を実行し、有能であって、常に理法を知り、いかなる事柄

にも執着せず、解脱していて、害しようとする心の存在しない人、彼は行いの具わった

人である。

上にも下にも横にも中央にも、およそ苦しみの報いを受ける行為を回避して、よく知

り尽くして行い、偽りと慢心と貪欲と怒りと名色とを滅ぼし尽くし、得るべきものを得

た人、かれを‘paribbAjaka’と呼ぶ。
　これらは偈文の経典の常のように、遍歴者を理念的なものに置き換えて説明したものとい

うことができる。

　［2-5］また原始仏教聖典のあるものにはサンジャヤが遍歴者とされている。しかしなが

らサンジャヤは六師外道の１人であって大きくは沙門と括られ、バラモン教の枠組みの外に

ある宗教者・思想家であると考えられているから、これをも‘paribbAjaka’というのは、
ニガンタ派の修行者は「ニガンタ」と特別の呼称を持って呼ばれ、バラモン教の林住者は

「螺髻梵志（jaTila）」と呼ばれるから、これら以外の沙門宗教やバラモン教の宗教者一般

をひろく呼んだものと理解され、それが「外道の‘paribbAjaka’（aJJatthiya paribbAjaka）」

ということば（1）に象徴的に表れていると解釈することができるであろう。
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　また Vinaya（BhikkhunI）PAcittiya 028（vol.Ⅳ　p.285）の「いかなる比丘尼も、在家者や

遍歴者の男女（paribbAjakassa vA paribbAjikAya）に沙門の衣を与えれば、波逸提」という

規定や、同じく PAcittiya 046（vol.Ⅳ　p.302）の「いかなる比丘尼も、在家者や遍歴者の男女

（paribbAjakassa vA paribbAjikAya）に自ら手で食を与えれば、波逸提」という規定に現れ

る‘paribbAjaka’‘paribbAjikA’も、そのような意味で用いられているものと思われる。
（1）MN.150Nagaravindeyya-s.（頻頭城経　vol.Ⅲ　p.290）、SN.012-024（vol.Ⅱ　p.032）、

SN.012-070（vol.Ⅱ　p.119）、AN.003-007-068（vol.Ⅰ　p.199）、AN.003-010-092
（vol.Ⅰ　 p.240）、AN.007-004-039（vol.Ⅳ　 p.034）、AN.007-004-040（vol.Ⅳ　  
p.037）、AN.009-001-001（vol.Ⅳ　 p.351）、AN.010-003-027（vol.Ⅴ　p.048）、
AN.010-010-093（vol.Ⅴ　   p.185）、 UdAna 002-004（p.012 ）、 UdAna 004-008

（p.043）、UdAna 006-010（p.072）、

　［3］上述のように、ヒンドゥー教系の文献における‘parivrAjaka’は、非常に厳格な生
活方法を持ち、ただ一人で一処不住の遍歴に明け暮れる宗教者であるが、原始仏教聖典に登

場する‘paribbAjaka’は集団生活をして、世俗の生活にどっぷりと浸った、きわめてだら
しない宗教者の群れということになる。いったいこの落差をどのように考えるべきであろう

か。考えられる理由の１つは、原始仏教聖典が編集された時代には法典類のいうような

‘parivrAjaka’はいまだ存在していなかったということであろう。確かに【論文6】の「原

始仏教聖典におけるバラモン修行者－－jaTila（螺髻梵志）と vAnaprastha（林住者）－－」

において指摘したように、原始仏教聖典に登場する螺髻梵志は法典のいう第三住期の「林住

者」に相当するから、明らかに原始仏教時代に「林住者」は存在したのであるが、上述のよ

うに原始仏教聖典に登場する‘paribbAjaka’は、法典のいう第四住期に相当する

‘parivrAjaka’に相応しないから、少なくとも原始仏教聖典に登場する‘paribbAjaka’は、

法典のいう‘parivrAjaka’ではないということになる。

　しかしそのもつ言葉の意味としては‘paribbAjaka’は確かに「遍く歩き回る」であるか

ら、原始仏教聖典の記述する‘paribbAjaka’の姿とは齟齬を有するのであるが、これはジャ

イナ教聖典のいうジャイナ教の修行者の遍歴と原始仏教聖典が伝えるニガンタ派の修行者像

の間にある齟齬とも関連するであろうから、後に改めて論じることにしたい。

　【6】原始仏教聖典中の偈文経典に現れる仏教の修行者

　［0］今までの各節に書いてきたことを簡単にまとめると次のようになる。

（1）釈尊も仏弟子たちも「遍歴」という言葉からイメージされるような、ただ一人で行

方定めぬ行雲流水のような一処不住の「遍歴」は行っていなかった。

（2）ジャイナ教聖典によるジャイナ教の修行者は、無所有という世界観・価値観を現実

に形として表す裸形とただ一人で一処不住の生活をする「遍歴」を行うべきものとさ

れていた。

（3）ヒンドゥー教系の文献における‘parivrAjaka’も、語義通りのただ一人で一処不住

の生活をする「遍歴」を行うべきものとされていた。
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（4）しかし少なくとも原始仏教聖典には、ニガンタと呼ばれるジャイナ教の修行者や、

パーリ語で‘paribbAjaka’と表される‘parivrAjaka’が、そのような意味の「遍歴」

をもっぱらとしていたようには描かれていない。

　そこでジャイナ教聖典やヒンドゥー教系の文献によるそれらの修行者像と、原始仏教聖典

が伝えるそれらの修行者像との落差をどのように理解するかが問題となるが、実はその落差

は仏教聖典自身の中においても見ることができる。すなわち一般には古い成立と考えられて

いる偈頌によって著された経典に現れる修行者と、今まで主に材料としてきた散文によって

著された聖典（1）に現れる修行者の間には、明らかに落差が認められるのである。「はじめ

に」に紹介した多くの学者たちが主張される、最初期には仏教の修行者も、ジャイナ教の修

行者やバラモン教の遍歴者と同じような遍歴を行っていたという通説の根拠は、この偈頌で

書かれた経典を根拠にされているのであろうから、この問題の結論を得るためには、これを

検討しないですますことはできない。そこで本節では、仏教の偈頌経典を材料として「遍歴」

を考えてみることにしたい。

　その仏教の古い成立とされる偈頌で書かれた経典とは、SuttanipAta、Dhammapada、

TheragAthA（以下 Therag.）、TherIgAthA（以下 TherIg.）、や SN.の「有偈篇」に含まれ
る偈頌、それにサンスクリット語で書かれたUdAnavargaなどである。その調査および訳文

の紹介に当たっては、岩波文庫に含まれる中村元博士の訳を活用させていただいた。

（1）ここで「経典」というのは経蔵に含まれた文献をいい、「聖典」というのは経蔵・律蔵の

両方を含めたものをいう。

　［1］以下には直接「遍歴」に係わる事項について言及されるもののみを調査する。なお

ここには pari-√vraj以外の語が用いられているものも、内容が「遍歴」を表すと考えられ

るような句であれば、資料の中に含めた。

　［1-1］おそらく仏教学者たちが最初期の仏教の出家修行者は沙門として、一人で遍歴を

行っていたとされる証拠として考えられている文章は次のようなものである。

愛欲の貪り (kAma-rAga) を去るために、比丘は気をつけて遍歴すべき（paribbaje）で

ある。Therag.v.039、Therag.v.1162

飲食物と衣服と寝具を得る人は多くの敵を作る。尊敬のうちにはこの災いと大きな危

険があることを知って、無欲で遍歴せよ（paribbaje）。Therag.vs.153,154

ただ独りいて満足しているもの、彼を人は比丘と呼ぶ。食べる時も過度に飽食しては

ならない。比丘は腹を満たすことなく、適量を食べてよく気をつけて遍歴せよ

（paribbaje）。サーリプッタ長老の偈　Therag.vs.981~998

昔は髪を断ち、ただ一衣を着けて、ただ１つの衣をまとって放浪し（cariM）、……

善来具足戒によって出家してから、アンガとマガダとヴァッジとカーシとコーサラとを

往来して（ciNNA）、50年の間負い目なくラッタピンダ（raTThapiNDa）（1）を食した。

もとニガンタ派の修行者（purANanigaNThI）であったというバッダー（BhaddA）尼の

偈　TherIg.vs.107~110

私は 7年間遊行しました（cAri ahaM）。それでも安楽を得られなかったので、縄を

手にして林の中に入っていきました。その時私は解脱しました。TherIg.v.079~081
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私は村から村へ、町から町へめぐり歩こう（ahaM vicarissAmi gAmA gAmaM）。覚っ

た人を、また真理の優れた所以を礼拝しつつ。SuttanipAta v.192

この世の欲望を断ち切り（kAme pahatvAna）、出家して遍歴し（anAgAro paribbaje）、

欲望の生活の尽きた人、彼を私は婆羅門と呼ぶ。この世の愛執を断ち切り（taNhaM 

pahatvAna）、出家して遍歴し、愛執の生活の尽きた人、彼を私は婆羅門と呼ぶ。

SuttanipAtavs.639,640、Dhammapadavs.415，416、UdAnavarga 第33章　v.035

彼らはこれ（妻や子）をさえも断ち切って遍歴修行する (paribbajanti)。Dhamma-

pada v.346、UdAnavarga　第2章　v.006

比丘に対してなされる世の人々の尊敬のうちにはこの災いがあることを知って、無欲

で気をつけて遍歴せよ（parivrajet）。UdAnavarga　第13章　v.016

適当な量（の食物）を受けよ。常に清く生きるものであれ。その行いが親切で分かち

合い、なすところが巧みであれ。そうして喜びに満ち、心を落ち着けて比丘は遍歴せよ

（parivrajet）。UdAnavarga 第32章　v.006

我身見を捨て、比丘は気をつけながら遍歴すべきである（paribbaje）。SN.001-021
（vol.Ⅰ　　p.013）、SN.002-016（vol.Ⅰ　　p.053）
彼らはこれをさえも断ち切って、顧みることなく、欲楽を捨てて遍歴修行する

（paribbajanti）。SN.003-010（vol.Ⅰ　　p.077）
（修行者たちの）ある者はマガダに、ある者はコーサラに、ある者はヴァッジの地に

行った。わなにかからない鹿のように、比丘たちは定住所なくして逍遥する（aniketA 

viharanti）。SN.009-004（vol.Ⅰ　p.199）
　以上のように、確かに仏教の中でもジャイナ教の修行者やバラモン教の遍歴者が行うよう

な遍歴が勧められ、そしてそれを実修していた仏教の出家修行者がいたことは事実であった

ようである。

（1）この句が遍歴を表すものであろうことは【4】の［4-1］参照

　［1-2］ただしこれらの偈頌がたとえ成立が古いと考えられるとしても、偈頌で著された

経典の伝えるものが、釈尊在世中の最初期の修行者たちのあり方のみを表していると断定す

ることはできない。古いといってもそれは聖典の成立の新古であって、それが釈尊在世中の

早い時期に成立したということを意味するわけではないからである（1）。このことはその偈

頌経典自身の中に、

世間の主・最上の人（ブッダ）が世にましましたときには、諸々の比丘たちの振る舞

いは今とは異なっていた。今では（昔とは）異なっているのが認められる。Therag.

v.921

というような、すでにこの聖典が釈尊の入滅されて以降に編集されたということを物語る句

が存在することから明かである。しかしその内容の一部を紹介しておくことは無駄ではない

であろう。これには昔の修行者と今の修行者の違いとして、続けて次のようにいう。

衣を以て寒風を守ること、恥ずべきところを蔽うだけのことはした。適量のものを受

用し、縁にしたがって得たもので満足していた。v.922

ただ生きていくために食べた。v.923

生命を保つための必需品や、医薬や、その他の必要なものに対して強く欲求すること
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はなかった。ただそれらが煩悩の汚れを滅ぼし尽くすようにと願っていた。v.924

森の中では樹下で、岩窟や洞窟の中で、遠ざかり離れることに専念していた。v.924

そのような長老は亡くなってしまった。今やそのような人々はわずかである。v.928

勝者の教えが滅びる。v.929

彼らは財と妻子を捨てて家を出ていったのに、一椀の食を請うためにさえもなしては

ならないことをなすのを習いとしている。v.934

腹が膨れるほどに食べて、背を下にして臥している。目が覚めると雑談している。師

の禁じられたことであるのに。v.935

職人の技術を習得するが、それが沙門としての目的（sAmaJJattha）なのである。

v.936

塗料とか油・水・臥具・食物を在家に贈って、（返礼として）ますます多くを得よう

としている。v.937

生計を立てるために多くの財を蓄える。v.941

会議（parisA）を開くが、業務を作り出すためであって法のためではない。他人に法

を説くが利得のためである。v.942

剃髪し、重衣を纏っているが、修行に努めないで、利得や供養を得るためにうつつを

抜かしている。v.944

　また阿難のものとして、次のような句も残されている。

友が世を去り、師も逝去されてしまった者にとっては、もはや身体に関して心がける

ことほどの友は存在しない。昔の人々はすでに去り（ye purANA atIte te）、新しい人々

は私となじまない（navehi na sameti me）。今日、私は、ただ一人思いにふける。雨

のために巣ごもりする鳥のように。Therag.v.1035~1036

　この句は『涅槃経』をベースにしたものであって、これも釈尊滅後のことを物語っている

わけである。

　また

（神の子ジャントゥの言葉）ゴータマの弟子であった昔の比丘たちは、安楽に暮らし

ていた（sukhajIvino pure AsuM bhikkhU gotama-sAvakA）。求める心無く食を乞い、

……（ところが今の比丘たちは）村の中で村長が税を取り立てるように、自らを悪人と

なして食べては、食べては、横になり、他人の家の富に心を奪われている。サンガに合

掌をなし、私はここに或る人々を（idh-ekacce）敬礼する。SN.002-003-005（vol.Ⅰ　 
p.061）、SN.009-013（vol.Ⅰ　  p.204）

という句も存する。

　このように偈頌経典の中に記されている内容が釈尊在世中の早い時期の事柄のみを物語る

とは考えられないが、仏教の修行者の中にも遍歴を行うものもいたであろうことや、傾向と

してはだんだんと安きに流れることになったであろうことは十分に推測されうる（2）。

（1）このような通説の主唱者は中村元博士であるが、博士は次のようにいわれている。ジャイ

ナ教聖典や原始仏教聖典のうちで、理想の修行者を「バラモン」と呼んでいる部分は、マウ

リヤ王朝以前に作られたものである。その理由はメガステネースの『インド見聞記』、アショー

カ王碑文その他マウリヤ王朝時代の諸碑文によると、サマナとブラーフマナとは、つねに対
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比的に上げられているから。「中村元選集［決定版］第 10巻」『思想の自由とジャイナ教』

p.350　釈尊または仏をヤッカと呼んでいるガーターはマウリヤ王朝時代までに、遅くとも

シュンガ王朝以前に成立したものであり、これに反して恐ろしい姿の夜叉の記述はおそらく

シュンガ王朝以後になって成立したものであろう。「中村元選集［決定版］第 10巻」『思

想の自由とジャイナ教』p.353

（2）散文聖典にも次のようなものがある。摩訶迦葉は王舎城竹林栗鼠養餌所におられる釈尊を

訪ねた。釈尊は摩訶迦葉に「諸比丘を教誡し、法話をなせ、私かあるいは汝が教誡し、法話

しなければならない」と言われた。摩訶迦葉は「今は説くに難しい状態です。彼らは教えを

素直に受け取らないでしょう」と答えた。釈尊は「昔は阿蘭若住・乞食・糞掃衣 ･･ 三衣 ･･

少欲知足を讃嘆する比丘がいたが、今はこれを讃嘆しない比丘や、著名となって衣・鉢・食

を得たいと考えている年少比丘がいる」と説かれた。SN. 016-008（vol.Ⅱ　p.208）
　　　摩訶迦葉は舎衛城東園鹿子母講堂での坐禅から覚め、祇樹給孤独園におられる釈尊を訪ね

た。釈尊は摩訶迦葉に「私は常に諸比丘のために説法 ･･ 教誡しているから汝がなせ」と言

われた。摩訶迦葉は「今諸比丘難可爲説法教誡教授。有諸比丘聞所説法。不忍不喜」と答え、

「世尊是法根法眼法依。唯願世尊爲諸比丘説法。諸比丘聞已當受奉行」とお願いした。世尊

は汝がために説くとして、「昔は阿練若住・乞食・糞掃衣 ･･ 少欲知足を讃嘆する比丘がい

たが、今はこれを讃嘆しない比丘や、財利・衣被・飮食・床臥・湯藥を得たいと考えている

年少比丘がいる」と説かれた。『雑阿含』1140（大正 02　p.301 上）

　　　摩訶迦葉は舎衛国旧園林毘舎　講堂での禅定から起ち、祇樹給孤独園におられる釈尊を訪

ねた。釈尊は摩訶迦葉に「私は常に諸比丘のために教授している。汝もそのようになせ」と

言われた。摩訶迦葉は「是諸比丘。不能受語。難可教授」と答え、「世尊是法根本。是法之

導。法所依憑。善哉世尊。願爲敷演。我聞語已。至心受持」とお願いした。釈尊は汝がため

に説くとして、「昔は阿練若住・乞食・糞掃衣 ･･ 少欲知足を讃嘆する比丘がいたが、今は

これを讃嘆しない比丘や、衣服・湯藥・床敷・敷臥具・四事豐饒を得たいと考えている新学

比丘がいる」と話された。『別訳雑阿含』115（大正 02　p.415 下）

　［2］以上のように偈頌で著された経典の中には、遍歴修行を行う仏教の修行者がいたこ

とが知られるが、しかしながら同じ古いとされる経典の中には同時に、遍歴修行とは相いれ

ない趣旨の文章も数多く見いだされる。

　［2-1］「遍歴」するという言葉よりも、ぬしろ「住む（viharati, vasati）」という言葉

の方が絶対的に多い。その住む場所別に資料の一例を挙げておく。

　庵（kuTi）：私はアンジャナー林に入り込んで、庵を造って（kuTikaM katvA）こもった

（ogayha）。Therag.v.055（1）

　僧院（vihAra）：私は具足戒を受けて、釈尊にお目にかかり、僧院（vihAra）の中で共に

住んだ。尊き師は夜を多くは屋外で過ごされた。時を過ごす仕方をよく知っておられる

師は、その時僧院（vihAra）の中に入られた。ゴータマは重衣を敷いて、臥床を設けさ

せた。Therag.vs.365（2）

　阿蘭若（araJJa,vana, vanasaNDa）：ブッダによって善来比丘で具足戒を受け、そこで

私は独りで阿蘭若に住んで（araJJasmiM viharanto）、師のことばを実行した。

Therag.vs.625,626（3）

　洞窟（bila, girikandara, pabbatakandara）：私はひとりで恐ろしい洞窟（bila）に住んで

いる（viharato）。Therag.v.189（4）
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　村（gAma）：私の身体は村に住んでいるが（gAme me vasati kAyo）、私の心は森

（araJJa）に行ってしまった。私は疲れて臥しているけれども、そこへ行こう。

Therag.v.014（5）

　このように偈頌による経典においても「住する」とする句はたくさんあるのであるが、こ

のなかで「住する」と訳した‘viharati’という言葉には、‘divAvihAra’のように午後の

一時的な休憩を表すときにも用いられるので、特に「阿蘭若に住する」は「阿蘭若において

禅定する」という意味も強いように思われる。おそらくこの場合には、生活のよりどころは

僧院にあったものと思われる（6）。

（1）他に Therag.vs.056~060（ただしこれはそれぞれ別の上座の偈である）など。

（2）他に Therag.v.385。ただしこれは屋外にいるのは寒いだろう、だから僧院の中に入りなさ

いという、魔王の言葉である。おそらく僧院の中の屋外で禅定しているといるのであろう。

（3）他に、Therag.vs.62,435~6,537,602,625~6,1118~1124,1146~1167、UdAnavarga　

第 23章　vs.001~002、SN.001-001-009（vol.Ⅰ　 p.004）、SN.001-001-010（vol.Ⅰ　 
p.005）、SN.001-004-008（vol.Ⅰ　 p.029）、SN.007-002-008（vol.Ⅰ　 pp.180̃1）、
SN.009-の一連の経

（4）他に Therag.vs.540,1091 など。

（5）他に、Therag.v.234、Dhmp.vs.098、099 など。「森や林にいて、蚊や虻に刺されなが
らも、出家した目的を達成した。どうして叢林に住む必要があろうか（ kiM me 

sandavihArena）」というような句もある。Therag.vs.684~688
（6）住処の網羅的な調査に早島鏡正『初期仏教と社会生活』（岩波書店　昭和 39年 6 月）の第

1編「原始仏教における臥坐所の研究」がある。参照されたい。

　［2-2］また次のように遍歴に否定的な句さえ存する。

出家の生活は困難であり、それを楽しむことは難しい。在家の生活も困難であり、家

に住むのも難しい。心を同じくしない人々と住むのも難しい。旅に出ていくと苦しみに

会う（dukkhAnupatit' addhagU）。だから旅に出るな（na c'addhagU）。また苦しみに

会うな。Dhammapada v.302

　［2-3］また偈頌経典の中には、次のようなサンガの中で生活し、またサンガの中で修行

すべきであるとする句も存する。まず偈頌経典に登場する仏教の修行者がサンガの中で生活

していたことを物語る句を紹介する。

サンガの所有である衣や飲食物を軽んじてはならない。臥処を探して実行せよ。

Therag.v.228

高い台地の上の木陰でブッダが経行されているのを見て敬礼した。ブッダは比丘サン

ガを見渡して（bhikkhusaMghaM viloketvA）、次のようにいわれた。アンガ国とマガ

ダ国の人々は幸せだ。これらの布施をこのソーパーカ（SopAka）が受けてくれるのだ

から。ソーパーカよ、今日から以後、会いたいと思う時に私に会いに来なさい。これが

あなたの具足戒である。生まれて7歳で私は受戒することができた。Therag.v.480~

486

よい友のいる比丘は来世で悲しむことがない。その人がサンガに対して清らかな心を

保ち（saMgho pAsAdo yssa' atthi）……人々は彼のことを「賎しくない（adaLidda）」

と呼ぶ。Therag.v.508

僧園の通路の小屋に（saMghArAassa koTThake）立っていた。そこへ釈尊が来られて、
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私の手を取って僧園の中につれて行かれた（saMghArAmaM pavesayi）。チューラパン

タカの偈　Therag.v.558~9

もしも楽しく生きようと欲するならば、比丘のつとめを注視して、サンガの所有であ

る衣や飲食物を軽んじてはならない。UdAnavarga　第13章　v.011

　次はサンガの中で修行すべきであるとする句やサンガの生活を積極的に評価する句である。

新たに出家した新参者は、怠らずに生活しているよい友達と交わるべきである。新た

に出家した新参者は、サンガの中に住みながら（saMghasmiM viharaM）聡明に戒律

（vinaya）を学ぶべきである。Therag.vs.249~250

諸々の仏の現れたまうのは楽しい。正しい教えを説くのは楽しい。サンガが和合して

いるのは楽しい（sukhA saMghassa sAmaggI）。和合している人々がいそしむのは楽し

い（samaggAnaM tapo sukho）。Dhammapada v.194

仏が現れるのは楽しい。正しい教えを説くのは楽しい。サンガが和合しているのは楽

しい。和合している人々が修養しているのは楽しい。諸々の聖者に合うのは楽しい。彼

らと共に住むのも常に楽しい。愚かな者どもに会わないならば、心は常に楽しいであろ

う。愚人と共に歩む人は長い道のりにわたって憂いがある。愚人と共に住むのはつらい

ことである。心ある人々と住むのは楽しい（dhIrais tu sukhasaMvAso）。親族と共に

住むように（jJAtInam iva samgramaH）。UdAnavarga　第30章　v.022~026

　しかしブッダが、「そなたは風病に悩まされているのに、人の住まない荒れ地である林や

叢に住しながら、比丘としてどうやっていこうとするのであるか」という質問に対して、

一致和合している仲間の修行者を見て（samagge sahite disvA）、私は森（kAnana）の

中で住みましょう。Therag.v.353

という比丘があったともしているし、サンガに住するのは次善策であったとするものもある。

孤独で座臥することを習え。煩悩の束縛からの離脱を行え。もしそこに楽しみを見い

だしえないならば、己を守り、よく気をつけながら、サンガの中に住め（saMghe vase）。

Therag.v.142

　［2-4］また偈頌経典の中には、優れた友と共に励むべきだという内容の句も多く存する。

怠け者を避けよ。離れて住む尊い人たち、熱心に瞑想に努める人たち、常に精を出し

て勤める聡明な人たちと共に住むべきである（sahAvase）。Therag.v.147,148

悪友どもを避けて、最上の人々と交わるべきである。怠け者と交わっているならば、

立派に生きている人でも沈む。怠け者を避けよ。離れて住む尊い人たち、熱心に瞑想に

努める人たちと共に住むべきである。Therag.v.264~6

自らは清きものとなり、互いに思いやりを以て、清らかな人々と共に住むようにせよ

（saMvAsaM kappayavho）。聡明な者どもが共に仲良くして、苦悩を終滅せしめるで

あろう。SuttanipAtav.283

心ある人と共に住むのは楽しい、親族に出会うように（dhIro ca sukhasaMvAso 

JAtInaM va samAgamo）。よく気をつけていて、明らかな智慧があり、学ぶところ多

く、忍耐強く、戒めを守る。そのような立派な聖者・良き人・叡知ある人に親しめよ。

Dhammapada vs.207~208

　またUdAnavarga　第 25章は「友」と称する章である（mitravarga）であって、この中
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には次のような句が含まれている。

この世では自分よりも優れた人と付き合え。v.005

最上の優れた人々に近づき仕える人は常に優れた境地に達する。v.006

立派な人々と交わるならば、善いことが現れる。v.008

悪人と交わるな、善人と交われ。v.012

思慮ある人々と共に住むのは楽しい。親族と出会うようなものである。v.024

敏捷な人と交われよ。v.025

　［2-5］また偈頌経典の中で一人で遍歴すべきであるというのは、外形的な生活様式では

なく、内面的・倫理的な要請であるという面も存する。それは SuttanipAtaに収められてい

る「犀の角のようにただ一人歩め」という一連の句に典型的に現れている。そこには

仲間の中におれば、休むにも、立つにも、行くにも、旅するにも、常に人に呼びかけ

られる。他人に従属しない独立自由をめざして、犀の角のようにただ一人歩め。v.040

仲間の中におれば、遊戯と歓楽がある。また子らに対する情愛ははなはだ大である。

愛するものと別れることを厭いながらも、犀の角のようにただ一人歩め。v.041

といいつつも、同時に

もしも汝が賢明で共同し行儀ただしい明敏な同伴者を得たならば、あらゆる危難に打

ち勝ち、こころ喜び、気を落ち着かせて、彼とともに歩め。v.045

我らは実に朋友を得る幸せを誉め称える。自分よりもすぐれあるいは等しい朋友には

親しみ近づくべきである。このような朋友を得ることができなければ、罪過のない生活

を楽しんで、犀の角のようにただ一人歩め。v.047

というから、これら一連の偈頌が精神的な心構えとして、ただ一人歩むことを要請している

ことがわかる。

　［3］以上、SuttanipAtaや Dhammapada, Therag., TherIg., SN.の「有偈篇」に含まれ
る偈頌、UdAnavargaなどの偈頌経典をもとに仏教の修行者の遍歴について調査してきた。

ここには確かにこれ以前の節において用いた、律蔵や散文の経蔵に描かれていた修行者像と

確かに異なる部分があることは事実である。ジャイナ教やバラモン教の遍歴を調査した時に

も宿題として残しておいた同様の落差も含めて、偈頌経典と散文聖典の間に存する齟齬につ

いて考えてみよう。

　［3-1］まず、仏教の偈頌経典を調査したその結果として、２つのことがいえるであろう。

　第1には、偈頌経典には散文聖典とは異なって、仏教にもただ一人で行方定めぬ遍歴を行っ

ていた修行者が存在していたことが確認され、またそれを讃えるような文章も存在するとい

うことである。しかしそれをもとに釈尊在世中の最初期にあっては、それが仏教の修行者の

常態であったとすることはできない。なぜならそれら偈頌経典の成立は古いとしても、それ

らが必ずしも釈尊在世の最初期の有り様のみを物語るものでないことは、経典の中には釈尊

滅後の事柄なども含まれているからである。

　第 2には、そのような偈頌経典には同時に、遍歴修行を否定するような言葉や、サンガと

ともに僧院に住する修行者が存在したことをも記されており、むしろこの方が大勢を占め、

しかもそれを讃える文章も存在するということである。
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　このことから、偈頌経典においても、釈尊は仏教の修行者たる者はすべからく遍歴しなけ

ればならないとは考えておられなかった、ということが示されているといえるであろう。確

かに散文聖典がいうように、少欲知足を実践するためにはもし欲すれば遍歴修行も行われて

よいが、しかし一方では遍歴修行にはじっくりと禅定修行ができないという欠陥もあるので

あって、したがってサンガとともに僧院の中に住みながら、よき友と切磋琢磨して互いの向

上をめざし、できるだけ静かな場所で、ただ一人での禅定を行えというのが、偈頌経典の全

体的なトーンであるといってよいであろう。

　しかしながら、遍歴はともかくとして、その全体の空気としては、偈頌経典には頭陀行的

な色彩が強いことは否定できないであろう。また偈頌経典のいうところからも、釈尊在世中

の初期の時代から後期の時代に至ると、頭陀行者と呼ばれるうるような修行者がだんだん少

なくなって、安易な生活で満足する傾向となってきたということは推測される。しかしなが

ら厳格な頭陀行を主張した提婆達多の破僧事件は釈尊の晩年のことであり（1）、釈尊が入滅

されるまで摩訶迦葉は頭陀行を行っていたということも忘れてはならない。

（1）「モノグラフ」第 11号に掲載した【論文 11】「提婆達多（Devadatta）の研究」を参照

されたい。

　［3-2］また釈尊時代の仏教の修行者の本来のあり方なり実態なりを偈頌経典にのみ求め

るという傾向も反省されるべきであろう。

　散文で書かれた聖典の大きな柱の１つには「律蔵」があって、これは現実の社会や出家修

行者の実態を土台とし、さまざまな問題が生じたときには、これを現実的に処理するという

立場で編集されている。要するにサンガが安定的に存続し発展することを目的として作られ

たものである。そしてもう1つは「経蔵」であって、これは出家修行者の端的にいえば悟り

という、究極的な目標を追求したものであって、理念的・内面的な側面が強いということが

できるであろう。要するに一人一人の出家修行者がいかに生きるべきかということに関する

教えを集めたものである。

　言葉を換えていえば「律蔵」は法律文書としての「律」を集めたものであり、「経蔵」は

人生訓としての「戒」を集めたものということができる。そして「経蔵」の中の偈頌経典は、

この傾向がもっとも典型的に現れたものとすることができる。

　したがってこのような傾向にある偈頌経典が頭陀行的なものを強調するのは、「望まれる

修行者像」としてであって、必ずしも「現実の修行者像」を反映しているものはではないと

いわなければならない。

　［3-3］ところで宿題となっていたのは、ジャイナ教聖典やバラモン教聖典がいう修行者

のあり方と、原始仏教聖典が描き出すそれらの修行者のあり方に大きな落差があるのはなぜ

かということであった。もちろんその１つは、外部から批判的に見るものと、内部から護教

的に見る立場の違いであろうが、実は上記のようなことも反映しているのではないかと考え

られる。すなわち、ジャイナ教の修行者やバラモン教の遍歴者の遍歴のあり方を調査した材

料であるジャイナ教聖典やヒンドゥー教聖典も実は偈頌で書かれたものであって、それは

「望まれる修行者像」であるが、原始仏教聖典が伝えるそれらの修行者像は「現実の修行者

像」であったのではないかということである。原始仏教聖典が伝えるものがあながち荒唐無

稽なものでないことは、ジャイナ教聖典自身のいうその教えと、原始仏教聖典が伝えるニガ

遊行と僧院の建設とサンガの形成

82



ンタ派の教えは、まさしくぴったりと重なるほど一致することが雄弁に物語っている。

　また「律蔵」はパーリ律やその他の漢訳律が 5つもありながら、基本的なところではその

間に齟齬がないのは、法律に相反する規定や矛盾があっては法律の役割を果たすことができ

ないからであるが、ジャイナ聖典や婆羅門の法典類の中には、それ自身の中にさまざまな説

があって、１つの統一したイメージを形成することが難しいのは、さまざまな時代にさまざ

まな経過で成立した種々雑多な文献を含んでいると同時に、それは法律文書ではなく、望ま

しい修行者像が書かれているのであるから、必ずしも首尾一貫していなければならないとい

うことはないからであろう。

　

　［4］もっとも通説のいう最初期の仏教の修行者は遍歴を行っていたという「最初期」は

釈尊在世中をさし、したがって「後期」は釈尊滅後を意味させている場合があるかも知れな

い。しかしながらもしそうだとすれば、現在まで伝えられている原始仏教聖典の伝えるとこ

ろ、あるいは少なくとも散文の聖典の伝えるところは、すべて釈尊滅後の有り様を記したも

のということになる。

　しかしもしそうとするなら、後に論じる仏教の基本思想である「中道」説や、「三宝帰依」

というすべての仏教の出家者を「釈尊のサンガ」に収斂する理念や、各地に存在した組織的

な「仏弟子たちを上首とするサンガ」の形成やその運営方法、本論では取り扱わないが釈尊

の中心教説とされる四諦という教えなどは、すべて釈尊ご自身の業績ではなく、釈尊滅後の

弟子たちの功績ということになってしまう。要するに釈尊の教えは偈頌経典の中に散在する

断片的なもの、あるいは素材のみであって、体系化したのは後世の仏弟子たちの功績であっ

たとするならば、今私たちが考えている仏教は、ほとんどが「仏」の教えではなく、したがっ

て「仏教」ではなくなるといわなければならない。

　しかしもし今ここに上げた主に散文聖典に説かれる世界観や教えが、釈尊自身の菩提樹下

の悟りの中に内包されていたものであったとするならば、やはりそれらは「遍歴」とは相反

するものであるから、「遍歴」は釈尊の中心的な教えとしては採用しなかったものといわな

ければならない。しかしこの基本的な世界観や教えについては第９節において改めて考える

ことにしたい。

　［5］以上仏教の修行者の遍歴について、原始仏教聖典や偈頌経典の記述をもとに調査し

てきた。その結論は、仏教においては釈尊自身もその弟子たちも定住が主な生活形態であっ

て、その間に「遊行」は行ったが、「遍歴」は行いたいものが行えばよいという扱いのもの

であったということである。したがって、釈尊在世の最初期においては遍歴していた修行者

たちが、僧院が建設されるようになって、定住の集団生活が始められ、それによってサンガ

も形成されたという、その前提は成り立たないということになる。

　また視点を変えれば、そのような通説によれば、僧院の建設も、サンガの形成も外的要因

によって自然偶発的に起こったということになるであろうが、筆者は僧院の建設もサンガの

形成も、釈尊の基本的な世界観・価値観の中から意図的になされたものであったと考えるの

で、次にこれを論じたいと思う。
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　【7】僧院の建設

　［0］本節では、仏教において精舎がどのようにして建設されるようになったのか、釈尊

はそれをなぜ許され、そしてそれは何時ごろのことであったのか、などを考えてみたい。

　

　［1］「律蔵」の臥坐具　度によれば、精舎建設が許された因縁は次のようであったとさ

れている。

　［1-1］『パーリ律』は

その時世尊は王舎城の竹林迦蘭陀迦園に住されていた。その時世尊はまだ比丘たちの

ために臥坐処（senAsana）を制されていなかった。そこで比丘らは阿蘭若処（araJJe）・

樹下（rukkhamUle）・山中（pabbate）・洞窟（kanadarAyaM）・山洞（giriguhAyaM）・

塚間（susAne）・山林（vanapatthe）・露地（ajjhokAse）・藁積（palAlapuJje）の処々

に住し（viharanti）、時間になると（kAlassa eva）阿蘭若処・樹下・山中・洞窟・山

洞・塚間・山林・露地・藁積の処々から出てきていた。

　その時王舎城に長者があって、比丘らを見て信仰心を起こし、比丘らに言った。

「もし私が僧院（vihAra）を作らせれば、私の僧院に住してくださいますか

（vaseyyAtha me vihAreru）」と。比丘らは「世尊は未だ僧院を許されていない」と答

えた。長者はそれでは世尊に問い合わせてくださいというので、世尊にこの旨を告げる

と、世尊は「比丘らよ、五種の房舎（paJca lenAni）を許す。僧院（vihAra）・平覆屋

（aDDhayoga）・殿楼（pAsAda）・楼房（hammiya）・地窟（guhA）である」といわ

れた。Vinaya（vol.Ⅱ　p.146）

　他の漢訳もほぼ同じであるが、比丘らが住していたところのみを記せば、

『四分律』（大正 22　p.936 下）：（耆闍崛山の）在山窟中・水辺・樹下・石辺・若草上

『五分律』（大正 22　p.166 中）：阿練若処・山巌・樹下・露地・塚間是我住処

『十誦律』（大正 23　p.243 上）：山巌・竹林・樹下

とする。

　このように比丘たちの住していたところを、ここでは山中・山巌・洞窟などとされるので

あるが、これはこの舞台が周りを山に囲まれているというロケーションにある王舎城である

という特殊事情であって、アンガを除けば釈尊の活動されたヒンドゥスタン平野には、他に

このような場所はない。

　［1-2］ところで通説ではこのような記述をもって、仏教の比丘らは最初期は遍歴をして

いたとする。しかし山中・洞窟・山洞・山林・山巌などは一処不住の遍歴にとっては必ずし

も適当な場所ではなく、それに適するのは【4】の［2-3］にも書いたように、作業場、集会

所、水を置く小屋、市場、工場、藁小屋、旅行者のための家であるとしなければならない。

ここに描かれた比丘たちは山中・洞窟・山洞・山林・山巌を「臥坐処」として、「時間にな

ると（kAlassa eva）」そこから王舎城の町に乞食に来ていたのである。

　このように僧院が建設される前には確かに比丘らは阿蘭若処や樹下などに住していたので

あるが、しかしそれは「遍歴」していたことを示すわけではないことを注意しなければなら
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ない。

　［1-3］これに続いて『パーリ律』は、許しを得た長者（『十誦律』は跋提居士）は「1

日にして60 の精舎を建設した（ekAhan' eva saTThiM vihArepatiTTHApesi）」とし、『四分

律』は「耆闍崛山において六十の別房を作った」とし、これを聞いた瓶沙王は迦蘭陀竹園に

大講堂を作り、檀越らが楼閣舎・毘摩那房・種々の房を作ったとし、『五分律』は「其の日

をもってして六十房舎を造った」とし、『十誦律』は高広に厳好し雑色もて彩画された諸房

舎を作ったとする。

　『パーリ律』や『五分律』がいうように、そして『四分律』も本来の伝承はそうであった

と思われるのであるが、おそらく長者は1日に60と表現されるような多くの僧院を作った

のであろう。したがってそれらはおそらくは掘っ立て小屋のようなものであったものと考え

られる。『パーリ律』はすでにその時に、釈尊は僧院・平覆屋・殿楼・楼房・地窟（1）など

を許可されたとしているが、これは四依法の「樹下座」の「余得」として上げられるもので、

他の漢訳律はこれには言及しないから、これは後に挿入されたものであろう。また『四分律』

が瓶沙王などが竹林園に大講堂や楼閣舎・毘摩那房・種々の房などを作ったというのは、さ

らに後になってからのことであろう。

（1）これらがどのような建造物であったかについては、佐々木閑『出家とはなにか』（大蔵出

版　1999.9）p.109 以降に詳しい考察がある。

　［2］ところで長者はどのような理由で僧院を寄進しようと考え、釈尊はどのような理由

でこれを受けられたのであろうか。

　［2-1］この部分の記述にはそのようなことを示唆するものは含まれていないが、おそら

く長者は毎朝毎朝山の中から王舎城の町中に降りて来て乞食する比丘らの姿をみて、単純に

その不便さを解消するために申し入れたのではなかろうか。したがってどの律にも明示され

ているわけではなく、また『四分律』は耆闍崛山にというのであるが、長者が60の房舎を

作った場所は、おそらくはすでに寄進されていた竹林園であったものと考えられる。耆闍崛

山など王舎城の周りの山では、屋根のある住まいを建てることができたとしても、乞食には

従前通りに不便であったであろうからである。

　［2-2］それではなぜこのような問題がこれまでに起こらなかったのかといえば、ウルヴェー

ラー時代の「仏を上首とするサンガ」のメンバーは主に三迦葉の弟子たちであって、彼らは

すべて螺髻梵志（jaTila）であり、螺髻梵志は「モノグラフ」第7号に掲載した【論文 6】

「原始仏教聖典におけるバラモン修行者── jaTila（螺髻梵志）と vAnaprastha（林住者）

──」において考察したように、アーシュラマ（assama）と称される特定の地域に、銘々

がすでに自分たちの草庵（paNNasAlA）を作って住んでいたのであるから、住居には困らな

かったのであろう。しかもかれらはばらばらに住していたとしても、一定の居住地区（アー

シュラマ）で集団をも形成していたのであるから、釈尊が集団を指導する際にそれほど困難

は感じなかったのであろう。

　ところでこの三迦葉の弟子たちは総計で 1,000人であったとされるようにかなりの大集団

であって、この大集団がそのまま王舎城に移住してきたのであるから、雨露を防ぐ住処を確

保することが難しく、そこで王舎城周辺の山間地にばらばらに住することになったのであろ

遊行と僧院の建設とサンガの形成

85



う。

　この後にさらにサンジャヤの弟子であった舎利弗・目連とその 250人の仲間たちが釈尊の

弟子となった。彼らを『パーリ律』は‘paribbAjaka’とし、『四分律』や『五分律』はサ

ンジャヤを「梵志」とし、『根本有部律』は「教師」とするが、彼らも集団生活をしていた

ように描かれている。そしてその場所を『五分律』は王舎城中の那羅陀という邑であったと

するが、『パーリ律』『四分律』は王舎城とするのみである。おそらく舎利弗は王舎城の近

隣の村落に住していて、王舎城に乞食に来てアッサジと出会い、縁起法頌を聞いてすぐさま

法眼浄を得たということになるのであろう。これを目連に伝えると、これも直ちに法眼浄を

得て、250人の仲間といっしょにサンジャヤに別れを告げて、竹林におられる釈尊のところ

に来て釈尊の弟子となったとされているから、彼らもまたもとの住処を捨て、新たな住処を

確保する必要が生じたのであろう。

　長者はそれを見かねたのであり、しかも財力があって、その上に竹林園というあつらえ向

きの建設地がすでにあったのであるから、自然の流れとしてここに精舎が建設されることに

なったものと考えられる。

　［2-3］それでは釈尊はなぜこれを受けられたのであろうか。それはこの頃に、新しく弟

子となった者は10年のあいだ和尚について仏教の修行者としての基礎を勉強しなければな

らないという和尚と弟子の制度が制定されたことと関係があるであろう。和尚（upajjhAya）

から子として指導を受け、父として和尚に仕えるべき弟子は「共住弟子（saddhivihArika）」

と呼ばれ、また和尚に何らかの支障が生じたときのその代りの指導者としての阿闍梨

（Acariya）の弟子は「内住者（antevAsika, antevAsin）」と呼ばれるように、弟子たちは住

み込みの徒弟のように、朝から晩まで和尚・阿闍梨と起居を共にするのであり、そのために

はただひとり住む草庵に代る、より大きななんらかの施設を必要としたであろう。

　そしてこの和尚と弟子の制は、すでに述べたように新参比丘たちの不行儀を咎める世間の

非難を回避するために講じられた措置であり、また仏教を安定的に発展させるためにも、ま

た仏道修行をする上からも必要であったからであって、したがって僧院の建設は、単なる生

活上の便宜のみでなく、このような内的要因によって建設されるようになったと考えるべき

であろう。したがってこの掘っ立て小屋のような「僧院（vihAra）」と、今まで螺髻梵志た

ちが住していたアーシュラマの「草庵（paNNasAlA）」との大きな相違は、後者が一人住む

ことを前提としたものであったに対して、前者が3，4人の共住が可能な程度の大きさをもっ

ていたであろうということである。

　また僧院の建設が許可された大きなもう一つの理由には、この和尚と弟子の制の制定と同

じ頃に授具足戒の制度が三帰具足戒から白四羯磨具足戒に改定され、これによってサンガが

形成されたということがあったであろう。白四羯磨は会議を行って集団の意思を決定するこ

とであって、そのためには何らかの施設を必要としたであろうからである。しかもそれはほ

どなく必要最低人数が10人以上と定められたから、より大きな施設が要求されることになっ

た。

　そしてさらにこの頃に制定されたであろう布薩の制にとっても（1）、大きな屋根のある施

設は必要であった。布薩はその界に住するすべての比丘が集まらなければ成立しないから、

おそらく王舎城などの大都会では、かなりの人数が集まったであろう。もちろん布薩は屋根
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のあるところでなければ行えないというものではなかったが、毎月2回、新月と満月の日に

催され、雨の日もあれば、雨期の時節もあるのであるから、屋根があるにこしたことはなかっ

たからである。

　そしてもちろんその根底には、釈尊自身や弟子たちの生活においては遍歴が常態ではなかっ

たということがあったことはいうまでもない。もし定住という基本的な生活形態がなければ、

僧院も建設されなかったであろうし、また白四羯磨具足戒の制も、布薩の制も制定されず、

またサンガも形成されなかったであろう。釈尊が遍歴という修行・生活形態を選ばれず、定

住を中心とされたのは、深いところでその世界観やそのめざす悟りの内容と結びついている

のである。

（1 ①）この頃に布薩の制が定められたと考える理由は、　布薩の制はすべての律が共通して、釈

②尊が王舎城におられた時に制定されたとすること、　全国に散在する「仏弟子たちのサンガ」

が形成されたということは、この時に同時に「釈尊のサンガ」が形成されたということにな

り、そのためには「仏弟子たちのサンガ」を「釈尊のサンガ」として釈尊のもとに統一する

③ために重要なシステムであった布薩の制も制定されていなければならないこと、　布薩は

「説戒」ともいわれるように、波羅提木叉を誦すことが行事の重要な内容であるが、おそら

くこのころに基礎的な波羅提木叉も制定されたと考えられること、などである。詳しくは

「モノグラフ」第 13号に掲載した【論文 14】「『釈尊のサンガ』論」を参照されたい。

　［3］それでは竹林精舎の建設はいつのことであったのであろうか。

　外的事実からいえば、それは釈尊が王舎城に移られ、ビンビサーラ王によって竹林園が寄

進された後であることは、60の房舎がビンビサーラ王によってすでに寄進されていた竹林

園に建設されたであろうことから明かである。そしてこの「臥坐具　度」では、この後に祇

園精舎の建設の因縁譚が続くのであるから、祇園精舎が建設されるよりも前ということにな

る。前述したように竹林園の寄進が成道10年であり、祇園精舎の建設が釈尊の雨安居地伝

承からいえば成道14年とされるから、竹林園に房舎が建設されたのは成道10年から14年

までの間ということになる。

　また前項で述べたように、竹林園に建設された竹林精舎が、和尚と弟子の制が制定され、

白四羯磨具足戒法や布薩の制が制定されたという内的必然性を加味すれば、それは成道12、

3年ということになるから、よりその時期は限定されることになる。

　［4］なお竹林精舎が建設された時期にはすでに多くの仏弟子たちが地方に派遣され、そ

こに留まって布教活動に従事していた。そして間もなく和尚と弟子の制や、白四羯磨による

具足戒制度が制定されてサンガが形成され、「釈尊のサンガ」を維持するためのシステムで

あった布薩の制も制定されたのであるから、王舎城に精舎が建設されると同時に、おそらく

各地方でも僧院が建設される動きが始まったものと考えられる。

　【8】サンガの形成

　［0］学界の一般的な見解は、僧院の建設に伴う集団的定住がサンガの形成を促したとい
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うことになっていることはすでに述べた。そしてそれは、「仏弟子の数が増加し、また厳し

い頭陀行に耐えられなくなった者を誘引するためにも、独住から共住の集団生活へ移行せざ

るをえなくなった」（1）というような論調に見られるとおり、サンガは外的偶発的要因によっ

て、あるいは堕落の結果として形成されたということになる。しかしながら果たしてそうで

あったのであろうか。この節ではこのことを検証してみたい。

（1）早島「最初期仏教の修行道」（『大倉山論集』第 29輯）pp.034~035

　［1］そもそも上記のような一般的な見解は「サンガ」というものをどのように理解して

いるかが問題である。サンガが成り行きによって自然に形成されたと考えることは、とりも

なおさずサンガを単なる「集団」と考えている証拠であるが、それは間違っているといわな

ければならない。

　［1-1］‘saMgha’という語は、saM「共に、一緒に、集まる」という意味を持つ接頭語

と、+√hR「運ぶ、持ってくる」という意を表す動詞からできた言葉であるから、「共に運

営する集団」を原義とする。この言葉は、釈尊時代には「商工業者の組合」とか、（君主制

ではない）「共和制の政体」をさすことばとして用いられていた。すなわちサンガ

（saMgha）という語は次の２つの内容を持つ言葉ということができる。

　（1）自然に形成された単なる集団ではなく、共通の目的を有する組織体としての集団で

あること

　（2）成員の意思が尊重される民主的な集団であること

　このように「サンガ」は、民主的に運営される組織的集団のことであるから、必然的にそ

の運営規則が伴わなければならない。いやむしろ運営規則が定められている組織的集団であ

るからこそ「サンガ」と呼びうるのである。そして仏教のサンガにとっては、この運営規則

を集めたものが、「経分別」と並ぶ律蔵を構成する２つの要素のうちの1つの「　度」であ

る。

　［1-2］そしてこの「律蔵」に規定される仏教のサンガのもっとも厳密な定義は、「羯磨

を行いうる状態にある比丘あるいは比丘尼の集団」ということができる。「羯磨を行いうる

状態にある」というのは、この羯磨を行う時点において、一定の区域を「界（sImA）」とす

ることを羯磨によって決定したその区域内に住している、羯磨に出席する権利を有する比丘

あるいは比丘尼のすべてが出席するかあるいは委任状を提出しており、出席する権利のない

者が出席していないということである。そして羯磨というのはサンガの意思を会議によって

決定する行為のことであるから、その議決要件も、議題の種類による議決の方法も細かく規

則として定められている。

　このように本来「サンガ」はすぐれて組織的なものなのであるが、この羯磨は通常１つの

地域において集団生活している比丘あるいは比丘尼のグループによって行われるから、慣用

的に、比丘・比丘尼の「生活共同体」を表す時にも用いられるのである。

　このようにサンガはゲゼルシャフト的な集団であって、ゲマインシャフト的な集団ではな

いから、決して仏教の出家修行者が定住的な集団生活を始めたことによって、自然形成的に

形成されたものではなく、仏教を安定的に発展存続させ、仏道修行に資するという目的のも

とに、自覚的に形成された組織的な集団であるという大前提を忘れてはならない。
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　［2］それではこのような意味をもつサンガは何時の時点に形成されたと考えるべきであ

ろうか。

　［2-1］それはすでに釈尊が遊行されたかということを検討した【1】において考察したよ

うに、運営規則をもつ組織的な正式のサンガは受具足戒が「白四羯磨」によって与えられる

制度が制定された時に成立したと考えるべきであろう。

　先に述べたように「サンガ」の厳密な定義は、「羯磨を行いうる状態にある比丘あるいは

比丘尼の集団」であって、したがって「サンガ」成立の時点は「羯磨」という集団の意思決

定方法が定められた時点と言い換えることができる。それではさまざまにある「羯磨」（1）

の始まりはいつかということになるが、それは羯磨に参加しうるサンガの成員を羯磨によっ

て決定するという白四羯磨具足戒法が制定された時以外には考えられない。要するに、羯磨

はその会議に出席して議決に参加できる資格規定がしっかりしており、その要件を満たした

者を成員として認定する制度が確立しているからこそ行いうるのであるから、構成員資格と

その入団規則の確立＝羯磨執行＝サンガの成立という三者は一体でなければならないという

ことである。我々が組織的な会を作ろうとする時には、まず会則の草案を作るが、その会則

にはまず会員資格が定められ、次に会議とその議決方法が定められるということを考えれば、

羯磨が会員の資格認定に相当する具足戒に適用される以前に、他のものに適用されるという

ことはあり得ないことが分かるであろう。

　ところで『パーリ律』は、はじめこの白四羯磨具足戒法を 2人（duvagga）あるいは 3人

（tivagga）による衆（gaNa）をもって行うこともあったので、10人もしくは10人を超え

る衆によって（dasavaggena vA atirekadasavaggena vA gaNea）行うべしと改訂されたと

している（2）。しかし『五分律』ははじめ4人から9人までで行うことがあったので十衆に

改訂されたとし（3）、『四分律』『十誦律』ははじめから十衆白四羯磨であったとする（4）。

　ところでこのように10人以上と定められた授具足戒羯磨と、おそらくこの後に制定され

たのであろうが、20人以上と規定される僧残罪の出罪羯磨以外は、その他のすべての羯磨

を行うに必要な最低人数は4人である（5）。このような通常の羯磨を行いうる4人以上とい

う規定がどのように制定されていったのかということはさらに詳しい検討を加えなければな

らないが、会議を開いて議事を決定する最低必要数は、議長＋3人というのはごく自然であ

るから、もともと不文律的に4人であったものが、後に規定化されたのかも知れない。この

ように考えると、『五分律』がいうように授具足戒羯磨も初めは4人以上の構成員によって

行われていたが、サンガ入団審査のような重要な議題はより慎重に、またより多くの人数の

同意を得た方が望ましいということで、10人以上を必要とするように改められたと考える

のが自然であろう。

　また『パーリ律』においては授戒羯磨を行う組織を saMghaとはいわずに gaNaとしてい

る。羯磨を行うのはサンガでなければならないはずであって、ここになぜ gaNaというのか

は悩ましい問題であるが、おそらく授具足戒羯磨は界に住している比丘あるいは比丘尼の全

員を出席させる必要はなく、特段の規定はないのであるが、おそらくこの重要な会議に出席

すべき比丘あるいは比丘尼は、例えば法臘10歳以上などという経験を積んだ者が望ましい

などと考えられたからではないであろうか。そのために授具足戒羯磨には「界」の中に特別
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に「戒壇（小界）」が設けられ、そこで行うことになっているのであって、その戒壇（小界）

の中で10人以上の「衆」によって行う白四羯磨は、羯磨を行いうる条件を満たしている、

すなわちサンガが成立していることになるのである（7）。

（1）羯磨はサンガとしての意思・行動を意味し、個人的な意思・行動は「業」と訳される。羯

磨には 101 あるとされる。失訳『大沙門百一羯磨法』（『十誦律』系統　大正 23　p.489

上）には、次のような羯磨が上げられているが、101 を網羅していないし、うまく整理され

ているとも言い難い。捨界羯磨、結内界羯磨、結外界羯磨、結不失衣（界）羯磨、僧伽婆尸

沙懺悔法、波利婆沙（別住）羯磨、波利婆沙磨那　羯磨、波利婆沙出罪羯磨、摩那　出罪羯

磨、本治羯磨、本治出罪羯磨、偸羅遮懺悔法、四悔過悔法、伽　那衣法、亡道人物羯磨、與

看病人衣物、狂癡羯磨、自恣羯磨である。

（2）vol.Ⅰ　　p.058
（3）大正 22　p.111 中

（4）大正 22　p.799 下、大正 23　p.148 中

（5）後に辺地においては授具足戒は 5人以上で行ってよいという規定もできた。

（6）普通専任講師以上の構成員によって行われる教授会が、例えば教授昇格を議題とするよう

な時にはその出席者は教授以上に限定され、その議決は当該学部の議決となるというな事例

に似ている。

　［2-2］上記のように運営規則をもつ組織的な正式の「サンガ」は、サンガを構成する比

丘（1）の資格を付与する手続きが羯磨によってなされるべきであるという白四羯磨授具足戒

規則が制定された時に成立した。しかしながらそれ以前に祖型としてのサンガはすでに形成

されていた。釈尊は仏弟子たちが仏教において出家修行する希望を有する者たちを、三宝に

帰依することを誓わせることによって、自分の弟子とすることを許されており、この時点に

すでに師と弟子によって構成される、筆者のいう「仏弟子を上首とする比丘サンガ」の原型

は形成されていたからである（2）。また釈尊が直弟子たちに仏・法・僧の三宝に帰依させる

ことによって彼ら自身の弟子を取ることを許されたということは、「釈尊のサンガ」への入

団許可権を直弟子たちに委ねられたということを意味し、したがって仏・法・僧の三宝に帰

依することをロイヤリティーとする「釈尊のサンガ」の祖型もすでにこの時点に形成されて

いたことになる。

　すなわち釈尊にははじめからすべての仏教の出家修行者たちを直接自分が指導する中央集

権的な組織を作り上げるという意思はなく、それぞれの集団はそれぞれが自主的に運営され

るべきであるという、基本的な方針を持っておられたということを意味する。したがってこ

の時点ですでに釈尊には、「釈尊のサンガ」は筆者のいうようなフランチャイズ・チェーン

店的な緩やかな組織体にするというイメージがあったということになる。

　しかしながらその時点では、比丘あるいは比丘尼として出家させるための、例えば年齢や

肉体的・社会的、あるいは両親の許可を要するなどの要件も、出家させてから師匠たる者は

弟子をどのように指導するべきかというシステムも定められていなかった。そこで仏弟子た

ちは恣意的・個人的な判断によって、本来は出家させるべきでないような人物を出家させた

り、出家させただけでその後の面倒を見ないなどという不都合が生じたので、世間から非難

が沸き起こることになった。そのために和尚と弟子の制度が制定され、それが白四羯磨具足

戒法の制定にも繋がって、その結果正式な「サンガ」が形成されることになったのである。

そしてそれと同時に正式な「釈尊のサンガ」も形成されたのであって、この正式な「サンガ」
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が形成された時には、この正式な「釈尊のサンガ」へのロイヤリティーは、これから徐々に

整備されていく経分別やサンガ運営の規則などを遵守するということに代えられ、三宝帰依

は沙弥・沙弥尼としての資格要件となったのである。そしてこの「釈尊のサンガ」たらしめ

るロイヤリティーたる規則の遵守をシステマティックに機能させるために、布薩や雨安居・

自恣の制などが制定され、遊行も慣習法化されたのである。

　このようにサンガはきわめて大きな構想のもとに作り上げられたのであって、たまたま僧

院ができて、そこで定住的な集団生活が始まったから形成されたというようなものではない

ことは明かである。また僧院建設という面からいえば、むしろ和尚と弟子の制が制定され、

白四羯磨具足戒法によってサンガが形成され、このサンガを運営していくためのさまざまな

羯磨や布薩などの行事を行う上から必要になったのである。

（1）後には比丘尼も許されたが、この時点では女性の出家は許されていなかった。詳しくは

「モノグラフ」第 10号に掲載した【論文 10】「MahApajApatIGotamIの生涯と比丘尼サン

ガの形成」を参照されたい。

（2）佐々木教悟氏の「仏教における僧伽の基本的理念について」（『仏教学セミナー』18　

1973.10.30）p.023 には、「五比丘の帰依があって、初めて仏教の僧伽が出現した」とい

う。

　［3］なおこれも通説化した見解といってよいであろうが、他の宗教の指導者が「サンガ

の主（saMghin）」「ガナの主（gaNin）」「ガナの教師（gaNAcariya）」といわれるように

（1）、原始仏教聖典においては他の沙門の集団も saMghaとか gaNaと呼ばれており（2）、釈

尊のサンガもそのような共通の基盤にあったものとされている。しかしながら他の沙門らが

集団生活をしていたとしても、これらはおそらく仏教のサンガのようなきちんとした運営規

則を有する組織的な集団ではない単なる集団であって、自然的に形成されたものであろう。

ジャイナ教にさえ、仏教がもっているような律蔵は存在しないからである。

　また仏典に出るアーラーラ・カーラーマやウッダカ・ラーマプッタの集団や、三迦葉の集

団、あるいは舎利弗や目連が所属していたとされるサンジャヤの集団にも、それが組織的な

ものであったと推測できる何の情報もない。

　確かにすべての弟子を釈尊自らが善来具足戒で弟子とされ、それらの弟子たちを釈尊が直

接に指導されていた時代の「仏を上首とする比丘サンガ」の原型や、そして三帰具足戒法や

十衆白四羯磨具足戒法が制定された以降の、釈尊のみに特権的に許された善来具足戒で弟子

を取られた筆者のいう「仏を上首とする比丘サンガ」は、そのような集団であったかもしれ

ない。なぜなら「仏を上首とする比丘サンガ」への加入許可は釈尊の意思一つによってなさ

れ、羯磨を行ってそのサンガの意思を決定するということもなく、したがって律蔵のサンガ

運営規則を超越したものであったからである。要するに「仏を上首とする比丘サンガ」は、

「仏弟子を上首とする比丘サンガ」とは性格を全く異にしていたのである。したがってこの

ような「サンガ」は、本来のサンガが有すべき、組織的な集団であるということと、民主的

に運営されるということの２つを有していないから、厳密な意味では「サンガ」ではなく

「ガナ」と呼ばれるべきであるが、しかしこのようなものも慣例的に「サンガ」と呼ばれて

いたのである（3）。

　なお余談であるが、六師外道などが saMghaとか gaNaの指導者であったといわれる以上、
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それらは仏教的な組織的サンガではなかったとしても、集団生活を送っていたのであろう。

そしてもしこのような情報の方を信頼するとするならば、ジャイナ教の修行者もけっしてた

だ一人での遍歴は行っていなかったということにもなる。おそらくその集団は、鹿野苑の初

転法輪によって5人の比丘が釈尊の弟子になったときに、『パーリ律』が「時に世尊は施物

を食しつつ、法を説いてその余の比丘を教誡教授された。3人の比丘は乞食に行き、その得

たところによって6人が住した」（4）といい、『四分律』が「時に 2 人が波羅　城に乞食に

行っているときには、世尊は3人のために説法して、2人が乞食して得たものを6人が共に

食し、もし2人に説法しているときには3人が乞食して、3人が得たところのものを6人が

共に食した」（5）というようなものであったのではないかと思われる。

（1）DN.02SAmaJJaphala-sutta（vol.Ⅰ　p.047 以下）
（2）（神の子アーコータカの言葉）パクダとカーティヤーヤとニガンタと、マッカリとプーラ

ナと、これらの人々は、ガナの師であり（gaNassa satthAra）、沙門としての境地に達した。

　　（神の子ヴェータタンバリの言葉）重んぜられていても、卑しい野干はやはり野干である。

クッタカという名の野干は、決して獅子と等しいことはあり得ない。裸で、偽りを語り、集

団の師となる。その行いは、いかがわしい。立派な人々に等しいものではない。

SN.002-003-010（vol.Ⅰ　  p.066）
　　　サンガを持ち、集団を保ち、集団の師として有名であり、名声あり、開祖で、立派な修行

者であると、多くの人々に認められている修行者・バラモンたちがいます。……六師外道　

SN.003-001-001（vol.Ⅰ　  p.068）
（3）仏がサンガに含まれるか否かは古来から問題となっている。『パーリ律』では提婆達多が

サンガの移譲を申し出た時に、「今や何もしないで現法楽住を専らとして住され

（appossukko dAni bhante bhagavA diTThadhammasukhavihAraM anuyutto viharatu）、

比丘サンガを自分に付嘱してください」（Vinaya「破僧　度」　vol.Ⅱ　p.188）と言った
とされ、コーサンビーの破僧比丘たちは「何もしないで現法楽住に住して安楽に過ごしてく

ださい（appossukko diTThadhammasukhavihAraM saMyutto viharatu）。この訴訟・討論、

争論・諍論は私たちのものですから」（Vinaya「コーサンビー　度」　vol.Ⅰ　p.337）と
言ったとされている。この「現法楽住」は仏をサンガのメンバーから一時的にはずすという

ことを意味するかも知れない。もしそうだとすれば、「仏を上首とするサンガ」も正規の意

味のサンガといってよいのかも知れない。

（4）p.013

（5）大正 22　p.789 上

　【9】仏教の基本思想との係わりにおける

　　　　　　　　「遊行」と「僧院の建設」と「サンガの形成」

　［0］以上、最初期の仏教の修行者は一処不住の遍歴を行っていたが、やがて精舎が建設

されたために集団的な定住が始まって、それがサンガの形成をもたらしたという通説に反論

するために、そもそも釈尊を含む仏弟子たちは、最初期から遍歴を常態としたことはなく、

僧院が建設されるまでは確かに草庵や樹下・洞窟などに住していたが、それは定住を原則と

したものであって、したがってジャイナ教の修行者やバラモン教の遍歴者と同様であったわ

けではないということや、それゆえ僧院の建設やサンガの形成は、そのような外的・偶発的
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な因縁によってもたらされたものではなく、内的・必然的な理由をもって意図的になされた

ものであるということを、主に原始仏教聖典の記述を実証的に検証する形で調べてきた。

　そこで最後に仏教が本来もっていたはずの基本的な思想との係わりにおいて、この問題を

考えてみることにしたい。

　［1］まずその第１は「中道」と遍歴との関係である。そもそも中道とは、

その時世尊は 5人の比丘たちに語られた。「比丘たちよ、これら二つの極端は出家者

によって親しまれてはならない。何が二であるか。すなわち諸々の欲において欲を楽し

み耽り溺れる（kAmesu kAmasukhallikAnuyogo）のは下劣であって卑賎であり、凡夫の

行じることであって尊くなく、義にも相応しない。また自ら疲労することに溺れるのは

苦しみであって、尊くなく、義にも相応しない。比丘たちよ、如来によってこれら二つ

の極端を捨てて、中道（majjhimA　paTipadA）が覚られた。これらは眼を生じ、智を生

じ、寂静に、悟りに、等覚に、涅槃に導く（saMvattati）。

それでは比丘たちよ、何が中道であるか。それは聖なる八正道（ariya aTThaGgika 

magga）である。すなわち、正見・正思・正語･正業･正命・正精進・正念・正定であ

る。比丘らよ、これが如来によってこれら二つの極端を捨てて覚られた、眼を生じ、智

を生じ、寂静に、悟りに、等覚に、涅槃に導く中道である。 Vinaya　vol.Ⅰ　 p.010（転法

輪経）他

というものであって、これは釈尊の最初の説法の内容であったとされている。その伝承がそ

のまま信じられないとしても、「中道」が釈尊の悟りに決定的な役割を果たし、これが仏教

の中心的立場になっていることは否定する者はいないであろう。

　釈尊やヴァルダマーナが活動し、バラモン教の中に林住者や遍歴者が生まれた頃のインド

社会には、輪廻と業を世界観の根底にもつ宗教者たちに共通するモラルがあり、それが「戒」

として形成されていた。その主なものは不殺生・不偸盗・不淫（在家者には不邪淫）・不妄

語（真実語）・欲望の抑制である。しかし欲望の抑制にはいろいろな立場があって、欲望を

全否定する「禁欲」と、欲望を抑制する「制欲」（少欲知足）と、欲望の部分肯定（性欲の

肯定）という3種に分類することができるであろう。第1の立場は必然的に苦行的な生活様

式を選び取ったが、その代表的なものがヴァルダマーナや後に四住期が成立したときに第４

の住期に位置づけられた遍歴者であった。また第３の立場は厳密には出家修行者といえない

隠居的な生活様式を取る螺髻梵志（四住期の第３住期の林住者）がそれに相当する。そして

第２の立場をとったのが釈尊であってこれが「中道」である。

　このように欲望に対する立場にはそれぞれの宗教者には独自の立場があったが、食欲を全

否定しては生存できないし、欲望の部分肯定は欲望の全肯定に結びつくという危険性もあっ

て、それぞれの立場はかなりの幅を有することになり、戒として示された「あるべき」姿、

「こうありたい」という姿とは異なって、現実にはジャイナ教徒にも、遍歴修行者にも、そ

して仏教の修行者にもさまざまな生活様式をとる宗教者が存在することになった。

　このようなさまざまな立場からすれば、「遍歴」は欲望を全否定する苦行に属する修行形

態であって、だから釈尊の世界観の根底にある「中道」とはなじまないものであり、したがっ

て釈尊が遍歴を第一義とされたということはあり得ないことであった。中道の立場からすれ
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ば、遍歴は行える者、行いたい者が行えばよいという位置づけであって、頭陀行的な修行を

原理主義的に行うことを主張した提婆達多を追放されたのも、同様の立場によるものであっ

た。

　［2］その第 2は仏教のめざすものは解脱であって、それを獲得するためにもっとも必要

なものは智慧であるということである（1）。そこで中道の説法にも、「これら（中道である

ところの八正道）は眼を生じ、智を生じ、寂静に、悟りに、等覚に、涅槃に導く

（saMvattati）」とされている。そして八正道の中においてもっとも重要なものは正見であ

り、これは真実であるところの四諦を「あるがまま」に見ることとされている。またこれを

異なる形で体系的に示したのが戒・定・慧の三学やこれに解脱と解脱知見を加えた五分法身

であって、これらはこの智慧を獲得するために絶対不可欠なものは禅定であるということが

示されているわけである。そしてこの禅定には生活を安定させることが必要であるから、そ

の前提として「戒」が立てられるわけであって、このような修行体系から考えても、遍歴や

苦行は智慧の確立には役に立たないということになる。

　一方のジャイナ教やバラモン教の遍歴修行者のめざすものも解脱であるということは同じ

であるが、しかしそれを得るための必要条件は、一切の業を滅するための欲望を全否定して

の「無所有」や「苦行」であって、それが典型的な形として現されたのが遍歴であった。要

するにこれらの修行者にとっては遍歴が解脱を得るための必須条件であったわけであるが、

仏教の修行者の解脱を得るための必須条件は智慧を獲得するための禅定であり、一人静かに

坐すべき禅定はむしろ遍歴とは相反するものであった。

（1）仏教は智慧を得ることを目的とする。しかしジャイナ教は苦行によって過去の業を滅し尽

くすことが目的となっている。断食死、餓死を尊ぶことに象徴的に表れている。彼らは無所

有であることが必須の要件であって、遍歴と裸形はそれを象徴的に示すのである。最後は解

脱であるとしても、現実的には苦行や断食が具体的な目標であったとすることができる。

『思想の自由』pp.271、300、366 参照

　［3］その第 3は仏教者の仏教者たる根底には仏・法・僧の三宝への帰依がなければなら

ないということである。仏教における出家はただ単に家や社会の束縛から脱するというだけ

ではなく、釈尊の教えのもとに出家してサンガの一員になるということであった（1）。「善

来比丘具足戒」の時代は釈尊の承諾を得なければならなかったし、「三帰依具足戒」の時代

は仏弟子の誰かを指導者として、仏・法・僧の三宝に帰依することが求められた。そして

「十衆白四羯磨具足戒法」が制定されてからは、和尚を定めて10年間はその元で修行し、

釈尊の定められた生活規定とサンガ運営規定を遵守することを条件に、サンガの許可を得な

ければならないということになった。その時には三帰依はその出家受戒とされたが、しかし

仏教のすべての修行者はまずは沙弥・沙弥尼とならなければならなかったのであるから、三

帰依は仏教の出家修行者としてのもっとも基本的な信条であるという位置づけは変わらなかっ

た。五比丘はすでに出家者として修行していたのであり、三迦葉も舎利弗・目連もすでに出

家していたが、釈尊の弟子になる時にはもう一度上記のような手続きを経て、仏教において

出家しなおさなければならなかったのであって、そこには釈尊とその教えに帰依すると同時

にサンガに帰依するということが含まれているのである。
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　そしてこのサンガに帰依するという基本的な姿勢が根底にあるからこそ、釈尊は釈尊の教

えにおいて出家修行したいという者を直接に指導する中央集権的な組織にはされずに、その

サンガ入団の権利を個々のサンガに委ねられたのである。

　そして釈尊は入滅の間際に、おそらく遺言のような気持ちで、比丘らに「比丘僧伽の七不

退法が守られる限りは、比丘らに繁栄が期待される」と説かれた（2）。七不衰法とは、①　比
丘らがしばしば集まり、多数集まること、②　比丘らが和合して集まり、和合してサンガの所
作をなすこと、③　未だ施設されないものを施設せず、すでに施設されたものは断じず、施設
された学処をそのまま行じること、④　サンガの父（ saMghapitar）、サンガの導主

（saMghaparinAyaka）を恭敬すること、⑤　比丘らが渇愛のために支配されないこと、⑥　比
丘らが阿蘭若の床座において念あること、⑦　未だ来ない同梵行者を歓迎し、すでに来た同梵
行者を安楽に住させることであって、「サンガ」はその成道から入滅に至るまで、仏道修行

の根幹に据えられていたというべきであろう。

　このように釈尊のイメージされ、構築されようとした仏教世界の中に「サンガ」は非常に

大きな位置を占めているといわなければならない。おそらくその根底には仏教の修行者たる

ものは、理想的な集団の中で錬成されるべきものであるという考えがあったのであろう。し

たがってこのようなサンガの概念は、ただひとりで一処不住の放浪を行う遍歴とは基本的に

相いれないというべきであるし、このようなサンガが僧院によって集団的定住が始まったか

ら自然偶発的に形成されたなどと理解することはできない（3）。

（1）「出家とは、もはや「家のない状態へと赴く」ことではなくなり、サンガという生活共同

体の成員となって、集団的生活を送ることを意味するようになる」石井米雄『上座部仏教の

政治社会学』p.016

（2）DN.016 MahAparinibbAna-s.（大般涅槃経　vol.Ⅱ　 p.072）、MahAparinirvANa-sUtra

（p.102）、長阿含 002「遊行経」（大正 01　p.011 中）、白法祖訳「仏般泥　経」（大正

01　p.160 下）、失訳「般泥　経」（大正 01　p.176 中）、AN.007-003-020（vol.Ⅳ　
p.017）、増一阿含 040-002（大正 02　p.738 上）、AN.007-003-021（vol.Ⅳ　p.021）、
『根本有部律』「雑事」（大正 24　p.382 中）

（3）中村元博士は、仏の滅後にサンガに対する崇拝が起こったとされている。そして三宝とい

う定型句が成立したという。『原始仏教の成立』（「決定版」第 14巻）p.236　またサン

ガというものは、仏教にとって本質的なものではなかったともいわれる。p.237　しかし博

士が論拠とされる古い偈頌経典にも三宝をあげるものは数多く存する。例えば、

SuttanipAtav.222~238 は「宝経」であって、これは三宝を讃えたものである。また　

Dhmp.v.194、UdAnavarga　第 30章　v.22~26 は「諸々の仏の現れたまうのは楽しい。

ただしい教えを説くのは楽しい。サンガが和合しているのは楽しい。和合している人々がい

そしむのは楽しい」という句や、SN.001-005-009（vol.Ⅰ　 p.034）の「ブッダと真理の教
えとに対して信仰心あり（buddhe pasannA dhamme ca）、サンガに対して熱烈な尊敬心を

もっているならば（saGghe tibbagAravA）、彼らは天界に生まれて、そこで輝く」という

句などは三宝が認識されたものと考えることができる。また SN.007-001-001、2、3、4、
5、6、7、8、9、10（vol.Ⅰ　  p.161）には、「私は尊師ゴータマに帰依します。また法と
サンガに帰依します（esAhaM bhagavantaM gotamaM saraNaM gacchAmi. dhammaJca 

bhikkhu-saGghaJca）。私はゴータマの元で出家して具足戒を受けたいのです

（labheyyAham bhoto gotamassa santike pabbajjaM labheyyaM upasampadaM）」とい

う句が繰り返されている。これはまさしく三宝帰依である。
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　［4］その第 4は、「律蔵」という独立した文献が存在することである。釈尊の教えが経

蔵とともに律蔵というものに編集されたのは、釈尊の教えの大きな2つの柱の１つは、仏教

の修行者たる者はサンガの中に暮すべきであるということがあったからである。律蔵の規定

は確かに随犯随制されたものであって、それが形を整えられたのは釈尊の生涯の後半期ない

しは滅後のことであったかもしれない。また聖典の編集形態には三蔵とは異なる形があった

ことも伝えられているが、常に経蔵と律蔵は含まれている（1）。要するにサンガに係わる教

えは、釈尊の悟りの内容と世界観の根源的なところで結びついているということであって、

だからサンガは偶発的に形成されたのではなく、すこぶる自覚的なものでなければならない

はずである。

　また出家修行者の生活規定としての経分別の部分については、以下のように考えるべきで

あろう。律蔵の生活規則は、最低限「こうであってはならない」「このようにしてはならな

い」という限界を示すのみであるから、この限度を踏み外さない限り、仏教の出家修行者の

行動にはかなりの自由が許されていた。法律としての律蔵の指し示す生活はサンガの中での

集団の定住生活であって、したがって大部分の出家修行者はこのような生活をしていたので

あろうが、もちろん一処不住の遍歴を行ってはならないという規則はなかったから、したがっ

て中にはこれを行う修行者もいたであろう。

　一方この論文で扱ったジャイナ教やバラモン教の法典類、あるいは仏教の偈頌経典におい

て遍歴が行われるべきだとされるのは、「こうでありたい」「これが望ましい」という行為

行動の規範＝戒として示されたものであって、もちろん真摯にこれを実践する修行者もいた

であろうが、現実にどれだけ実施されていたかはわからない。少なくとも原始仏教聖典の範

囲ではこれを積極的に支持する材料は見いだせないことはすでに指摘した。

（1）塚本啓祥『初期仏教教団史の研究』（昭和 41.3　山喜房仏書林）p.182 以下参照

　［5］そして第５に、釈尊の世界観・価値観・人生観は、菩提樹下の成道の時点から入滅

に至るまで果たして変わったのか、変わらなかったのかということも問題となるであろう。

釈尊は菩提樹下の成道において、他の宗教者とは異なる世界観・価値観・人生観を確立され、

それが他の宗教者とは異なる世界観・価値観・人生観であったからこそ、釈尊は布教を開始

され、ここに「仏の教え」たる仏教が出発したのであって、この世界観・価値観・人生観が

徐々に変化しながら、形成されたということはあり得ないであろう。したがって諸事万端が

整わない間は、釈尊も他の宗教家と同じ世界観・価値観・人生観を共有していて、だから共

通の生活様式をもっていたと考えることは、あまりにも釈尊の悟りを矮小化するものといわ

ざるを得ないであろう。現実的なサンガやサンガの運営規則が、成道から時間を経過した時

点で整備されたとしても、この基本的精神はこの成道時に確立された世界観・価値観・人生

観に基づいていると理解しなければならない。そしてこの成道時に形成された世界観・価値

観・人生観の中に、縁起に基づく「中道」や、悟りの智慧を獲得するためには禅定が必須で

あるということや、修行者はサンガの中で切磋琢磨することこそが解脱へのもっとも効率的

な修道方法であるといったことが含まれていたといわなければならない。

　本論文の直接的な主題に関連していえば、「遍歴」はその世界観・価値観・人生観に反し
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ているから、それが第一義の修行・生活形態としては採用されなかったのであり、「僧院の

建設」や「サンガ」はその世界観・価値観・人生観に合致しているからこそ許され、形成さ

れたということになる。要するに最初期の仏教の修行者は他の沙門と同様に「遍歴」をする

ことが常態であったということはないし、「僧院」が建設されたために集団的に定住するこ

とが始まって、その結果「サンガ」が形成されたのではない、ということになる。

　【10】結語

　以上原始仏教聖典を中心に、ジャイナ教聖典やヒンドゥー教の法典類を参考に、遍歴と、

僧院の建設と、サンガの形成について調査してきた。この結論を簡単にとりまとめ、結びに

代えたい。

（1）原始仏教の散文聖典においては、釈尊自身も仏弟子たちも、初期・後期の時代には

関係なく、ただ一人の行方定めぬ一処不住の長期にわたる「遍歴」を行っていたとい

う証拠は見いだせない。

（2）ただし釈尊自身も仏弟子たちも、目的と目的地を持ち、できればきちんとした宿泊

場所が得られることが望ましい、長くとも2ヶ月を越えないような「遊行」は行って

いた。従来の学会では、上記のような「遍歴」と「遊行」の違いが十分に認識される

ことなく、混同されていた可能性があるのでこれを注意しなければならない。

（3）しかしながら偈頌経典には、「遍歴」が奨励され、実際に「遍歴」していた仏教の

修行者が存在したとされている。したがって仏教の修行者の中にも「遍歴」修行を行っ

た者が存在したのであろう。しかしながらそれをもって最初期の仏教修行者がすべか

らくそうであったとすることはできない。そのような修行者はむしろ特殊な修行者で

あって、時期的にいえば確かに最初期にはそのような修行者の割合が高かったかもし

れないが、しかし後期にも存在しなかったというわけではない。

（4）また確かに僧院が建設されるまでの最初期の仏教の修行者たちは、阿蘭若処・樹下・

山中・洞窟・山洞・塚間・山林・露地・藁積などを臥坐所としていた。しかし彼らは

一処不住の遍歴をしていたのではなく、それらは定住的な住処であったのであって、

日々そこから町や村に乞食に出てきていた。しかしながらジャイナ教の修行者たちが

求めた仮のねぐらは、作業場、集会所、水を置く小屋、市場、工場、藁小屋、旅行者

のための家、庭園、墓地、空き家、木の根元などであって、これは一処不住の遍歴の

ために求められたものであった。

（5）釈尊のよって立つ立場は中道であって、遍歴は苦行として否定される修行のあり方

であった。また仏教のめざす悟りは智慧を完成させるためであって、そのためには禅

定することが必要であり、また禅定のためには生活の安定が必要であって、遍歴は必

ずしもそれに資すものではなかった。したがって「遍歴」は頭陀行と同様に、あるい

は頭陀行には遍歴の要素は含まれないから、頭陀行よりもより特殊なものとして、も

し欲するならば行ってもよいという程度の位置づけであった。

（6）またジャイナ教の修行者や、釈尊当時現れ始めていたバラモン教を基盤とする遍歴
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修行者も、確かに仏教においてよりは一般化されていたであろうが、一般に認識され

ているほど「遍歴」を行うことが常態ではなかったことは、それらの聖典自身におい

ても推測されるところであって、原始仏教聖典からそのような姿は伺えないのはその

実態を表している可能性がある。

（7）したがって釈尊在世時代の最初期の仏教の修行者は、沙門と呼ばれるジャイナ教な

どの他の宗教の修行者と同様に遍歴を行っていたとする認識は誤りであって、だから

精舎が建設されるとともに定住が始まり、そこにおける定住的な集団生活がもととなっ

てサンガが形成されたという通説は、その事実認識に誤りがあるといわなければなら

ない。

（8）事実としては、仏教の修行者は最初から樹下や草庵などにおいて定住的な生活を行っ

ていたのであり、釈尊が各地で三帰依具足戒によって仏弟子が自らの弟子を取ること

を許されることによってサンガの祖型が形成され、十衆白四羯磨具足戒が制定される

ことによって正式なサンガが成立することになった。この「仏弟子たちを上首とする

サンガ」は組織的な集団であって、この集団の運営に関する基本原則は会議によって

その意思を決定するということにあり、その会議はきちんとした規則にしたがってな

された。また各地に散在する「仏弟子たちのサンガ」を「釈尊のサンガ」として統一

するためには、日常的に改廃されるそれら規則を共有することが必要であり、そのた

めに布薩や雨安居や遊行などが成文法化ないしは慣習法化された。これらは集団生活

をする施設を要請したから、ここに僧院が建設されることになった。確かに最初期の

仏教は多くの側面において他の沙門宗教と共通するものを有していたが、しかし遍歴

を第一義としないことや、サンガの形成や、僧院の建設はすべて釈尊の成道において

確立された釈尊独自の世界観・価値観・人生観に基づいてなされたものであって、す

ぐれて仏教的なものであったということができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2009.4.23）
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